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議案第４号 平成２７年度三豊市一般会計補正予算（第５号） １

議案第５号 平成２７年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） ２

議案第６号
平成２７年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２
号） 

３

議案第７号 平成２７年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号） ４

議案第８号 平成２７年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） ５

議案第９号 平成２７年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号） ６

議案第１０号 平成２７年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第３号） ７

議案第１１号 平成２７年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号） ８

議案第１２号 平成２７年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号） ９

議案第１３号 平成２７年度三豊市病院事業会計補正予算（第１号） １０

議案第１４号 平成２８年度三豊市一般会計予算 １１

議案第１５号 平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算 １２

議案第１６号 平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算 １３

議案第１７号 平成２８年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算 １４

議案第１８号 平成２８年度三豊市介護保険事業特別会計予算 １５

議案第１９号 平成２８年度三豊市介護サービス事業特別会計予算 １６

議案第２０号 平成２８年度三豊市集落排水事業特別会計予算 １７

議案第２１号 平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算 １８

議案第２２号 平成２８年度三豊市港湾整備事業特別会計予算 １９
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議案第２３号 平成２８年度三豊市水道事業会計予算 ２０

議案第２４号 平成２８年度三豊市病院事業会計予算 ２１

議案第２５号 三豊市行政不服審査会条例の制定について ２２

議案第２６号 三豊市男女共同参画推進条例の制定について ２５

議案第２７号 三豊市市民センター条例の制定について ３３

議案第２８号 三豊市新公立病院改革プラン検討委員会設置条例の制定について ３９

議案第２９号 三豊市社会福祉法人の助成に関する条例の制定について ４２

議案第３０号
行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律の施行に伴う関係条例の整備について 

４５

議案第３１号
地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行
に伴う関係条例の整備について 

５１

議案第３２号 三豊市行政手続条例の一部改正について ５５

議案第３３号
三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正につ
いて 

５９

議案第３４号
三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部改正に
ついて 

６１

議案第３５号 三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について ６３

議案第３６号 三豊市職員等の旅費に関する条例の一部改正について ８６

議案第３７号 三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例の一部改正について ９０

議案第３８号 三豊市人権擁護条例の一部改正について ９２

議案第３９号
三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条例の一部
改正について 

９４

議案第４０号 三豊市産地形成促進施設条例の一部改正について ９６

議案第４１号 三豊市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について ９８

議案第４２号 三豊市公民館条例の一部改正について １００
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議案第４３号 三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例の一部改正について １０４

議案第４４号 三豊市武道館条例の一部改正について １０６

議案第４５号 三豊市老人福祉センター条例の廃止について １０８

議案第４６号 三豊市高瀬町地域農産物利用促進センター条例の廃止について １１０

議案第４７号 香川県広域水道事業体設立準備協議会規約の一部変更について １１２

議案第４８号 指定管理者の指定について（三豊市詫間町松崎コミュニティセンター） １１３

議案第４９号 指定管理者の指定について（三豊市詫間町箱浦ビジターハウス） １１４

議案第５０号 指定管理者の指定について（三豊市立西香川病院） １１５

議案第５１号 指定管理者の指定について（三豊市高瀬町老人デイサービスセンター） １１６

議案第５２号 市道の路線廃止について（三ノ瀬線） １１７

議案第５３号 市道の路線廃止について（詫間２０３号線） １２０
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議案第４号

   平成２７年度三豊市一般会計補正予算（第５号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市一般会計補正予算

（第５号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第５号

   平成２７年度三豊市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市国民健康保険事業

特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第６号

   平成２７年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市国民健康保険診療

所事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第７号

   平成２７年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第８号

   平成２７年度三豊市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市介護保険事業特

別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第９号

   平成２７年度三豊市介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市介護サービス事業

特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第１０号

   平成２７年度三豊市集落排水事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第１１号

   平成２７年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計補正予算（第３号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市浄化槽整備推進事

業特別会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第１２号

   平成２７年度三豊市港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、平成２７年度三豊市港湾整備事業特別

会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



10 

議案第１３号

   平成２７年度三豊市病院事業会計補正予算（第１号）

 平成２７年度三豊市病院事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



11 

議案第１４号

   平成２８年度三豊市一般会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市一般会計予算を別冊のと

おり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第１５号

   平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市国民健康保険事業特別会

計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



13 

議案第１６号

   平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市国民健康保険診療所事業

特別会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



14 

議案第１７号

   平成２８年度三豊市後期高齢者医療事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市後期高齢者医療事業特別

会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



15 

議案第１８号

   平成２８年度三豊市介護保険事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市介護保険事業特別会計

予算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



16 

議案第１９号

   平成２８年度三豊市介護サービス事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市介護サービス事業特別会

計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



17 

議案第２０号

   平成２８年度三豊市集落排水事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市集落排水事業特別会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



18 

議案第２１号

   平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市浄化槽整備推進事業特別

会計予算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



19 

議案第２２号

   平成２８年度三豊市港湾整備事業特別会計予算

 地方自治法第２１１条の規定により、平成２８年度三豊市港湾整備事業特別会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



20 

議案第２３号

   平成２８年度三豊市水道事業会計予算

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、平成２８年度三豊市水道事業会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



21 

議案第２４号

   平成２８年度三豊市病院事業会計予算

 地方公営企業法第２４条第２項の規定により、平成２８年度三豊市病院事業会計予

算を別冊のとおり提出する。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



22 

議案第２５号

   三豊市行政不服審査会条例の制定について

 三豊市行政不服審査会条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市行政不服審査会条例

 （趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号。以下「法」という。）

第８１条第４項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処

理するための機関の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （名称）

第２条 前条の機関の名称は、三豊市行政不服審査会（以下「審査会」という。）と

する。

 （所掌事務） 

第３条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 

 （組織） 

第４条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

 （委員） 

第５条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、か

つ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委

嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は、再委嘱されることができる。 

４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きそ

の職務を行うものとする。 

５ 審査会に、専門の事項を審議するため必要があるときは、専門委員を置くことが

できる。 

６ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱す

る。 

７ 専門委員は、当該専門の事項に関する審査が終了したときは、解嘱されるものと

する。 

８ 委員及び専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その
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職を退いた後も、同様とする。 

 （委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第７条 第５条第８項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は５

０万円以下の罰金に処する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、法の施行の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 第５条の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行前

においても、同条の規定の例により行うことができる。 

 （任期の特例） 

３ 最初に委嘱される委員の任期は、第５条第２項の規定にかかわらず、平成２８年

４月１日から同年９月３０日までとする。 

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年

三豊市条例第55号）の一部を次のように改正する。 

  別表個人情報保護審議会委員の項の次に次のように加える。 

行政不服審査会委員 日額 ８，０００ 
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議案第２６号

三豊市男女共同参画推進条例の制定について

三豊市男女共同参画推進条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市男女共同参画推進条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条－第８条） 

 第２章 行為の制限（第９条・第１０条） 

 第３章 基本的施策（第１１条－第２１条） 

 第４章 雑則（第２２条） 

 附則 

 私たちの住む三豊市は、備讃瀬戸をのぞむ美しい海岸線、三豊平野、讃岐山脈など、

海から山まで多彩な自然環境に恵まれ、歴史ある豊かな文化を持つまちです。このま

ちで、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任や利益を分かち合えること、また性別

にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できること、そして「三豊が一番」と

誰もが安心して生活できるまちを実現することが、私たち市民の願いです。 

 本市においては、男女共同参画社会の実現のため、「三豊市男女共同参画プラン」

を策定し、男女共同参画の推進に向けた様々な取組を進めてきました。 

 しかしながら、性別による固定的役割分担の意識は依然根強く、一人ひとりの個性

や能力を発揮する機会を奪う要因や解決しなければならない課題が多く残されていま

す。 

 このような課題を解決し人権尊重のまちづくりを推進するためには、自らの意思で

社会のあらゆる分野に参画することのできる男女共同参画社会の実現に向けた一層の

努力が求められています。 

 ここに、本市が市民、事業者、関係機関などの協働により、“一人ひとりが自分ら

しく輝くために”を基本理念に男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条

例を制定します。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市並びに市民、

事業者、市民団体及び教育関係者（以下「市民等」という。）の責務を明らかにす



27 

るとともに、男女共同参画の推進に関する施策について基本となる事項を定めるこ

とにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を

実現することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって、家

庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野(以下「あらゆる分野」とい

う。)における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を発揮することに

より、均等に成果及び利益を受け、かつ、共に責任を担うことをいう。 

 積極的改善措置 あらゆる分野の活動に参画する機会において、男女間の格差

を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会

を積極的に提供することをいう。 

 市民 市の区域内に在住、在勤又は在学をする個人をいう。 

 事業者 市の区域内において、営利又は非営利を問わず、事業その他の活動を

行う法人その他の団体及び個人をいう。 

 市民団体 市の区域内において活動を行う団体をいう。 

 教育関係者 学校教育をはじめ、家庭、地域、職場その他の社会のあらゆる場

において行われる教育に携わる者をいう。 

 ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和をいい、やりがい及び充実感を

感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域社会等においても

子育て期、中高年期等の人生の各段階に応じた多様な生き方を選択し、実現でき

ることをいう。 

 ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚

姻関係と同様の事情にある者及び生活の本拠を共にする交際をする関係にある者

を含む。以下この号において同じ。）若しくは配偶者であった者又はこれらに準

ずる親しい関係にある者からの身体的、精神的、経済的、社会的又は性的な暴力

をいう。 

 セクシュアル・ハラスメント 職場、学校その他の社会的関係が生じる場にお

いて、相手の意に反した性的な言葉若しくは行為によって、当該言動を受けた者

に苦痛若しくは不快感を与え、その者の生活環境を害すること又は性的な言葉若
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しくは行為を受けた者の対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

 （基本理念） 

第３条 男女共同参画推進のための基本理念は、次のとおりとする。 

 男女が性別による差別的な取扱いを受けることなく、個人として人権を尊重す

ること。 

 男女の性の違いを認めた上で、性別による固定的な役割分担の考え、制度及び

慣行を見直し、男女の社会における活動についての自由な選択が妨げられること

のないよう配慮すること。 

 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における方針の立案及び決定

過程に共同して参画する機会を確保すること。 

 男女が互いの協力と社会の支援の下、家事、子育て、介護等の家庭生活におけ

る活動とその他の社会生活における活動とを両立して行うことができるようにす

ること。 

 男女がそれぞれの身体的特徴についての理解を深め、妊娠・出産等に関する事

項について、互いの意思を尊重するとともに、生涯にわたり健康な生活を営むこ

とができるように配慮すること。 

 男女の性別にとどまらず、性同一性障害を有する人その他のあらゆる人の人権

についても、配慮すること。 

 男女共同参画社会の形成のための国際的な取組に対し、連携し、及び協力する

こと。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関する施策

（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的かつ計画的に策定し、及びこれを

実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たっては、国及び県その

他の地方公共団体と連携するとともに、市民等と協働して取り組まなければならな

い。 

３ 市は、自ら率先して男女共同参画の推進のために体制及び環境を整備し、必要な

措置を講じるものとする。 

 （市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念に基づき、あらゆる分
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野において、男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるも

のとする。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念に基づき、男女が職場における活動に平等に参画する機

会の確保及びワーク・ライフ・バランスに配慮し、その事業活動において、平等に

能力を発揮できる機会を確保し、男女共に子育て、介護その他の家庭生活と職業生

活とを両立して行えるよう職場環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努める

ものとする。 

 （市民団体の責務） 

第７条 市民団体は、基本理念に基づき、その団体活動において男女が対等に参画で

きる機会を確保するとともに、男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 市民団体は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努め

るものとする。 

 （教育関係者の責務） 

第８条 教育関係者は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進において教育の果た

す役割の重要性を深く認識し教育を行うよう努めなければならない。 

２ 教育関係者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努

めるものとする。 

   第２章 行為の制限 

 （性別による差別的取扱い等の禁止） 

第９条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他社会のあらゆる場において、次に掲

げる行為をしてはならない。 

 性別を理由とした差別的取扱い 

 ドメスティック・バイオレンス 

 セクシュアル・ハラスメント 

 妊娠又は出産を理由とする不利益な取扱い 

 （情報の表示における表現の配慮） 

第１０条 何人も、広く市民を対象として表示する情報について、次に掲げる表現を

行わないよう努めなければならない。 
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 性別による固定的な役割分担を助長する表現 

 男女間の暴力を助長する表現 

 過度な性的表現 

   第３章 基本的施策 

 （男女共同参画プラン） 

第１１条 市は、男女共同参画の推進に関する施策等を総合的かつ計画的に推進する

ため、三豊市男女共同参画プラン（以下「プラン」という。）を策定する。 

２ 市は、プランを策定するに当たり、積極的改善措置のうち必要と認めるものにつ

いて、数値目標を定めるものとする。 

３ 市は、プランを策定するに当たり、あらかじめ三豊市男女共同参画社会づくり推

進協議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市は、プランを策定したときは、これを公表するものとする。 

５ 前２項の規定は、プランの変更について準用する。 

 （広報啓発活動） 

第１２条 市は、市民及び事業者が男女共同参画に関する関心を高め、理解を深める

よう、積極的に情報を提供し、広報啓発活動を行うものとする。 

 （教育の充実及び学習の推進） 

第１３条 市は、家庭教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育及び学習の場

において、市民の男女共同参画に関する理解を深めるため、教育の充実及び学習の

推進並びにそれらの支援及び環境整備に努めるものとする。 

 （推進体制の整備） 

第１４条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

め、必要な体制を整備するものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を

講じるよう努めるものとする。 

 （市民及び事業者の活動支援） 

第１５条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動について、

情報の提供、人材の育成その他必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、男女共同参画の推進のために必要と認めるときは、市民及び事業者と会議

を開催し、又は事業者に対して男女共同参画の状況について報告を求めることがで

きるものとする。 
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 （ワーク・ライフ・バランスの促進） 

第１６条 市は、ワーク・ライフ・バランスを図ることができるよう、情報の提供そ

の他必要な支援を行うものとする。 

 （防災における男女共同参画の促進） 

第１７条 市は、防災に係る施策及び現場における男女共同参画を促進し、男女双方

の視点を取り入れた防災体制の構築に努めるものとする。 

 （積極的改善措置） 

第１８条 市は、社会のあらゆる分野における活動に参画する機会に関し、男女間の

格差が生じている場合は、市民等並びに国及び県その他の地方公共団体と協力し、

必要な範囲において、積極的改善措置を講じるよう努めるものとする。 

２ 市は、市民等に対し積極的改善措置を講じるための情報提供及び支援を行うもの

とする。 

 （調査研究） 

第１９条 市は、男女共同参画の推進に必要な事項について、調査研究を行い、その

結果を男女共同参画の推進に関する施策に反映するものとする。 

 （実施状況の公表） 

第２０条 市は、毎年度、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告

書を作成し、公表するものとする。 

 （相談及び苦情の対応） 

第２１条 市は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要

因による人権侵害に関して、市民又は事業者から相談があったときは、関係機関と

連携して適切に対応するものとする。 

２ 市は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に

影響を及ぼすと認められる施策に関して、市民又は事業者から苦情の申出があった

ときは、適切な措置を講じるものとする。 

３ 市は、前項の申出があった場合において、必要と認めるときは、三豊市男女共同

参画社会づくり推進協議会の意見を聴くものとする。 

   第４章 雑則 

 （委任） 

第２２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 
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   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第２７号

   三豊市市民センター条例の制定について

 三豊市市民センター条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号 

   三豊市市民センター条例 

 （設置） 

第１条 地域住民を主体とした文化活動の高揚及び福祉の増進を図り、もって豊かな

地域コミュニティの活性化に寄与するため、三豊市市民センター（以下「センター」

という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 センターの名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

 （休館日等） 

第３条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に

必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができ

る。 

 開館時間 午前８時３０分から午後１０時まで 

 休館日 １２月２９日から翌年１月３日まで 

 （施設の管理） 

第４条 センターは、市長が管理する。 

 （職員） 

第５条 センターに施設の管理のため、必要な職員を置くことができる。 

 （利用の許可） 

第６条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければな

らない。利用内容に変更が生じた場合も、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可に際し、管理上必要があると認めるときは、条件を付するこ

とができる。 

 （利用の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとす

る。 

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。 

 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になる

と認められるとき。 
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 建物又は附属設備を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあると認められる

とき。 

 センターの管理上支障があると認められるとき。 

 前各号に掲げるもののほか、市長が不適切と認めるとき。 

 （利用許可の取消し等） 

第８条 市長は、利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当するとき、又は公益上やむを得ない事由が生じたときは、利用許可の

条件を変更し、利用を停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。 

 この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

 利用許可の条件に違反したとき。 

 職員の指示に従わないとき。 

 偽りその他不正な手段によりその利用許可を受けたとき。 

 災害その他事故により施設等が使用できなくなったとき。 

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により利用を停止又は取り消されたことにより生じた利用者の損害に

ついては、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。 

 （使用料） 

第９条 利用者は、別表第２に定める使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の使用料は、利用の許可を受けたときに納付するものとする。ただし、特に

市長が認めた場合は、使用料の一部又は全部を使用後に納付することができる。 

 （使用料の減免） 

第１０条 市長は、特に必要と認められるときは、使用料を減額し、又は免除するこ

とができる。 

 （使用料の還付） 

第１１条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、その全部又は一部を還付することができる。 

 利用者の責に帰さない事由により利用することができなくなったとき。 

 利用者が利用する日の７日前までに利用申請を取り消したとき。 

 （目的外利用等の禁止） 

第１２条 利用者は、センターの利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利

を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 
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 （原状回復義務） 

第１３条 利用者は、センターの利用を終えたとき、又は利用を停止されたとき若し

くは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用の場所を原状に回復して返還

しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。 

 （損害賠償） 

第１４条 利用者は、故意又は過失によりセンターに損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償額

を減額し、又は免除することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第１５条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、指定管理者（地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をい

う。以下同じ。）にセンターの管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者

が行う業務は、次に掲げる業務とする。 

 センターの利用の許可に関する業務 

 センターの設備の維持及び管理に関する業務 

 前２号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上必要と認める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第４条、第６

条から第１０条まで及び第１３条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、

第５条（見出しを含む。）及び第８条の規定中「職員」とあるのは「指定管理者が

雇用した職員」と、第９条第１項の規定中「別表第２に定める使用料」とあるのは

「第１６条第２項の規定による利用料金」と、第９条第２項、第１０条及び第１１

条（見出しを含む。）の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」として、これら

の規定を適用する。 

４ 第１項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第３条の規

定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長

の承認を得て、センターの休館日を変更し、又は開館時間を変更することができる。 

 （利用料金） 

第１６条 前条の規定により指定管理者を指定した場合の利用料金は、当該指定管理

者の収入として収受させるものとする。 

２ センターの利用料金については、別表第２に定める金額の範囲内で、あらかじめ
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市長の承認を受けて指定管理者が定める。利用料金を変更しようとするときも、同

様とする。 

 （委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表第１（第２条関係） 

名   称 位    置

市民センター仁尾 三豊市仁尾町仁尾辛３４番地２

別表第２（第９条関係）

 市民センター仁尾                （単位：１時間当たり）

区  分 使 用 料

調理実習室 １，９００円

会議室たけ １５０

会議室うめ １００

会議室つつじ ２５０

会議室まつ ６００

会議室つたじま ９００

和室かもめ １００

和室ちどり １００

会議室ゆうなぎ ３００

会議室さざなみ ３００

多目的スペース １，６００

会議室ひらいし ３００

会議室こづた ３５０

会議室おおづた ７００
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会議室さくら ７５０

会議室もみじ ７５０

会議室あやめ ２００

会議室ゆり ２００

会議室さつき ５００

備考

  １ 利用時間に１時間未満の端数があるときは、その端数を１時間とみなす。

  ２ 営利を目的として使用するときは、この表に定める額の２倍とする。
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議案第２８号

   三豊市新公立病院改革プラン検討委員会設置条例の制定について

 三豊市新公立病院改革プラン検討委員会設置条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市新公立病院改革プラン検討委員会設置条例 

 （設置） 

第１条 市立病院における病院機能を見直し、病院事業経営の総合的な改革を検討す

るため、三豊市新公立病院改革プラン検討委員会（以下「検討委員会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 検討委員会は、次に揚げる事項について調査し、及び検討し、その結果を市

長に報告する。 

 地域医療構想を踏まえた市立病院の役割の明確化に関すること。 

 市立病院の経営の効率化に関すること。 

 市立病院の再編・ネットワーク化に関すること。 

 市立病院の経営形態の見直しに関すること。 

 前各号に掲げるもののほか、市立病院に関すること。 

 （組織） 

第３条 検討委員会は、委員１５人以内で組織する。 

２ 委員は、次に揚げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

 学識経験を有する者 

 一般社団法人三豊・観音寺市医師会の代表者 

 市立病院の代表者 

 関係行政機関の代表者 

 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

 （委員長及び副委員長） 

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （任期） 
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第５条 委員の任期は、５年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

２ 委員は、再委嘱され、又は再任されることができる。 

 （会議） 

第６条 検討委員会の会議（以下この条において「会議」という。）は、委員長が招

集する。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、委員のうち会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。 

４ 検討委員会の会議は、公開とする。ただし、必要に応じ、検討委員会の決定によ

り議事を非公開とすることができる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くこ

とができる。 

 （庶務） 

第７条 検討委員会の庶務は、健康福祉部健康課において処理する。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年

三豊市条例第55号）の一部を次のように改正する。

  別表三豊市予防接種等健康被害調査委員会委員の項の次に次のように加える。

新公立病院改革プラン検討委員会委員 日額 ８，０００

 （最初の検討委員会の招集） 

３ 検討委員会については、委員長が選任されるまでの間は、第６条第１項の規定に

かかわらず、市長が招集する。 
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議案第２９号

   三豊市社会福祉法人の助成に関する条例の制定について

 三豊市社会福祉法人の助成に関する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市社会福祉法人の助成に関する条例

 （趣旨）

第１条 この条例は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第５８条第１項の規定に

基づき、社会福祉法人（以下「法人」という。）に対する助成に関し必要な事項を

定めるものとする。

 （助成の範囲）

第２条 市長は、法人に対し必要と認める場合は、当該法人が行う事業に要する費用

について、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

 （助成の条件）

第３条 市長は、前条の規定により法人に対し助成する場合には、必要な条件を付す

ることができる。

 （助成の申請及び決定）

第４条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市

長に提出しなければならない。

 理由書

 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

 別に国又は県若しくはその他公共的団体から助成を受け、又は受けようとする

場合には、その助成の程度を記載した書類

 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定するものとする。

 （報告書の提出）

第５条 補助金の交付を受けた法人は、当該事業の完了後、遅滞なく次に掲げる書類

を市長に提出しなければならない。

 事業報告書

 収支決算書

 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 （補助金の返還）
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第６条 市長は、補助金の交付を受けた法人が次の各号のいずれかに該当すると認め

た場合は、既に交付した補助金について、その全部又は一部の返還を命ずることが

できる。

 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。

 第３条の規定による条件に違反したとき。

 事業を廃止したとき。

 （委任）

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

 （三豊市の設置に伴い失効することとなる合併前の社会福祉法人の助成に関する条

例の経過措置を定める条例の廃止）

２ 三豊市の設置に伴い失効することとなる合併前の社会福祉法人の助成に関する条

例の経過措置を定める条例（平成 18年三豊市条例第 249号）は、廃止する。

 （経過措置）

３ この条例の施行の日前に、三豊市の設置に伴い失効することとなる合併前の社会

福祉法人の助成に関する条例の経過措置を定める条例の規定によりなおその効力を

有するとされた合併前の条例の助成、助成の申請、報告書の提出、使用制限、助成

金の返還等に関する規定は、なおその効力を有する。



45 

議案第３０号

   行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行に伴う関係条例の整備について

 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の

施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （三豊市情報公開条例の一部改正） 

第１条 三豊市情報公開条例（平成 18 年三豊市条例第 11 号）の一部を次のように改

正する。 

  第１６条の次に次の１条を加える。 

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

 第１６条の２ 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成 26年法律第 68号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

  第１７条を次のように改める。 

  （審査請求） 

 第１７条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、

当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する

場合を除き、速やかに、三豊市情報公開審査会に諮問し、審査請求人に通知しな

ければならない。 

 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公

開することとする場合（第１４条第３項に規定する第三者から当該行政文書の

公開について反対の意思を表示した意見書が提出されている場合を除く。） 

 ２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

 ３ 実施機関は、第１項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊

重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 

  第１８条第６項中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 （三豊市個人情報保護条例の一部改正） 

第２条 三豊市個人情報保護条例（平成 18 年三豊市条例第 12 号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中「不服申立て（第４２条・」を「審査請求（第４１条の２―」に改める。 
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  第２章第６節を次のように改める。 

     第６節 審査請求 

  （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

 第４１条の２ 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求

若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

（平成 26年法律第 68号）第９条第１項の規定は、適用しない。 

  （審議会への諮問） 

 第４２条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若し

くは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求

に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、

遅滞なく、三豊市個人情報保護審議会に諮問しなければならない。 

 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部

を開示することとする場合（当該保有個人情報の開示について反対意見書が提

出されている場合を除く。） 

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正

をすることとする場合 

 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用

停止をすることとする場合 

 ２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適

用する同法第２９条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

  （第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等） 

 第４３条 第２４条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場

合について準用する。 

 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する

旨の決定を除く。）を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨

の裁決（第三者である参加人（行政不服審査法第１３条第４項に規定する参加

人をいう。以下同じ。）が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示

している場合に限る。） 

  第４８条第１項中「第４２条」を「第４２条第１項」に改め、同条第４項中「不
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服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 （三豊市行政手続条例の一部改正） 

第３条 三豊市行政手続条例（平成 18 年三豊市条例第 16 号）の一部を次のように改

正する。 

  第３条第１０号中「、異議申立て、その他の」を「その他の」に改め、「、決定」

を削る。 

  第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

 （三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第４条 三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 18 年三豊市条例第

43号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 （三豊市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第５条 三豊市固定資産評価審査委員会条例（平成 18 年三豊市条例第 38 号）の一部

を次のように改正する。

  第４条第２項第１号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第４号を第５

号とし、第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、同項第１号の次に次の１号を

加える。

 審査の申出に係る処分の内容

  第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法（昭和37

年法律第160号）第１３条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成27年政令第391

号）第３条第１項」に改め、同条に次の１項を加える。

 ６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったと

きは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

  第６条中第３項を第４項とし、第２項ただし書を削り、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。

 ２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する

法律（平成14年法律第151号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情

報処理組織を使用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出

されたものとみなす。

  第６条に次の１項を加える。

 ５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを市長に送付し
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なければならない。

  第１１条第１項中「においては、」の次に「次に掲げる事項を記載し、委員会が

記名押印した」を加え、同項に次の各号を加える。

 主文

 事案の概要

 審査申出人及び市長の主張の要旨

 理由

 （三豊市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 三豊市職員の給与に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 61 号）の一部を次

のように改正する。 

  第２８条第３項中「行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）第１４条又は第

４５条」を「行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）第１８条第１項本文」に改

める。 

 （三豊市公文書等の管理に関する条例の一部改正） 

第７条 三豊市公文書等の管理に関する条例（平成 27年三豊市条例第 2号）の一部を

次のように改正する。 

  第２２条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第１項中「行政

不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）による不服申立て」を「審査請求」に改め、

同条第３項中「不服申立てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改め、同

項を同条第４項とし、同条第２項中「前項の不服申立て」を「第１項の審査請求」

に、「当該不服申立てが明らかに不適法であるとき」を「審査請求が不適法であり、

却下する場合」に、「申立人」を「審査請求人」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項の規定は、適用しない。

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、行政不服審査法（平成 26 年法律第 68 号）の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の

施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係
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る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、

なお従前の例による。 

３ 第４条の規定による改正後の三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

第５条第２号の規定は、同条例第４条の規定による平成２８年度分以降の業務の状

況の報告について適用し、平成２７年度における業務の状況の報告については、な

お従前の例による。 

４ 第５条の規定による改正後の第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、

第３項及び第５項並びに第１１条第１項の規定は、平成２８年度以後の年度分の固

定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の

申出について適用し、平成２７年度までの固定資産税に係る固定資産について固定

資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が平成２８年４

月１日以後である審査の申出を除く。）については、なお従前の例による。
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議案第３１号

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備について

 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 

 （三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正）

第１条 三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 18 年三豊市条例第

43号）の一部を次のように改正する。

  第３条中第８号を第９号とし、第２号から第７号までを１号ずつ繰り下げ、第１

号の次に次の１号を加える。

 職員の人事評価の状況

  第７条第１項に次の１号を加える。

 インターネットを利用して閲覧に供する方法

 （三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正） 

第２条 次に掲げる条例の規定中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改める。 

 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 50 号）

第１条

 三豊市職員の給与に関する条例（平成 18年三豊市条例第 61号）第１条第１項

 三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 63 号）第１

条第１項

 三豊市臨時的任用職員等の給与等に関する条例（平成 25年三豊市条例第 3号）

第１条

 （三豊市職員の給与に関する条例の一部改正）

第３条 三豊市職員の給与に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 61 号）の一部を次

のように改正する。

  第４条第３項中「分類の」を「その分類の」に改め、「標準的な」を削り、「職

務の内容は」の次に「、等級別基準職務表（別表第３）に定めるとおりとし、級別

職務分類表は」を加える。 

  第５条第１項中「規則」を「等級別基準職務表及び規則」に改める。 

  別表に次の１表を加える。

 別表第３（第４条関係）
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  等級別基準職務表

  １ 行政職給料表等級別基準職務表

等級 基準となる職務

１級 主事の職務

２級 主任主事の職務

３級 副主任の職務

４級 主任の職務

５級 課長補佐の職務

６級 課長の職務

７級 次長の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する課長の職務

８級 部長の職務

  ２ 医療職給料表（一）等級別基準職務表

等級 基準となる職務

１級 医師の職務

２級 医長の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する医師の職務

３級 診療所長の職務

副院長の職務

部長の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する医長の職務

４級 病院長の職務

  ３ 医療職給料表（二）等級別基準職務表

等級 基準となる職務

１級 技師の職務

２級 高度の知識経験を必要とする業務を処理する技師の職務

３級 主任技師の職務

４級 主席技師の職務

５級 副技師長の職務

６級 技師長の職務

薬局長の職務

  ４ 医療職給料表（三）等級別基準職務表
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等級 基準となる職務

１級 看護師の職務

准看護師の職務

２級 看護師の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師の職務

３級 主任看護師の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師の職務

相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師の職務

４級 高度の知識経験を必要とする業務を処理する主任看護師の職務

相当高度の知識経験を必要とする業務を処理する看護師の職務

特に高度の知識経験を必要とする業務を処理する准看護師の職務

５級 看護師長の職務

６級 総看護師長の職務

   附 則

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第３２号

   三豊市行政手続条例の一部改正について

 三豊市行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市行政手続条例の一部を改正する条例 

 三豊市行政手続条例（平成 18 年三豊市条例第 16 号）の一部を次のように改正する。

 「名あて人」を「名宛人」に改める。 

目次中「第４章 行政指導（第３０条―第３４条）」を 

「第４章 行政指導（第３０条―第３４条の２）

第４章の２ 処分等の求め（第３４条の３）」
に改める。 

 第１条第１項中「第３条第２項」を「第３条第３項」に、「第５章」を「第６章」

に改める。 

 第３条中「第４章」を「第４章の２」に改め、同条第８号中「かかわる」を「関わ

る」に改める。 

 第３０条第１項中「行政機関」を「市の機関」に改める。 

 第３３条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同

項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権

限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方

に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。 

 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項 

 前号の条項に規定する要件 

 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由 

 第３４条中「行政機関」を「市の機関」に改める。 

 第４章中第３４条の次に次の１条を加える。 

 （行政指導の中止等の求め） 

第３４条の２ 法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる規定が

法律又は条例に置かれているものに限る。）の相手方は、当該行政指導が当該法律

又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の

機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとること

を求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意
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見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 

 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 当該行政指導の内容 

 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項 

 前号の条項に規定する要件 

 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由 

 その他参考となる事項 

３ 当該市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、

当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当

該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。 

 第４章の次に次の１章を加える。 

第４章の２ 処分等の求め 

第３４条の３ 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のために

されるべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に置かれている

ものに限る。）がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行

政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当

該処分又は行政指導をすることを求めることができる。 

２ 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。 

 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所 

 法令に違反する事実の内容 

 当該処分又は行政指導の内容 

 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 

 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由 

 その他参考となる事項 

３ 当該行政庁又は市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調

査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導を

しなければならない。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 
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 （三豊市税条例の一部改正） 

２ 三豊市税条例（平成 18年三豊市条例第 68号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項中「第３３条第３項」を「第３３条第４項」に、「第３３条第２項」

を「第３３条第３項」に改める。
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議案第３３号

   三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正について

 三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



60 

三豊市条例第 号

   三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例（平成 18 年三豊市条例

第 54号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。

第２条 三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。

第５条中「１００分の１４７．５」を「１００分の１５０」に、「１００分の１

６７．５」を「１００分の１６５」に改める。

   附 則

  （施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、平成２８年

４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条

例の規定は、平成２７年１２月１日から適用する。

 （期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三豊市

議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手

当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議案第３４号

   三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部改正について

 三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



62 

三豊市条例第 号

三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例（平成 18 年三豊市条

例第 58号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「１００分の１６２．５」を「１００分の１６７．５」に改める。

第２条 三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部を次のように

改正する。

第４条中「１００分の１４７．５」を「１００分の１５０」に、「１００分の１

６７．５」を「１００分の１６５」に改める。

   附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、平成２８年

４月１日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する

条例の規定は、平成２７年１２月１日から適用する。

 （期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の三豊市

特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末

手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。 
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議案第３５号

   三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について

 三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

第１条 三豊市職員の給与に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 61 号）の一部を次

のように改正する。

  第１１条第１項中「４１万２，２００円」を「４１万３，３００円」に改める。

  第２９条第２項第１号中「加算した額に」の次に「、６月に支給する場合におい

ては」を、「１００分の７５」の次に「、１２月に支給する場合においては１００

分の８５」を加え、同項第２号中「１００分の３５」を「６月に支給する場合にお

いては１００分の３５、１２月に支給する場合においては１００分の４０」に改め

る。

  別表第１及び別表第２を次のように改める。

 別表第１（第４条関係）

  行政職給料表

職員
の区
分

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任
用職
員以
外の
職員

円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700
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21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900 

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200 

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500 

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800 
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66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100 

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400 

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700 

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900 

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200 

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500 

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800 

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000 

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300 

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600 

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800 

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000 

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300 

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600 

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800 

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000 

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300 

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600 

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800 

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000 

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100  

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400  

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600  

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800  

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100  

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400  

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600  

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800  

94  293,600 341,400 380,400   

95  294,000 341,900 381,000   

96  294,400 342,300 381,600   

97  294,600 342,400 382,300   

98  294,900 342,900 382,900   

99  295,300 343,300 383,500   

100  295,700 343,600 384,100   

101  295,900 343,900 384,800   

102  296,200 344,300 385,400   

103  296,600 344,700 386,000   

104  296,900 345,100 386,600   

105  297,100 345,600 387,300   

106  297,400 346,000    

107  297,800 346,400    

108  298,100 346,800    

109  298,300 347,300    

110  298,700 347,700    
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111  299,100 348,000    

112  299,400 348,300    

113  299,500 348,800    

114  299,800     

115  300,100     

116  300,500     

117  300,700     

118  300,900     

119  301,200     

120  301,500     

121  301,900     

122  302,100     

123  302,400     

124  302,700     

125  303,000     
再任
用職
員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600

  備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

 別表第２（第４条関係）

  医療職給料表

  ア 医療職給料表（一）

職員
の区
分 

職務
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
再任
用職
員以
外の
職員 

円 円 円 円

１ ２４３，３００ ３２８，６００ ３９４，３００ ４７０，１００

２ ２４５，８００ ３３１，６００ ３９７，２００ ４７２，４００

３ ２４８，３００ ３３４，５００ ４００，１００ ４７４，６００

４ ２５０，８００ ３３７，６００ ４０３，０００ ４７６，９００

５ ２５３，１００ ３４０，３００ ４０５，７００ ４７９，２００

６ ２５６，９００ ３４３，６００ ４０８，４００ ４８１，４００

７ ２６０，７００ ３４６，８００ ４１１，２００ ４８３，６００

８ ２６４，５００ ３４９，９００ ４１４，０００ ４８５，８００

９ ２６８，１００ ３５２，９００ ４１６，６００ ４８７，８００

１０ ２７２，１００ ３５５，９００ ４１９，３００ ４８９，９００

１１ ２７６，１００ ３５９，０００ ４２２，０００ ４９２，０００

１２ ２８０，１００ ３６２，２００ ４２４，７００ ４９４，１００

１３ ２８３，９００ ３６５，３００ ４２７，２００ ４９６，２００

１４ ２８７，９００ ３６８，９００ ４２９，７００ ４９８，３００

１５ ２９１，８００ ３７２，３００ ４３２，１００ ５００，４００

１６ ２９５，７００ ３７６，０００ ４３４，６００ ５０２，５００

１７ ２９９，５００ ３７９，６００ ４３６，８００ ５０４，６００

１８ ３０３，１００ ３８２，３００ ４３９，２００ ５０６，６００

１９ ３０６，６００ ３８５，１００ ４４１，６００ ５０８，６００
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２０ ３１０，２００ ３８７，９００ ４４４，０００ ５１０，６００

２１ ３１３，８００ ３９０，８００ ４４６，０００ ５１２，４００

２２ ３１７，５００ ３９３，４００ ４４８，４００ ５１４，２００

２３ ３２１，０００ ３９６，０００ ４５０，８００ ５１６，１００

２４ ３２４，７００ ３９８，６００ ４５３，１００ ５１８，０００

２５ ３２８，２００ ４００，９００ ４５５，３００ ５１９，７００

２６ ３３１，０００ ４０３，２００ ４５７，６００ ５２１，５００

２７ ３３３，７００ ４０５，５００ ４５９，８００ ５２３，３００

２８ ３３６，３００ ４０７，８００ ４６２，１００ ５２５，１００

２９ ３３９，１００ ４１０，２００ ４６４，３００ ５２７，０００

３０ ３４１，４００ ４１２，３００ ４６６，６００ ５２８，８００

３１ ３４３，６００ ４１４，３００ ４６８，９００ ５３０，６００

３２ ３４６，０００ ４１６，４００ ４７１，１００ ５３２，４００

３３ ３４８，４００ ４１８，５００ ４７３，１００ ５３４，０００

３４ ３５０，８００ ４２０，５００ ４５７，２００ ５３５，８００

３５ ３５３，１００ ４２２，５００ ４７７，３００ ５３７，５００

３６ ３５５，６００ ４２４，５００ ４７９，４００ ５３９，３００

３７ ３５８，０００ ４２６，６００ ４８１，５００ ５４０，９００

３８ ３６０，４００ ４２８，６００ ４８３，３００ ５４２，５００

３９ ３６２，８００ ４３０，６００ ４８５，１００ ５４３，９００

４０ ３６５，２００ ４３２，６００ ４８６，９００ ５４５，５００

４１ ３６７，５００ ４３４，６００ ４８８，６００ ５４７，０００

４２ ３６８，９００ ４３６，４００ ４９０，４００ ５４８，４００

４３ ３７０，４００ ４３８，１００ ４９２，２００ ５４９，８００

４４ ３７１，９００ ４３９，９００ ４９４，０００ ５５１，１００

４５ ３７３，４００ ４４１，８００ ４９５，６００ ５５２，３００

４６ ３７４，８００ ４４３，６００ ４９７，３００ ５５３，３００

４７ ３７６，３００ ４４５，４００ ４９９，１００ ５５４，３００

４８ ３７７，８００ ４４７，１００ ５００，９００ ５５５，３００

４９ ３７９，１００ ４４８，９００ ５０２，５００ ５５６，３００

５０ ３８０，１００ ４５０，６００ ５０３，８００ ５５７，２００

５１ ３８１，１００ ４５２，４００ ５０５，１００ ５５８，１００

５２ ３８２，１００ ４５４，２００ ５０６，４００ ５５９，０００

５３ ３８３，１００ ４５６，１００ ５０７，７００ ５５９，８００

５４ ３８４，０００ ４５７，３００ ５０９，０００ ５６０，７００

５５ ３８４，９００ ４５８，５００ ５１０，３００ ５６１，６００

５６ ３８５，８００ ４５９，７００ ５１１，６００ ５６２，５００

５７ ３８６，８００ ４６０，９００ ５１２，６００ ５６３，４００

５８ ３８７，７００ ４６１，９００ ５１３，４００ ５６４，３００

５９ ３８８，５００ ４６２，９００ ５１４，２００ ５６５，２００

６０ ３８９，３００ ４６３，９００ ５１５，０００ ５６５，９００

６１ ３９０，１００ ４６４，７００ ５１５，９００ ５６６，８００

６２ ３９０，６００ ４６５，４００ ５１６，７００ ５６７，７００

６３ ３９１，０００ ４６６，１００ ５１７，６００ ５６８，６００

６４ ３９１，５００ ４６６，８００ ５１８，４００ ５６９，５００

６５ ３９１，８００ ４６７，５００ ５１９，３００ ５７０，４００
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６６ ４６８，２００ ５２０，２００

６７ ４６８，９００ ５２０，９００

６８ ４６９，６００ ５２１，８００

６９ ４７０，１００ ５２２，７００

７０ ４７０，８００ ５２３，５００

７１ ４７１，５００ ５２４，４００

７２ ４７２，２００ ５２５，３００

７３ ４７２，６００ ５２６，１００

７４ ４７３，２００ ５２７，０００

７５ ４７３，９００ ５２７，９００

７６ ４７４，６００ ５２８，６００

７７ ４７５，０００ ５２９，４００

７８ ４７５，６００ ５３０，３００

７９ ４７６，２００ ５３１，２００

８０ ４７６，７００ ５３２，１００

８１ ４７７，３００ ５３２，９００

８２ ４７７，８００ ５３３，８００

８３ ４７８，３００ ５３４，７００

８４ ４７８，８００ ５３５，６００

８５ ４７９，２００ ５３６，４００

８６ ４７９，８００ ５３７，３００

８７ ４８０，２００ ５３８，２００

８８ ４８０，７００ ５３９，１００

８９ ４８１，２００ ５３９，９００

９０ ４８１，８００

９１ ４８２，４００

９２ ４８２，８００

９３ ４８３，３００

９４ ４８３，９００

９５ ４８４，５００

９６ ４８５，１００

９７ ４８５，６００
再任
用職
員 

２９５，０００ ３３７，４００ ３９１，８００ ４６４，８００

  備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で規則で定めるも

のに適用する。

  イ 医療職給料表（二）

職員
の区
分 

職務
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
再任
用職
員以
外の
職員 

円 円 円 円 円

１ １４５，０００ １８２，９００ ２１８，２００ ２４４，４００ ２７７，１００

２ １４６，４００ １８４，５００ ２１９，８００ ２４５，８００ ２７９，１００

３ １４７，８００ １８６，１００ ２２１，４００ ２４７，０００ ２８１，３００
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４ １４９，２００ １８７，７００ ２２３，０００ ２４８，４００ ２８３，５００

５ １５０，４００ １８９，２００ ２２４，４００ ２４９，６００ ２８５，７００

６ １５２，２００ １９０，８００ ２２６，０００ ２５０，８００ ２８７，８００

７ １５３，９００ １９２，４００ ２２７，５００ ２５２，０００ ２８９，９００

８ １５５，６００ １９３，９００ ２２９，１００ ２５３，３００ ２９２，１００

９ １５７，３００ １９５，５００ ２３０，４００ ２５４，６００ ２９４，１００

１０ １５９，０００ １９７，２００ ２３１，９００ ２５５，６００ ２９６，３００

１１ １６０，７００ １９８，８００ ２３３，３００ ２５６，７００ ２９８，４００

１２ １６２，５００ ２００，５００ ２３４，６００ ２５７，７００ ３００，６００

１３ １６４，０００ ２０２，１００ ２３６，３００ ２５９，０００ ３０２，８００

１４ １６５，９００ ２０３，７００ ２３７，７００ ２６０，６００ ３０４，８００

１５ １６７，９００ ２０５，３００ ２３８，９００ ２６２，２００ ３０６，９００

１６ １６９，８００ ２０６，９００ ２４０，３００ ２６３，７００ ３０８，９００

１７ １７１，７００ ２０８，４００ ２４１，５００ ２６５，３００ ３１１，１００

１８ １７３，６００ ２１０，０００ ２４２，７００ ２６７，１００ ３１３，１００

１９ １７５，４００ ２１１，７００ ２４３，９００ ２６８，９００ ３１５，２００

２０ １７７，３００ ２１３，４００ ２４５，２００ ２７０，８００ ３１７，３００

２１ １７９，２００ ２１４，７００ ２４６，６００ ２７２，６００ ３１９，２００

２２ １８０，７００ ２１６，２００ ２４７，６００ ２７４，４００ ３２１，２００

２３ １８２，２００ ２１７，６００ ２４８，７００ ２７６，２００ ３２３，１００

２４ １８３，７００ ２１９，１００ ２４９，８００ ２７８，０００ ３２５，１００

２５ １８５，３００ ２２０，５００ ２５１，０００ ２７９，８００ ３２７，１００

２６ １８６，８００ ２２１，９００ ２５２，５００ ２８１，７００ ３２９，０００

２７ １８８，３００ ２２３，２００ ２５３，９００ ２８３，６００ ３３１，０００

２８ １８９，７００ ２２４，５００ ２５５，４００ ２８５，４００ ３３３，０００

２９ １９１，２００ ２２５，９００ ２５６，９００ ２８７，４００ ３３４，６００

３０ １９２，５００ ２２７，３００ ２５８，６００ ２８９，３００ ３３６，４００

３１ １９３，８００ ２２８，８００ ２６０，３００ ２９１，１００ ３３８，１００

３２ １９５，１００ ２３０，２００ ２６２，０００ ２９３，０００ ３３９，９００

３３ １９６，５００ ２３１，６００ ２６３，５００ ２９４，８００ ３４１，６００

３４ １９７，９００ ２３２，９００ ２６５，３００ ２９６，５００ ３４３，４００

３５ １９９，３００ ２３４，０００ ２６７，０００ ２９８，３００ ３４５，３００

３６ ２００，７００ ２３５，３００ ２６８，８００ ３００，１００ ３４７，１００

３７ ２０１，８００ ２３６，７００ ２７０，３００ ３０１，６００ ３４８，９００

３８ ２０３，１００ ２３８，０００ ２７２，０００ ３０３，３００ ３５０，６００

３９ ２０４，４００ ２３９，２００ ２７３，７００ ３０５，０００ ３５２，２００

４０ ２０５，７００ ２４０，５００ ２７５，４００ ３０６，６００ ３５３，９００

４１ ２０６，９００ ２４１，８００ ２７７，１００ ３０８，４００ ３５５，１００

４２ ２０８，１００ ２４３，１００ ２７８，７００ ３１０，１００ ３５６，２００

４３ ２０９，３００ ２４４，３００ ２８０，４００ ３１１，７００ ３５７，４００

４４ ２１０，５００ ２４５，４００ ２８２，１００ ３１３，４００ ３５８，６００

４５ ２１１，７００ ２４６，６００ ２８３，７００ ３１４，６００ ３５９，８００

４６ ２１２，８００ ２４８，０００ ２８５，４００ ３１６，０００ ３６０，６００

４７ ２１３，８００ ２４９，５００ ２８７，１００ ３１７，５００ ３６１，８００

４８ ２１４，９００ ２５１，０００ ２８８，７００ ３１９，１００ ３６２，９００
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４９ ２１５，９００ ２５２，６００ ２９０，１００ ３２０，５００ ３６３，９００

５０ ２１６，９００ ２５４，０００ ２９１，７００ ３２１，８００ ３６４，９００

５１ ２１７，８００ ２５５，４００ ２９３，２００ ３２３，０００ ３６５，９００

５２ ２１８，８００ ２５６，８００ ２９４，８００ ３２４，３００ ３６６，９００

５３ ２１９，５００ ２５７，９００ ２９６，２００ ３２５，４００ ３６７，７００

５４ ２２０，４００ ２５９，３００ ２９７，７００ ３２６，４００ ３６８，５００

５５ ２２１，２００ ２６０，７００ ２９９，１００ ３２７，５００ ３６９，４００

５６ ２２２，２００ ２６２，１００ ３００，６００ ３２８，５００ ３７０，３００

５７ ２２２，９００ ２６３，１００ ３０１，９００ ３２９，０００ ３７０，８００

５８ ２２３，８００ ２６４，４００ ３０３，１００ ３２９，９００ ３７１，６００

５９ ２２４，６００ ２６５，７００ ３０４，３００ ３３０，７００ ３７２，４００

６０ ２２５，４００ ２６７，０００ ３０５，７００ ３３１，６００ ３７３，２００

６１ ２２６，３００ ２６８，０００ ３０７，０００ ３３２，４００ ３７３，６００

６２ ２２７，２００ ２６９，２００ ３０８，２００ ３３２，７００ ３７４，３００

６３ ２２８，１００ ２７０，５００ ３０９，５００ ３３３，３００ ３７５，０００

６４ ２２９，２００ ２７１，８００ ３１０，７００ ３３４，０００ ３７５，７００

６５ ２２９，９００ ２７２，８００ ３１２，１００ ３３４，６００ ３７６，１００

６６ ２３０，７００ ２７３，９００ ３１２，９００ ３３５，３００ ３７６，７００

６７ ２３１，５００ ２７５，０００ ３１３，７００ ３３６，０００ ３７７，４００

６８ ２３２，４００ ２７６，１００ ３１４，５００ ３３６，７００ ３７８，０００

６９ ２３３，１００ ２７７，２００ ３１５，１００ ３３７，４００ ３７８，４００

７０ ２３３，８００ ２７８，２００ ３１５，８００ ３３７，９００ ３７８，９００

７１ ２３４，５００ ２７９，３００ ３１６，５００ ３３８，５００ ３７９，４００

７２ ２３５，２００ ２８０，４００ ３１７，１００ ３３９，１００ ３７９，９００

７３ ２３５，９００ ２８１，３００ ３１７，８００ ３３９，４００ ３８０，５００

７４ ２３６，７００ ２８２，０００ ３１８，０００ ３４０，０００ ３８１，０００

７５ ２３７，５００ ２８２，５００ ３１８，６００ ３４０，５００ ３８１，６００

７６ ２３８，３００ ２８３，３００ ３１９，２００ ３４１，１００ ３８２，２００

７７ ２３８，９００ ２８４，１００ ３１９，８００ ３４１，６００ ３８２，７００

７８ ２３９，５００ ２８４，７００ ３２０，３００ ３４２，１００ ３８３，２００

７９ ２４０，１００ ２８５，３００ ３２０，８００ ３４２，６００ ３８３，７００

８０ ２４０，７００ ２８５，９００ ３２１，３００ ３４３，０００ ３８４，２００

８１ ２４１，１００ ２８６，６００ ３２１，９００ ３４３，３００ ３８４，５００

８２ ２４１，５００ ２８７，１００ ３２２，４００ ３４３，６００ ３８５，０００

８３ ２４１，９００ ２８７，５００ ３２２，８００ ３４４，０００ ３８５，４００

８４ ２４２，３００ ２８７，９００ ３２３，３００ ３４４，３００ ３８５，８００

８５ ２４２，７００ ２８８，１００ ３２３，８００ ３４４，８００ ３８６，２００

８６ ２８８，３００ ３２４，２００ ３４５，１００

８７ ２８８，５００ ３２４，４００ ３４５，４００

８８ ２８８，７００ ３２４，８００ ３４５，７００

８９ ２８９，１００ ３２５，２００ ３４６，１００

９０ ２８９，３００ ３２５，６００ ３４６，４００

９１ ２８９，５００ ３２６，０００ ３４６，８００

９２ ２８９，７００ ３２６，４００ ３４７，１００

９３ ２９０，１００ ３２６，７００ ３４７，５００
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９４ ２９０，３００ ３２６，９００ ３４７，８００

９５ ２９０，５００ ３２７，３００ ３４８，１００

９６ ２９０，８００ ３２７，６００ ３４８，４００

９７ ２９１，２００ ３２７，８００ ３４８，７００

９８ ２９１，５００ ３２８，１００ ３４９，１００

９９ ２９１，７００ ３２８，４００ ３４９，５００

１００ ２９２，０００ ３２８，７００ ３４９，９００

１０１ ２９２，３００ ３２８，９００ ３５０，４００

１０２ ２９２，５００ ３２９，２００ ３５０，８００

１０３ ２９２，７００ ３２９，６００ ３５１，２００

１０４ ２９３，０００ ３２９，８００ ３１５，６００

１０５ ２９３，３００ ３２９，９００ ３５２，１００

１０６ ３３０，２００ ３５２，５００

１０７ ３３０，６００ ３５２，９００

１０８ ３３０，８００ ３５３，３００

１０９ ３３１，０００ ３５３，８００

１１０ ３３１，４００ ３５４，２００

１１１ ３３１，８００ ３５４，６００

１１２ ３３２，２００ ３５５，０００

１１３ ３２２，４００ ３５５，５００
再任
用職
員 

１８７，５００ ２１４，１００ ２４２，３００ ２５５，７００ ２８０，９００

  備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則

で定めるものに適用する。

  ウ 医療職給料表（三）

職員
の区
分 

職務
の級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 
再任
用職
員以
外の
職員 

円 円 円 円 円

１ １５８，４００ １８５，９００ ２３４，３００ ２５７，３００ ２８３，０００

２ １５９，８００ １８８，０００ ２３６，１００ ２５８，３００ ２８４，８００

３ １６１，３００ １９０，１００ ２３７，９００ ２５９，２００ ２８６，７００

４ １６２，７００ １９２，１００ ２３９，７００ ２６０，３００ ２８８，７００

５ １６４，２００ １９４，２００ ２４１，１００ ２６１，２００ ２９０，５００

６ １６５，７００ １９６，５００ ２４２，４００ ２６２，２００ ２９２，３００

７ １６７，２００ １９８，８００ ２４３，６００ ２６３，０００ ２９４，２００

８ １６８，７００ ２０１，１００ ２４４，９００ ２６４，１００ ２９６，１００

９ １７０，０００ ２０３，５００ ２４６，０００ ２６５，２００ ２９８，０００

１０ １７１，７００ ２０４，９００ ２４７，１００ ２６６，０００ ２９９，９００

１１ １７３，３００ ２０６，３００ ２４８，０００ ２６７，２００ ３０１，７００

１２ １７４，９００ ２０７，７００ ２４９，０００ ２６８，４００ ３０３，６００

１３ １７６，４００ ２０９，１００ ２５０，３００ ２６９，７００ ３０５，３００

１４ １７８，４００ ２１０，６００ ２５１，４００ ２７１，１００ ３０７，０００

１５ １８０，４００ ２１２，１００ ２５２，２００ ２７２，３００ ３０８，８００

１６ １８２，４００ ２１３，３００ ２５３，２００ ２７３，８００ ３１０，６００
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１７ １８４，６００ ２１４，７００ ２５４，１００ ２７５，２００ ３１２，５００

１８ １８６，７００ ２１６，２００ ２５５，０００ ２７６，６００ ３１４，１００

１９ １８８，８００ ２１７，７００ ２５６，０００ ２７７，９００ ３１５，８００

２０ １９０，９００ ２１９，２００ ２５７，０００ ２７９，４００ ３１７，５００

２１ １９３，０００ ２２０，６００ ２５７，９００ ２８１，０００ ３１９，０００

２２ １９５，２００ ２２２，３００ ２５８，９００ ２８２，６００ ３２０，５００

２３ １９７，４００ ２２４，０００ ２５９，９００ ２８４，１００ ３２２，１００

２４ １９９，６００ ２２５，７００ ２６０，９００ ２８５，６００ ３２３，６００

２５ ２０１，６００ ２２７，１００ ２６２，１００ ２８６，９００ ３２５，３００

２６ ２０２，９００ ２２８，８００ ２６３，５００ ２８８，７００ ３２６，７００

２７ ２０４，２００ ２３０，５００ ２６４，７００ ２９０，５００ ３２８，２００

２８ ２０５，５００ ２３２，２００ ２６６，１００ ２９２，２００ ３２９，８００

２９ ２０６，７００ ２３３，８００ ２６７，４００ ２９３，８００ ３３１，２００

３０ ２０７，９００ ２３５，２００ ２６８，９００ ２９５，５００ ３３２，７００

３１ ２０９，２００ ２３６，５００ ２７０，５００ ２９７，１００ ３３４，１００

３２ ２１０，４００ ２３７，７００ ２７２，０００ ２９８，８００ ３３５，６００

３３ ２１１，７００ ２３９，０００ ２７３，６００ ３００，３００ ３３７，２００

３４ ２１３，０００ ２４０，１００ ２７５，１００ ３０１，８００ ３３８，７００

３５ ２１４，３００ ２４１，０００ ２７６，４００ ３０３，４００ ３４０，３００

３６ ２１５，６００ ２４２，１００ ２７７，８００ ３０５，０００ ３４１，８００

３７ ２１７，０００ ２４３，２００ ２７９，４００ ３０６，５００ ３４３，５００

３８ ２１８，４００ ２４４，３００ ２８０，８００ ３０７，９００ ３４５，１００

３９ ２１９，８００ ２４５，２００ ２８２，３００ ３０９，５００ ３４６，６００

４０ ２２１，２００ ２４６，３００ ２８３，７００ ３１１，１００ ３４８，２００

４１ ２２２，２００ ２４７，１００ ２８５，３００ ３１２，７００ ３４９，４００

４２ ２２３，６００ ２４８，０００ ２８６，９００ ３１４，１００ ３５０，９００

４３ ２２５，０００ ２４８，９００ ２８８，４００ ３１５，５００ ３５２，４００

４４ ２２６，４００ ２４９，９００ ２９０，０００ ３１７，０００ ３５３，８００

４５ ２２７，６００ ２５０，８００ ２９１，４００ ３１８，１００ ３５５，４００

４６ ２２９，０００ ２５１，８００ ２９２，８００ ３１９，５００ ３５６，４００

４７ ２３０，３００ ２５２，８００ ２９４，３００ ３２０，９００ ３５７，９００

４８ ２３１，６００ ２５３，８００ ２９５，８００ ３２２，４００ ３５９，２００

４９ ２３２，７００ ２５４，８００ ２９７，１００ ３２３，５００ ３６０，６００

５０ ２３３，８００ ２５６，０００ ２９８，４００ ３２４，９００ ３６２，０００

５１ ２３４，８００ ２５７，２００ ２９９，８００ ３２６，２００ ３６３，３００

５２ ２３５，９００ ２５８，５００ ３０１，２００ ３２７，５００ ３６４，７００

５３ ２３７，０００ ２５９，７００ ３０２，７００ ３２８，９００ ３６６，２００

５４ ２３８，１００ ２６１，２００ ３０４，０００ ３３０，３００ ３６７，４００

５５ ２３９，１００ ２６２，６００ ３０５，４００ ３３１，７００ ３６８，５００

５６ ２４０，１００ ２６４，１００ ３０６，８００ ３３３，０００ ３６９，７００

５７ ２４１，１００ ２６５，７００ ３０７，９００ ３３３，９００ ３７０，８００

５８ ２４２，１００ ２６７，３００ ３０９，１００ ３３５，２００ ３７１，７００

５９ ２４２，９００ ２６８，８００ ３１０，３００ ３３６，４００ ３７２，７００

６０ ２４３，９００ ２７０，４００ ３１１，７００ ３３７，７００ ３７３，７００

６１ ２４４，９００ ２７１，８００ ３１２，８００ ３３８，８００ ３７４，３００

６２ ２４５，９００ ２７３，３００ ３１４，１００ ３３９，７００ ３７５，１００

６３ ２４６，８００ ２７４，８００ ３１５，４００ ３４０，９００ ３７５，９００



74 

６４ ２４７，８００ ２７６，２００ ３１６，６００ ３４２，２００ ３７６，７００

６５ ２４８，７００ ２７７，８００ ３１７，９００ ３４３，３００ ３７７，４００

６６ ２４９，７００ ２７９，３００ ３１９，２００ ３４４，５００ ３７８，１００

６７ ２５０，８００ ２８０，８００ ３２０，５００ ３４５，７００ ３７８，９００

６８ ２５１，８００ ２８２，３００ ３２１，８００ ３４６，８００ ３７９，６００

６９ ２５２，７００ ２８３，５００ ３２２，５００ ３４７，８００ ３８０，２００

７０ ２５３，８００ ２８５，０００ ３２３，６００ ３４８，８００ ３８０，８００

７１ ２５５，０００ ２８６，５００ ３２４，７００ ３４９，９００ ３８１，５００

７２ ２５６，２００ ２８７，９００ ３２５，６００ ３５１，０００ ３８２，１００

７３ ２５７，６００ ２８９，１００ ３２６，９００ ３５１，８００ ３８２，８００

７４ ２５８，９００ ２９０，５００ ３２７，６００ ３５２，９００ ３８３，３００

７５ ２６０，２００ ２９１，９００ ３２８，７００ ３５４，０００ ３８３，９００

７６ ２６１，５００ ２９３，２００ ３２９，９００ ３５５，１００ ３８４，４００

７７ ２６２，５００ ２９４，７００ ３３１，０００ ３５５，８００ ３８４，８００

７８ ２６３，６００ ２９６，０００ ３３２，２００ ３５６，６００ ３８５，４００

７９ ２６４，９００ ２９７，２００ ３３３，３００ ３５７，４００ ３８５，９００

８０ ２６６，２００ ２９８，５００ ３３４，５００ ３５８，１００ ３８６，２００

８１ ２６７，３００ ２９９，３００ ３３５，６００ ３５８，７００ ３８６，５００

８２ ２６８，３００ ３００，５００ ３３６，７００ ３５９，２００ ３８７，０００

８３ ２６９，４００ ３０１，６００ ３３７，７００ ３５９，８００ ３８７，４００

８４ ２７０，５００ ３０２，８００ ３３８，８００ ３６０，３００ ３８７，７００

８５ ２７１，４００ ３０３，９００ ３３９，７００ ３６０，９００ ３８８，０００

８６ ２７２，３００ ３０５，１００ ３４０，７００ ３６１，４００ ３８８，５００

８７ ２７３，４００ ３０６，３００ ３４１，６００ ３６２，０００ ３８９，０００

８８ ２７４，５００ ３０７，４００ ３４２，６００ ３６２，５００ ３８９，４００

８９ ２７５，５００ ３０８，７００ ３４３，６００ ３６２，９００ ３８９，７００

９０ ２７６，４００ ３０９，９００ ３４４，４００ ３６３，３００ ３９０，１００

９１ ２７７，４００ ３１１，１００ ３４５，２００ ３６３，９００ ３９０，６００

９２ ２７８，４００ ３１２，３００ ３４６，０００ ３６４，４００ ３９１，０００

９３ ２７９，４００ ３１３，１００ ３４６，６００ ３６４，７００ ３９１，４００

９４ ２８０，４００ ３１３，８００ ３４７，２００ ３６５，２００

９５ ２８１，３００ ３１４，５００ ３４７，９００ ３６５，６００

９６ ２８２，３００ ３１５，１００ ３４８，５００ ３６５，９００

９７ ２８３，２００ ３１５，８００ ３４８，９００ ３６６，５００

９８ ２８４，０００ ３１６，１００ ３４９，３００ ３６７，０００

９９ ２８４，６００ ３１６，７００ ３４９，８００ ３６７，５００

１００ ２８５，５００ ３１７，４００ ３５０，２００ ３６８，０００

１０１ ２８６，３００ ３１７，８００ ３５０，７００ ３６８，６００

１０２ ２８７，１００ ３１８，４００ ３５１，１００ ３６９，１００

１０３ ２８７，９００ ３１９，０００ ３５１，６００ ３６９，６００

１０４ ２８８，７００ ３１９，６００ ３５２，０００ ３７０，０００

１０５ ２８９，４００ ３２０，０００ ３５２，３００ ３７０，６００

１０６ ２８９，９００ ３２０，５００ ３５２，８００ ３７１，１００

１０７ ２９０，４００ ３２１，０００ ３５３，２００ ３７１，６００

１０８ ２９０，９００ ３２１，５００ ３５３，５００ ３７２，１００

１０９ ２９１，１００ ３２１，９００ ３５４，０００ ３７２，７００
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１１０ ２９１，４００ ３２２，３００ ３５４，５００ ３７３，１００

１１１ ２９１，６００ ３２２，６００ ３５５，０００ ３７３，６００

１１２ ２９２，０００ ３２２，９００ ３５５，５００ ３７４，１００

１１３ ２９２，３００ ３２３，３００ ３５６，０００ ３７４，７００

１１４ ２９２，５００ ３２３，７００ ３５６，５００

１１５ ２９２，９００ ３２４，１００ ３５７，０００

１１６ ２９３，２００ ３２４，４００ ３５７，４００

１１７ ２９３，５００ ３２４，６００ ３５７，８００

１１８ ２９３，８００ ３２４，９００ ３５８，２００

１１９ ２９４，１００ ３２５，３００ ３５８，７００

１２０ ２９４，５００ ３２５，５００ ３５９，２００

１２１ ２９４，８００ ３２５，７００ ３５９，６００

１２２ ２９５，２００ ３２６，０００ ３６０，１００

１２３ ２９５，５００ ３２６，３００ ３６０，６００

１２４ ２９５，９００ ３２６，６００ ３６１，１００

１２５ ２９６，１００ ３２６，８００ ３６１，４００

１２６ ２９６，３００ ３２７，１００

１２７ ２９６，６００ ３２７，５００

１２８ ２９７，０００ ３２７，７００

１２９ ２９７，２００ ３２７，８００

１３０ ２９７，５００ ３２８，１００

１３１ ２９７，９００ ３２８，５００

１３２ ２９８，３００ ３２８，７００

１３３ ２９８，５００ ３２９，０００

１３４ ２９８，８００ ３２９，４００

１３５ ２９９，２００ ３２９，８００

１３６ ２９９，５００ ３３０，２００

１３７ ２９９，７００ ３３０，５００

１３８ ３００，０００ ３３０，９００

１３９ ３００，４００ ３３１，３００

１４０ ３００，７００ ３３１，７００

１４１ ３００，９００ ３３２，０００

１４２ ３０１，３００ ３３２，４００

１４３ ３０１，７００ ３３２，７００

１４４ ３０２，０００ ３３３，１００

１４５ ３０２，１００ ３３３，４００

１４６ ３０２，４００ ３３３，８００

１４７ ３０２，７００ ３３４，２００

１４８ ３０３，１００ ３３４，６００

１４９ ３０３，３００ ３３４，９００

１５０ ３０３，５００ ３３５，３００

１５１ ３０３，８００ ３３５，７００

１５２ ３０４，１００ ３３６，１００

１５３ ３０４，５００ ３３６，４００

１５４ ３０４，７００
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１５５ ３０４，９００

１５６ ３０５，２００

１５７ ３０５，５００

１５８ ３０５，８００

１５９ ３０６，１００

１６０ ３０６，４００

１６１ ３０６，８００

１６２ ３０７，１００

１６３ ３０７，４００

１６４ ３０７，７００

１６５ ３０８，１００

１６６ ３０８，４００

１６７ ３０８，７００

１６８ ３０９，０００

１６９ ３０９，４００
再任
用職
員 

２３３，９００ ２５４，２００ ２６１，４００ ２７１，６００ ２８７，９００

  備考 この表は、病院、診療所等に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規

則で定めるものに適用する。

第２条 三豊市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「地域手当は、」を削り、「職員には」の次に「前条の規定によりこ

の条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される

場合を除き」を、「当分の間」の次に「、前条の規定にかかわらず」を加え、「管

理職手当及び扶養手当」を「扶養手当及び管理職手当」に改め、同条を第１２条の

２とする。

  第１１条の次に次の１条を加える。

 第１２条 地域手当は、次項に規定する地域に在勤する職員に支給する。

 ２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、高松市

に在勤する職員については、１００分の６の割合を乗じて得た額とする。ただし、

他の地方公共団体等に派遣され、その勤務場所が市外である職員の地域手当を算

出する割合は、１００分の３から１００分の２０までの範囲で市長が定める割合

とする。

  第１６条の次に次の１条を加える。

  （単身赴任手当）

 第１６条の２ 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転に伴い、住居

を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居して
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いた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前

の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後に在勤する勤務場所に通勤するこ

とが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められる

もののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給す

る。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等

を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この

限りでない。

 ２ 単身赴任手当の月額は、３万円を超えない範囲内で規則で定める額（規則で定

めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（以下

「交通距離」という。）が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額

に、７万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算し

た額）とする。

 ３ 国家公務員、職員以外の地方公務員その他の規則で定める者であった者から引

き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾

病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居す

ることとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤

務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難

であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員（任用の

事情等を考慮して規則で定める職員に限る。）その他第１項の規定による単身赴

任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定

める職員には、前２項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

 ４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他

単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

  第２９条第２項第１号中「、６月に支給する場合においては１００分の７５、１

２月に支給する場合においては１００分の８５」を「１００分の８０」に改め、同

項第２号中「、６月に支給する場合においては１００分の３５、１２月に支給する

場合においては１００分の４０」を「１００分の３７．５」に改める。

  別表第１中

「 「
７級 ７級 ８級

給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円

３６１，３００ ３６１，３００ ４０６，９００
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３６３，９００ ３６３，９００ ４０９，３００
３６６，４００ ３６６，４００ ４１１，８００
３６９，０００ ３６９，０００ ４１４，２００
３７１，１００ ３７１，１００ ４１６，１００
３７３，６００ ３７３，６００ ４１８，４００
３７５，９００ ３７５，９００ ４２０，５００
３７８，４００ ３７８，４００ ４２２，７００
３８０，９００ ３８０，９００ ４２４，７００
３８３，６００ ３８３，６００ ４２６，８００
３８６，２００ ３８６，２００ ４２８，９００
３８８，９００ ３８８，９００ ４３１，０００
３９１，３００ ３９１，３００ ４３２，７００
３９３，６００ ３９３，６００ ４３４，５００
３９５，８００ ３９５，８００ ４３６，５００
３９８，２００ ３９８，２００ ４３８，５００
４００，０００ ４００，０００ ４４０，４００
４０２，０００ ４０２，０００ ４４２，２００
４０３，９００ ４０３，９００ ４４４，０００
４０５，７００ ４０５，７００ ４４５，７００
４０７，６００ ４０７，６００ ４４７，５００
４０９，４００ ４０９，４００ ４４９，０００
４１１，２００ ４１１，２００ ４５０，４００
４１３，１００ ４１３，１００ ４５１，９００
４１４，９００ ４１４，９００ ４５３，３００
４１６，４００ ４１６，４００ ４５４，６００
４１７，９００ ４１７，９００ ４５５，９００
４１９，５００ ４１９，５００ ４５７，１００
４２１，１００ ４２１，１００ ４５８，１００
４２２，４００ ４２２，４００ ４５８，８００
４２３，７００ ４２３，７００ ４５９，６００
４２４，９００ ４２４，９００ ４６０，３００
４２６，１００ ４２６，１００ ４６１，０００
４２７，４００ ４２７，４００ ４６１，８００
４２８，７００ ４２８，７００ ４６２，５００
４２９，９００ ４２９，９００ ４６３，１００
４３１，１００ ４３１，１００ ４６３，６００
４３１，９００ ４３１，９００ ４６４，２００
４３２，７００ ４３２，７００ ４６４，８００
４３３，５００ ４３３，５００ ４６５，４００
４３４，１００ ４３４，１００ ４６５，９００
４３４，８００ ４３４，８００ ４６６，４００
４３５，５００ ４３５，５００ ４６６，８００
４３６，２００ ４３６，２００ ４６７，１００
４３７，０００ ４３７，０００ ４６７，４００
４３７，８００ ４３７，８００
４３８，２００ ４３８，２００
４３８，９００ ４３８，９００
４３９，４００ ４３９，４００
４３９，８００ ４３９，８００
４４０，２００ ４４０，２００
４４０，６００ ４４０，６００
４４１，０００ ４４１，０００
４４１，４００ ４４１，４００
４４１，８００ ４４１，８００
４４２，１００ ４４２，１００
４４２，４００ ４４２，４００
４４２，８００ ４４２，８００
４４３，１００ ４４３，１００
４４３，４００ ４４３，４００
４４３，７００ ４４３，７００
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を に改める。



80 

３５５，６００ ３５５，６００ ３８８，７００
」 」

  別表第２イの表中

「 「
５級 ５級 ６級

給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円

２７７，１００ ２７７，１００ ３２４，９００
２７９，１００ ２７９，１００ ３２６，９００
２８１，３００ ２８１，３００ ３２９，１００
２８３，５００ ２８３，５００ ３３１，３００
２８５，７００ ２８５，７００ ３３３，３００
２８７，８００ ２８７，８００ ３３５，５００
２８９，９００ ２８９，９００ ３３７，６００
２９２，１００ ２９２，１００ ３３９，８００
２９４，１００ ２９４，１００ ３４１，８００
２９６，３００ ２９６，３００ ３４３，９００
２９８，４００ ２９８，４００ ３４６，１００
３００，６００ ３００，６００ ３４８，２００
３０２，８００ ３０２，８００ ３４９，９００
３０４，８００ ３０４，８００ ３５１，９００
３０６，９００ ３０６，９００ ３５３，８００
３０８，９００ ３０８，９００ ３５５，８００
３１１，１００ ３１１，１００ ３５７，７００
３１３，１００ ３１３，１００ ３５９，７００
３１５，２００ ３１５，２００ ３６１，７００
３１７，３００ ３１７，３００ ３６３，７００
３１９，２００ ３１９，２００ ３６５，５００
３２１，２００ ３２１，２００ ３６７，５００
３２３，１００ ３２３，１００ ３６９，６００
３２５，１００ ３２５，１００ ３７１，７００
３２７，１００ ３２７，１００ ３７３，１００
３２９，０００ ３２９，０００ ３７４，９００
３３１，０００ ３３１，０００ ３７６，７００
３３３，０００ ３３３，０００ ３７８，４００
３３４，６００ ３３４，６００ ３８０，２００
３３６，４００ ３３６，４００ ３８１，７００
３３８，１００ ３３８，１００ ３８３，３００
３３９，９００ ３３９，９００ ３８５，０００
３４１，６００ ３４１，６００ ３８６，３００
３４３，４００ ３４３，４００ ３８７，６００
３４５，３００ ３４５，３００ ３８８，９００
３４７，１００ ３４７，１００ ３９０，１００
３４８，９００ ３４８，９００ ３９１，２００
３５０，６００ ３５０，６００ ３９２，４００
３５２，２００ ３５２，２００ ３９３，５００
３５３，９００ ３５３，９００ ３９４，６００
３５５，１００ ３５５，１００ ３９５，４００
３５６，２００ ３５６，２００ ３９６，２００
３５７，４００ ３５７，４００ ３９７，０００
３５８，６００ ３５８，６００ ３９７，８００
３５９，８００ ３５９，８００ ３９８，２００
３６０，６００ ３６０，６００ ３９８，８００
３６１，８００ ３６１，８００ ３９９，３００
３６２，９００ ３６２，９００ ３９９，７００
３６３，９００ ３６３，９００ ４００，１００
３６４，９００ ３６４，９００ ４００，４００
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３６５，９００ ３６５，９００ ４００，７００
３６６，９００ ３６６，９００ ４０１，０００
３６７，７００ ３６７，７００ ４０１，３００
３６８，５００ ３６８，５００ ４０１，６００
３６９，４００ ３６９，４００ ４０１，９００
３７０，３００ ３７０，３００ ４０２，２００
３７０，８００ を ３７０，８００ ４０２，５００ に改める。
３７１，６００ ３７１，６００ ４０２，８００
３７２，４００ ３７２，４００ ４０３，１００
３７３，２００ ３７３，２００ ４０３，５００
３７３，６００ ３７３，６００ ４０３，７００
３７４，３００ ３７４，３００ ４０４，０００
３７５，０００ ３７５，０００ ４０４，３００
３７５，７００ ３７５，７００ ４０４，６００
３７６，１００ ３７６，１００ ４０４，８００
３７６，７００ ３７６，７００ ４０５，１００
３７７，４００ ３７７，４００ ４０５，４００
３７８，０００ ３７８，０００ ４０５，７００
３７８，４００ ３７８，４００ ４０５，９００
３７８，９００ ３７８，９００
３７９，４００ ３７９，４００
３７９，９００ ３７９，９００
３８０，５００ ３８０，５００
３８１，０００ ３８１，０００
３８１，６００ ３８１，６００
３８２，２００ ３８２，２００
３８２，７００ ３８２，７００
３８３，２００ ３８３，２００
３８３，７００ ３８３，７００
３８４，２００ ３８４，２００
３８４，５００ ３８４，５００
３８５，０００ ３８５，０００
３８５，４００ ３８５，４００
３８５，８００ ３８５，８００
３８６，２００ ３８６，２００
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２８０，９００ ２８０，９００ ３２１，６００
」 」

  別表第２ウの表中

「 「
５級 ５級 ６級

給料月額 給料月額 給料月額
円 円 円

２８３，０００ ２８３，０００ ３２８，２００
２８４，８００ ２８４，８００ ３３０，３００
２８６，７００ ２８６，７００ ３３２，４００
２８８，７００ ２８８，７００ ３３４，６００
２９０，５００ ２９０，５００ ３３６，８００
２９２，３００ ２９２，３００ ３３８，９００
２９４，２００ ２９４，２００ ３４１，１００
２９６，１００ ２９６，１００ ３４３，２００
２９８，０００ ２９８，０００ ３４４，９００
２９９，９００ ２９９，９００ ３４６，９００
３０１，７００ ３０１，７００ ３４８，８００
３０３，６００ ３０３，６００ ３５０，８００
３０５，３００ ３０５，３００ ３５２，８００
３０７，０００ ３０７，０００ ３５４，９００
３０８，８００ ３０８，８００ ３５７，０００
３１０，６００ ３１０，６００ ３５９，０００
３１２，５００ ３１２，５００ ３６１，０００
３１４，１００ ３１４，１００ ３６３，０００
３１５，８００ ３１５，８００ ３６５，１００
３１７，５００ ３１７，５００ ３６７，２００
３１９，０００ ３１９，０００ ３６８，９００
３２０，５００ ３２０，５００ ３７１，０００
３２２，１００ ３２２，１００ ３７３，１００
３２３，６００ ３２３，６００ ３７５，１００
３２５，３００ ３２５，３００ ３７７，１００
３２６，７００ ３２６，７００ ３７８，７００
３２８，２００ ３２８，２００ ３８０，６００
３２９，８００ ３２９，８００ ３８２，５００
３３１，２００ ３３１，２００ ３８４，３００
３３２，７００ ３３２，７００ ３８６，０００
３３４，１００ ３３４，１００ ３８７，９００
３３５，６００ ３３５，６００ ３８９，７００
３３７，２００ ３３７，２００ ３９１，４００
３３８，７００ ３３８，７００ ３９３，１００
３４０，３００ ３４０，３００ ３９４，９００
３４１，８００ ３４１，８００ ３９６，６００
３４３，５００ ３４３，５００ ３９８，２００
３４５，１００ ３４５，１００ ３９９，９００
３４６，６００ ３４６，６００ ４０１，７００
３４８，２００ ３４８，２００ ４０３，５００
３４９，４００ ３４９，４００ ４０５，０００
３５０，９００ ３５０，９００ ４０６，５００
３５２，４００ ３５２，４００ ４０８，０００
３５３，８００ ３５３，８００ ４０９，３００
３５５，４００ ３５５，４００ ４１０，４００
３５６，４００ ３５６，４００ ４１１，５００
３５７，９００ ３５７，９００ ４１２，６００
３５９，２００ ３５９，２００ ４１３，８００
３６０，６００ ３６０，６００ ４１５，１００
３６２，０００ ３６２，０００ ４１６，２００
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３６３，３００ ３６３，３００ ４１７，４００
３６４，７００ ３６４，７００ ４１８，５００
３６６，２００ ３６６，２００ ４１９，７００
３６７，４００ ３６７，４００ ４２０，７００
３６８，５００ ３６８，５００ ４２１，８００
３６９，７００ ３６９，７００ ４２２，９００
３７０，８００ ３７０，８００ ４２４，０００
３７１，７００ ３７１，７００ ４２４，５００
３７２，７００ ３７２，７００ ４２５，１００
３７３，７００ ３７３，７００ ４２５，５００
３７４，３００ ３７４，３００ ４２６，１００
３７５，１００ ３７５，１００ ４２６，６００
３７５，９００ ３７５，９００ ４２７，０００
３７６，７００ ３７６，７００ ４２７，５００
３７７，４００ ３７７，４００ ４２８，１００
３７８，１００ ３７８，１００ ４２８，５００
３７８，９００ ３７８，９００ ４２８，８００
３７９，６００ ３７９，６００ ４２９，１００
３８０，２００ ３８０，２００ ４２９，５００
３８０，８００ ３８０，８００ ４２９，９００
３８１，５００ ３８１，５００ ４３０，２００
３８２，１００ ３８２，１００ ４３０，５００
３８２，８００ ３８２，８００ ４３０，９００
３８３，３００ ３８３，３００
３８３，９００ ３８３，９００
３８４，４００ ３８４，４００
３８４，８００ ３８４，８００
３８５，４００ ３８５，４００
３８５，９００ ３８５，９００
３８６，２００ ３８６，２００
３８６，５００ ３８６，５００
３８７，０００ ３８７，０００
３８７，４００ ３８７，４００
３８７，７００ ３８７，７００
３８８，０００ ３８８，０００
３８８，５００ を ３８８，５００ に改める。
３８９，０００ ３８９，０００
３８９，４００ ３８９，４００
３８９，７００ ３８９，７００
３９０，１００ ３９０，１００
３９０，６００ ３９０，６００
３９１，０００ ３９１，０００
３９１，４００ ３９１，４００
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２８７，９００ ２８７，９００ ３２５，０００
」 」
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   附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２８年４月

１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の三豊市職員の給与に関する条例（以下「改正後の給

与条例」という。）の規定は、平成２７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払）

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の三豊市職員の給与

に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による

給与の内払とみなす。

 （委任）

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
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議案第３６号

   三豊市職員等の旅費に関する条例の一部改正について

 三豊市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例

 三豊市職員等の旅費に関する条例（平成 18 年三豊市条例第 64 号）の一部を次のよ

うに改正する。

 第６条第１項中「食卓料」の次に「、移転料、着後手当、扶養親族移転料」を加え、

同条に次の３項を加える。

１０ 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当た

りの定額により支給する。

１１ 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、実費額又は定額により

支給する。

１２ 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

 第１９条の次に次の３条を加える。

 （移転料）

第１９条の２ 移転料の額は、次に掲げる額による。

 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応

じた別表第２の定額による額

 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の２分の１に相当

する額

 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から１年以内に移

転する場合には、前号に規定する額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転する

までの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することのできる前

号に規定する額に相当する額の合計額）

２ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員

が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際

における移転料の定額を基礎として計算する。

３ 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、

第１項第３号に規定する期間を延長することができる。

 （着後手当）

第１９条の３ 着後手当の額は、赴任後直ちに自ら居所するための住宅（貸間を含
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む。）に入居できない場合その他の特別の事情がある場合には、当該特別の事情が

ある期間に係る日当及び宿泊料に相当する額とする。ただし、１回の赴任につき別

表第１の日当定額の５日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域

の区分に応じた宿泊料定額の５夜分を超えることができない。

 （扶養親族移転料）

第１９条の４ 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。

 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜ

られた日における扶養親族１人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に

規定する額の合計額

  ア １２歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、

航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当（前条に規定

する場合に限る。以下この条において同じ。）の３分の２に相当する額

  イ １２歳未満６歳以上の者については、アに相当する額の２分の１に相当する

額

  ウ ６歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の２分の

１に相当する額（３歳以上の者が航空旅行により移転する場合に限る。）並び

に日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の３分の１に相当する額。ただし、６歳

未満の者を３人以上随伴するときは、２人を超える者ごとにその移転の際にお

ける職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の２分の１に相当する金額を加算する。

 前号の規定に該当する場合を除くほか、第１９条の２第１項第１号又は第３号

の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行につい

て前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することがで

きる額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった

場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する

額の合計額）を超えることができない。

２ 前項第１号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を

計算する場合において、１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものと

する。

３ 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合

においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日

における扶養親族とみなす。
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 別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。

別表第２（第１９条の２関係）

 移転料

（単位：円）

鉄道５ ０

キロメー

トル未満 

鉄道 ５ ０

キロメー

トル以上

１００キロ

メー トル

未満 

鉄道 １ ０

０ キ ロ メ

ートル以

上３００キ

ロ メ ー ト

ル未満 

鉄道 ３ ０

０ キ ロ メ

ートル以

上５００キ

ロ メ ー ト

ル未満 

鉄道 ５ ０

０ キ ロ メ

ートル以

上１，００

０ キ ロ メ

ートル未

満 

鉄道１，

０００キロ

メー トル

以上１，

５００キロ

メー トル

未満 

鉄道１，

５００キロ

メー トル

以上２，

０００キロ

メー トル

未満 

鉄道２，

０００キロ

メー トル

以上 

１２６，０００ １４４，０００ １７８，０００ ２２０，０００ ２９２，０００ ３０６，０００ ３２８，０００ ３８１，０００ 

 備考 路程の計算については、水路及び陸路４分の１キロメートルをもってそれぞ

れ鉄道１キロメートルとみなす。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。



90 

議案第３７号

   三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例の一部改正について

 三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始



91 

三豊市条例第 号

   三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例の一部を改正する条例 

 三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例（平成 18 年三豊市条例第 182 号）の一部を

次のように改正する。

 別表に次のように加える。

会議室（洋） ８４０ １，１２０ １，６８０ １，９６０ ２，８００ ３，６４０

調理実習室 １，８００ ２，４００ ３，６００ ４，２００ ６，０００ ７，８００

   附 則

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第３８号

   三豊市人権擁護条例の一部改正について

 三豊市人権擁護条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市人権擁護条例の一部を改正する条例 

 三豊市人権擁護条例（平成 18 年三豊市条例第 131 号）の一部を次のように改正す

る。

 第２条中「身体障害者差別」を「障害者差別」に改める。

 第６条第２項中「別に」を削る。

   附 則

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第３９号

   三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条例の一部改正につ

いて

 三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条例の一部を改正する条

例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条例の一部を改正す

る条例 

 三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条例（平成 26 年三豊市条

例第 29号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   三豊市特定教育・保育施設等の利用に関する選考委員会設置条例 

 第１条中「三豊市内」を「市の区域内」に改め、「特定教育・保育施設」の次に

「及び特定地域型保育事業（以下「特定教育・保育施設等」という。）」を加え、

「及び第３項」を「、第３項及び第３９条第２項」に、「三豊市特定教育・保育施設

の利用に関する選考委員会」を「三豊市特定教育・保育施設等の利用に関する選考委

員会」に改める。 

 第２条中「特定教育・保育施設」を「特定教育・保育施設等」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 18 年

三豊市条例第 55号）の一部を次のように改正する。 

  別表中「特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会委員」を「特定教育・保

育施設等の利用に関する選考委員会委員」に改める。



96 

議案第４０号

   三豊市産地形成促進施設条例の一部改正について

 三豊市産地形成促進施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市産地形成促進施設条例の一部を改正する条例 

 三豊市産地形成促進施設条例（平成 18 年三豊市条例第 157 号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第６条第２号、第１１条第１項第２号及び第１３条第１項中「き損し」を「毀損し」

に改める。 

 別表第１三豊市三野ふれあい産直市の項を削る。 

 別表第２第３項を削り、第４項を第３項とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第４１号

   三豊市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について

 三豊市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例 

 三豊市市営住宅設置及び管理条例（平成 18 年三豊市条例第 202 号）の一部を次の

ように改正する。

 別表１公営住宅の部豊中地区の表片山団地の項を削り、同部詫間地区の表城下団地

の項を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第４２号

   三豊市公民館条例の一部改正について

 三豊市公民館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市公民館条例の一部を改正する条例 

 三豊市公民館条例（平成 18 年三豊市条例第 212 号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１第１号の表三豊市仁尾町公民館の項中「三豊市仁尾町仁尾丁２９６番地１」

を「三豊市仁尾町仁尾辛３４番地２」に改める。 

 別表第２中第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第

４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 三豊市高瀬町公民館比地二分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

第１会議室 ２５０円 ３５０円

第２会議室 ６００ ８４０

第３会議室 ３５０ ４９０

第５会議室 ２００ ２８０

栄養指導実習室 ５００ ７００

 別表第２第７号を次のように改める。 

三豊市三野町公民館大見分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

大会議室 １，４００円 １，９６０円

料理実習室 ３５０ ４９０

講座室（和室） ３５０ ４９０

講座室（洋室） ３５０ ４９０

 別表第２中「 

 三豊市豊中町公民館桑山分館、比地大分館、笠田分館、上高野分館及び本山分館

使用料 

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 
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各分館 ４００円 ５６０円

」を「 

 三豊市三野町公民館吉津分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

集会室 １，２００円 １，６８０円

教養娯楽室 ６００ ８４０

生活相談室 ２００ ２８０

健康相談室 １５０ ２１０

機能回復訓練室 ２５０ ３５０

母子講習室１ ２５０ ３５０

母子講習室２ ３００ ４２０

母子家族計画指導室 ２５０ ３５０

母子栄養指導室 ２００ ２８０

母子保健指導相談室 ２００ ２８０

 三豊市豊中町公民館桑山分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

会議室 ６００円 ８４０円

ミーティングルーム ３００ ４２０

小会議室１ ３５０ ４９０

小会議室２ ３５０ ４９０

 三豊市豊中町公民館比地大分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

大会議室 ６００円 ８４０円

小会議室１ ３００ ４２０

小会議室 2 ３００ ４２０
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和室 ３００ ４２０

調理室 １００ １４０

 三豊市豊中町公民館笠田分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

大会議室 ６００円 ８４０円

小会議室１ ３５０ ４９０

小会議室２ ３５０ ４９０

小会議室３ ３５０ ４９０

 三豊市豊中町公民館本山分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

大会議室 ７００円 ９８０円

談話室 ３５０ ４９０

会議室１ ３５０ ４９０

会議室２ ３５０ ４９０

 三豊市詫間町公民館第３分館使用料

（単位：１時間当たり）

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前８時３０分から午後５時まで 午後５時から午後１０時まで 

第１会議室 ２５０円 ３５０円

大会議室 ９００ １，２６０

第１学習室 ３００ ４２０

第２学習室 ３００ ４２０

木彫室 ３００ ４２０

」に改める。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第４３号

   三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例の一部改正について

 三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例の一部を改正する条例 

 三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例（平成 18 年三豊市条例第 216 号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条中「、工作室、陶芸室」を削る。 

 第１２条中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改める。 

 別表第１及び別表第２を削り、附則の次に別表として次の１表を加える。 

別表（第１２条関係） 

                                 （単位：円） 

時間区分

施設区分 

午前９時から午後１０時ま

で（１時間当たり） 

全日（午前９時から午後１

０時まで） 

音楽室 ４００ ５，０００

 備考 

  １ 市外在住者又は営利を目的として利用する場合は、使用料の２倍の額とする。 

  ２ 冷房又は暖房を利用したときは、使用料の４０パーセントを加えた額とする。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第４４号

   三豊市武道館条例の一部改正について

 三豊市武道館条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市武道館条例の一部を改正する条例 

 三豊市武道館条例（平成 18 年三豊市条例第 237 号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表を削り、同条に次の各号を加える。 

 名称 三豊市武道館 

 位置 三豊市詫間町詫間３５６０番地３９ 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第４５号

   三豊市老人福祉センター条例の廃止について

 三豊市老人福祉センター条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市老人福祉センター条例を廃止する条例 

 三豊市老人福祉センター条例（平成 18年三豊市条例第 120号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の前にこの条例による廃止前の三豊市老人福祉センター条例（以

下「廃止前の条例」という。）に基づき納付された使用料の還付については、廃止

前の条例は、なお効力を有する。
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議案第４６号

   三豊市高瀬町地域農産物利用促進センター条例の廃止について

 三豊市高瀬町地域農産物利用促進センター条例を廃止する条例を次のように定める。

  平成２８年３月１日提出

                          三豊市長 横山 忠始
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三豊市条例第 号

   三豊市高瀬町地域農産物利用促進センター条例を廃止する条例 

 三豊市高瀬町地域農産物利用促進センター条例（平成 18 年三豊市条例第 156 号）

は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
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議案第４７号

   香川県広域水道事業体設立準備協議会規約の一部変更について 

 香川県広域水道事業体設立準備協議会に坂出市及び善通寺市が加入することに伴

い、地方自治法第２５２条の６の規定により、次のとおり規約を変更することについ

て、同条のその例によることとされた第２５２条の２の２第３項の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始

   香川県広域水道事業体設立準備協議会規約の一部を変更する規約 

 香川県広域水道事業体設立準備協議会規約（平成27年5月29日総務省届出）の一部

を次のように変更する。 

 第３条中「丸亀市」の次に「、坂出市、善通寺市」を加える。

 第６条第３号中「１３名」を「１５名」に改める。 

   附 則

 この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 
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議案第４８号 

   指定管理者の指定について（三豊市詫間町松崎コミュニティセンター） 

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

１ 管理を行わせる公の施設 

 名 称  三豊市詫間町松崎コミュニティセンター 

 位 置  香川県三豊市詫間町松崎７１７番地１ 

２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地  香川県三豊市詫間町詫間１３３８番地１３ 

 名 称  特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間 

 代表者  理事長 宮川 正夫 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始 
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議案第４９号

   指定管理者の指定について（三豊市詫間町箱浦ビジターハウス） 

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

１ 管理を行わせる公の施設 

 名 称  三豊市詫間町箱浦ビジターハウス 

 位 置  香川県三豊市詫間町箱８５９番地２９ 

２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地  香川県三豊市詫間町詫間１３３８番地１３ 

 名 称  特定非営利活動法人まちづくり推進隊詫間 

 代表者  理事長 宮川 正夫 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第５０号 

   指定管理者の指定について（三豊市立西香川病院） 

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。  

１ 管理を行わせる公の施設  

 名 称  三豊市立西香川病院 

 位 置  香川県三豊市高瀬町比地中２９８６番地３ 

２ 指定管理者に指定する団体  

 所在地  香川県観音寺市観音寺町甲２５８０番地７ 

 名 称  一般社団法人三豊・観音寺市医師会 

 代表者  会長 河田 健介 

３ 指定の期間  

  平成２８年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第５１号 

   指定管理者の指定について（三豊市高瀬町老人デイサービスセンター） 

 地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、次のとおり指定管理者を指定した

いので、同条第６項の規定により議会の議決を求める。 

１ 管理を行わせる公の施設 

 名 称  三豊市高瀬町老人デイサービスセンター 

 位 置  香川県三豊市高瀬町比地中２９８６番地９ 

２ 指定管理者に指定する団体 

 所在地  香川県三豊市高瀬町比地中２９８６番地９ 

 名 称  特定非営利活動法人のぞみ荘 

 代表者  理事 貞廣 敬子 

３ 指定の期間 

  平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始
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議案第５２号 

   市道の路線廃止について（三ノ瀬線） 

 道路法第１０条第１項の規定により、次の市道の路線を廃止することについて、同

法第第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始 

路線名 
起  点 

終  点 

重要な 

経過地 

三ノ瀬線 
三豊市財田町財田上字三の瀬 3947 番 1 地先 

三豊市財田町財田上字雉子尾 1839 番 1 地先 
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（議案第５２号関係） 
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（議案第５２号関係） 
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議案第５３号 

   市道の路線廃止について（詫間２０３号線） 

 道路法第１０条第１項の規定により、次の市道の路線を廃止することについて、同

法第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。 

  平成２８年３月１日提出 

                          三豊市長 横山 忠始 

路線名 
起  点 

終  点 

重要な 

経過地 

詫間２０３号線 
三豊市詫間町詫間 2112 番 31 地先 

三豊市詫間町詫間 2112 番 140 地先 
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（議案第５３号関係） 
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（議案第５３号関係） 
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 （三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部
改正について）

・議案第３４号関係 ・・・ １４１

 （三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一
部改正について）

・議案第３５号関係 ・・・ １４２

 （三豊市職員の給与に関する条例の一部改正について）

・議案第３６号関係 ・・・ １６２

 （三豊市職員等の旅費に関する条例の一部改正について）

・議案第３７号関係 ・・・ １６４

 （三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例の一部改正について）

・議案第３８号関係 ・・・ １６５

 （三豊市人権擁護条例の一部改正について）

・議案第３９号関係 ・・・ １６６

 （三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条
例の一部改正について）
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・議案第４０号関係 ・・・ １６７

 （三豊市産地形成促進施設条例の一部改正について）

・議案第４１号関係 ・・・ １６８

 （三豊市市営住宅設置及び管理条例の一部改正について）

・議案第４２号関係 ・・・ １６９

 （三豊市公民館条例の一部改正について）

・議案第４３号関係 ・・・ １７２

 （三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例の一部改正について）

・議案第４４号関係 ・・・ １７３

 （三豊市武道館条例の一部改正について）

・議案第４７号関係 ・・・ １７４

 （香川県広域水道事業体設立準備協議会規約の一部変更につ
いて）
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【議案第 25号関係】

   三豊市行政不服審査会条例 新旧対照表（抄） 

【附則第4項関係】 三豊市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年三豊市条例第55号）
一部改正 

改正後（案） 現   行

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額

略

個人情報保護審議会委員 日額 8,000 
行政不服審査会委員 日額 8,000

略

区分 報酬額

略

個人情報保護審議会委員 日額 8,000 

略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た
ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬

日額の半額とする。

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た
ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬

日額の半額とする。



126 

【議案第 28号関係】

   三豊市新公立病院改革プラン検討委員会設置条例 新旧対照表（抄） 

【附則第2項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年三豊
市条例第55号） 一部改正 
改正後（案） 現   行

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額

略

三豊市予防接種等健康被害調査委員会委

員
日額 8,000 

新公立病院改革プラン検討委員会委員 日額 8,000 
略

区分 報酬額

略

三豊市予防接種等健康被害調査委員会委

員
日額 8,000 

略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た
ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬

日額の半額とする。

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た
ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬

日額の半額とする。
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【議案第 30号関係】

行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係

条例の整備に関する条例 新旧対照表(抄) 

【第1条関係】 三豊市情報公開条例(平成18年三豊市条例第11号) 一部改正 
改正後（案） 現   行

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審

査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68
号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求) (不服申立て) 
第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審

査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をす

べき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を

除き、速やかに、三豊市情報公開審査会に諮問し、審査

請求人に通知しなければならない。

第17条 公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律
第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申
立てに対する決裁又は決定をすべき実施機関は、当該不

服申立てが明らかに不適法であるときを除き、速やか

に、三豊市情報公開審査会に諮問し、申立人に通知しな

ければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に
係る行政文書の全部を公開することとする場合(第14条
第3項に規定する第三者から当該行政文書の公開につい
て反対の意思を表示した意見書が提出されている場合

を除く。) 
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項に
おいて読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写
しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受
けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対

する裁決をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受

けたときは、これを尊重し、速やかに当該不服申立てに

対する決裁又は決定をしなければならない。

(情報公開審査会) (情報公開審査会) 
第18条 略 第18条 略
2～5 略  2～5 略
6 審査会は、第1項の審査のため必要があると認めたとき
は、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対し

て、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求める

ことができる。

6 審査会は、第1項の審査のため必要があると認めたとき
は、不服申立人、実施機関の職員その他関係者に対し

て、出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求める

ことができる。

7・8 略 7・8 略

【第2条関係】 三豊市個人情報保護条例(平成18年三豊市条例第12号) 一部改正 
改正後（案） 現   行

目次 目次

 第1章 略  第1章 略
 第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護  第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
  第1節～第5節 略   第1節～第5節 略
  第6節 審査請求(第41条の2―第43条)   第6節 不服申立て(第42条・第43条) 
  第7節～第9節 略   第7節～第9節 略
第3章～第5章 略  第3章～第5章 略
附則  附則

第6節 審査請求 第6節 不服申立て

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
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第41条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は

開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為

に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法
律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審議会への諮問) (審議会への諮問) 
第42条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開

示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に

ついて審査請求があったときは、当該審査請求に対する

裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、遅滞なく、三豊市個人情報保護審議会に

諮問しなければならない。

第42条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等につ

いて行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申
立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は

決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当す

る場合を除き、遅滞なく、三豊市個人情報保護審議会に

諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 (1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に
係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当
該保有個人情報の開示について反対意見書が提出され

ている場合を除く。)

(2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示
請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を

除く。以下この号及び次条において同じ。)を取り消
し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報

の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示

決定等について反対意見書が提出されているときを除

く。

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に
係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(3) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正
請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を
取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請

求の全部を容認して訂正をすることとするとき。

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に
係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

(4) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等
(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決
定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立て
に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をする

こととするとき。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項に
おいて読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写
しを添えてしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続
等) 

第43条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当
する裁決をする場合について準用する。

第43条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当
する裁決又は決定をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、
又は棄却する裁決

(1) 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下
し、又は棄却する裁決又は決定

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人
情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当
該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第
三者である参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定
する参加人をいう。以下同じ。)が当該第三者に関する
情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(2) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決
定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定

(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示
に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審議会の調査権限) (審議会の調査権限) 
第48条 審議会は、必要があると認めるときは、第42条第1
項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」とい
う。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定
等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この

場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された

保有個人情報の開示を求めることができない。

第48条 審議会は、必要があると認めるときは、第42条 
の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」とい

う。)に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定
等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この

場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された

保有個人情報の開示を求めることができない。

2・3 略 2・3 略
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、審査請
求 に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁に

意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させることその他必要な調査をす

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審議会は、不服申
立てに係る事件に関し、不服申立人、参加人又は諮問庁に

意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にそ

の知っている事実を陳述させることその他必要な調査をす
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ることができる。 ることができる。

5 略 5 略

【第3条関係】 三豊市行政手続条例(平成18年三豊市条例第16号) 一部改正 
改正後（案） 現   行

(適用除外) (適用除外) 
第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から
第4章までの規定は、適用しない。

第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から
第4章までの規定は、適用しない。

(1)～(9) 略 (1)～(9)略
(10) 審査請求その他の 不服申立てに対す

る行政庁の裁決 その他の処分の手続又は第3章若
しくは法第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付
与の手続その他の意見陳述のための手続において法令

に基づいてされる処分及び行政指導

(10) 審査請求、異議申立て、その他の不服申立てに対す
る行政庁の裁決、決定その他の処分の手続又は第3章若
しくは法第3章に規定する聴聞若しくは弁明の機会の付
与の手続その他の意見陳述のための手続において法令

に基づいてされる処分及び行政指導

(聴聞の主宰) (聴聞の主宰) 
第19条 略 第19条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰するこ
とができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰するこ
とができない。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略
(4) 前3号に規定する者であった 者 (4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5)・(6) 略 (5)・(6) 略

【第4条関係】 三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成18年三豊市条例第43号) 一部改
正 

改正後（案） 現   行

(公平委員会の報告事項) (公平委員会の報告事項) 
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければなら
ない事項は、次に掲げる事項とする。

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければなら
ない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 略 (1) 略
(2) 職員に対する不利益処分についての審査請求 の状
況

(2) 職員に対する不利益処分についての不服申立ての状
況

【第5条関係】 三豊市固定資産評価審査委員会条例(平成18年三豊市条例第38号) 一部改正  
改正後（案） 現   行

(審査の申出) (審査の申出) 
第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書
正副2通を委員会に提出してしなければならない。

第4条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書
正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。

2 審査申出書には、次に掲げる事項を記載しなければなら
ない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所 (1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所
(2) 審査の申出に係る処分の内容
(3) 略 (2) 略
(4) 略 (3) 略
(5) 略 (4) 略

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であると
き、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申

出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事

項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人

の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行

令（平成27年政令第391号）第3条第1項に規定する書面

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であると
き、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申

出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事

項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人

の氏名及び住所 を記載し、行政不服審査法(昭和3
7年法律第160号)第13条第1項     に規定する書面
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を添付しなければならない。 を添付しなければならない。

4・5 略 4・5 略

6 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人

がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届

け出なければならない。

(書面審理) (書面審理) 
第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に

対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記

載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の

提出を求めるものとする。

第6条 委員会は、書面審理を行う場合においては、市長に

対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記

載した文書を送付し、期限を定めて、正副2通の弁明書の

提出を求めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条
第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使

用して弁明がされた場合には、前項の規定に従って弁明

書が提出されたものとみなす。

3 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査

申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記

載した文書を送付しなければならない。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査

申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記

載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の

申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。

4 略 3 略

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったとき

は、これを市長に送付しなければならない。

(決定書の作成) (決定書の作成) 
第11条 委員会は、審査の決定をする場合においては、次

に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印した決定書を

作成しなければならない。

第11条 委員会は、審査の決定をする場合においては、

決定書を

作成しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び市長の主張の要旨

(4) 理由

2 略 2 略

【第6条関係】 三豊市職員の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61号) 一部改正 
改正後（案） 現   行

(期末手当) (期末手当) 
第26条・第27条 略 第26条・第27条 略

第28条 略 第28条 略

2 略 2 略

3 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法

律第68号)第18条第1項本文 に規定する期間が経過した

後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由

に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し

立てることができる。

3 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法

律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した

後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由

に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し

立てることができる。

4～8 略 4～8 略

【第7条関係】 三豊市公文書等の管理に関する条例(平成27年三豊市条例第2号) 一部改正 
改正後（案） 現   行

(審査請求 及び公文書等管理委員会への諮問) (不服申立て及び公文書等管理委員会への諮問) 
第22条 利用請求に対する決定等について不服がある者

は、市長に対し、審査請求             

をすることができる。

第22条 利用請求に対する決定等について不服がある者

は、市長に対し、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)
による不服申立てをすることができる。
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2 利用請求に対する処分又は利用請求に係る不作為に係る

審査請求については､行政不服審査法(平成26年法律第68
号)第9条第1項の規定は､適用しない。

3 第1項の審査請求があったときは、市長は、審査請求が

不適法であり､却下する場合   を除き、速やかに、次

章に規定する公文書等管理委員会に諮問し、規則で定め

る様式により、当該審査請求人に通知しなければならな

い。

2 前項の不服申立てがあったときは、市長は、当該不服申

立てが明らかに不適法であるときを除き、速やかに、次

章に規定する公文書等管理委員会に諮問し、規則で定め

る様式により、当該申立人  に通知しなければならな

い。

4 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたと

きは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁

決 をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたと

きは、これを尊重し、速やかに当該不服申立てに対する

決定をしなければならない。
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【議案第 31号関係】

   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例 新旧対照表（抄） 

【第1条関係】 三豊市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年三豊市条例第43号） 一部
改正 

改正後（案） 現   行

(報告事項) (報告事項) 
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任

命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に

任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5
第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を
除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任

命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に

任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第28条の5
第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を
除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 略 (1) 略

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 略 (2) 略

(4) 略 (3) 略

(5) 略 (4) 略

(6) 略 (5) 略

(7) 略 (6) 略

(8) 略 (7) 略

(9) 略 (8) 略

(公表の方法) (公表の方法) 
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。 第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

【第2条第1号関係】 三豊市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成18年三豊市条例第50号） 一部改
正 

改正後（案） 現   行

(趣旨) (趣旨) 
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び

休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び

休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

【第2条第2号関係】 三豊市職員の給与に関する条例（平成18年三豊市条例第61号） 一部改正 
改正後（案） 現   行

(趣旨) (趣旨) 
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。

以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の

給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 略

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。

以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の

給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 略

【第2条第3号関係】 三豊市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成18年三豊市条例第63号） 一部改正 
改正後（案） 現   行

(趣旨及び効力) (趣旨及び効力) 
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第24条第5項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関す

る事項を定めるものとする。

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第24条第6項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関す

る事項を定めるものとする。
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2 略 2 略

【第2条第4号関係】 三豊市臨時的任用職員等の給与等に関する条例（平成25年三豊市条例第3号） 一部
改正 

改正後（案） 現   行

(趣旨) (趣旨) 
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第20

3条の2及び第204条並びに地方公務員法(昭和25年法律第2
61号)第24条第5項並びに三豊市職員の給与に関する条例

(平成18年三豊市条例第61号。以下本則において「職員給

与条例」という。) 第33条の規定に基づく本市の臨時的

任用職員等の給与等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第20
3条の2及び第204条並びに地方公務員法(昭和25年法律第2
61号)第24条第6項並びに三豊市職員の給与に関する条例

(平成18年三豊市条例第61号。以下本則において「職員給

与条例」という。)第33条の規定に基づく本市の臨時的任

用職員等の給与等に関し必要な事項を定めるものとす

る。

【第3条関係】 三豊市職員の給与に関する条例（平成18年三豊市条例第61号） 一部改正 
改正後（案） 現   行

(給料表) (給料表) 
第4条 1・2 略 第4条 1・2 略

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、

これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、そ

の分類の基準となるべき 職務の内容は、等級別

基準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、級別職務分類

表は、規則で定める。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、

これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、分

類の 基準となるべき標準的な職務の内容は

、規則で定める。

第5条 職員の職務の級は、等級別基準職務表及び規則で定

める基準に従い決定する。 

2～10 略

第5条 職員の職務の級は、規則 で定

める基準に従い決定する。 

2～10 略 

別表第3(第4条関係) 
等級別基準職務表

1 行政職給料表等級別基準職務表

等級 基準となる職務

1級 主事の職務

2級 主任主事の職務

3級 副主任の職務

4級 主任の職務

5級 課長補佐の職務

6級 課長の職務

7級 次長の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する課

長の職務

8級 部長の職務

2 医療職給料表(一)等級別基準職務表

等級 基準となる職務

1級 医師の職務

2級 医長の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する医

師の職務

3級 診療所長の職務

副院長の職務

部長の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する医

長の職務

4級 病院長の職務

3 医療職給料表(二)等級別基準職務表
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等級 基準となる職務

1級 技師の職務

2級 高度の知識経験を必要とする業務を処理する技

師の職務

3級 主任技師の職務

4級 主席技師の職務

5級 副技師長の職務

6級 技師長の職務

薬局長の職務

4 医療職給料表(三)等級別基準職務表

等級 基準となる職務

1級 看護師の職務

准看護師の職務

2級 看護師の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する准

看護師の職務

3級 主任看護師の職務

高度の知識経験を必要とする業務を処理する看

護師の職務

相当高度の知識経験を必要とする業務を処理す

る准看護師の職務

4級 高度の知識経験を必要とする業務を処理する主

任看護師の職務

相当高度の知識経験を必要とする業務を処理す

る看護師の職務

特に高度の知識経験を必要とする業務を処理す

る准看護師の職務

5級 看護師長の職務

6級 総看護師長の職務
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【議案第 32号関係】

   三豊市行政手続条例(平成18年三豊市条例第16号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

目次 目次

第1章～第3章 略 第1章～第3章 略

第4章 行政指導(第30条―第34条の2) 第4章 行政指導(第30条―第34条)
第4章の2 処分等の求め(第34条の3)
第5章 略 第5章 略

附則 附則

(目的等) (目的等) 
第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下

「法」という。)第3条第3項において法第2章から第6章ま

での規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び

届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることに

よって、三豊市の行政運営における公正の確保と透明性

(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民に

とって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって

市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下

「法」という。)第3条第2項において法第2章から第5章ま

での規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び

届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることに

よって、三豊市の行政運営における公正の確保と透明性

(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民に

とって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって

市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 略 2 略

(定義) (定義) 
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、当該各号に定めるところによる。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者

を名宛人 として、直接に、これに義務を課し、又は

その権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれ

かに該当するものを除く。

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者

を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又は

その権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれ

かに該当するものを除く。

ア 略 ア 略

イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分そ

の他申請に基づき当該申請をした者を名宛人 とし

てされる処分

イ 申請により求められた許認可等を拒否する処分そ

の他申請に基づき当該申請をした者を名あて人とし

てされる処分

ウ 名宛人 となるべき者の同意の下にすることとさ

れている処分

ウ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとさ

れている処分

エ 略 エ 略

(6)～(8) 略 (6)～(8) 略

(適用除外) (適用除外) 
第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から

第4章の2までの規定は、適用しない。

第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から

第4章  までの規定は、適用しない。

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略

(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的と

して法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(そ
の双方を名宛人 とするものに限る。)及び行政指導

(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的と

して法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(そ
の双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導

(8) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関

わる 事象が発生し、又は発生する可能性のある現場

においてこれらの公益を確保するために行使すべき権

限を法律又は条例上直接に与えられた職員によってさ

れる処分及び行政指導

(8) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にか

かわる事象が発生し、又は発生する可能性のある現場

においてこれらの公益を確保するために行使すべき権

限を法律又は条例上直接に与えられた職員によってさ

れる処分及び行政指導

(9)～(11) 略 (9)～(11) 略

(国の機関等に対する処分等の適用除外) (国の機関等に対する処分等の適用除外) 
第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対す

る処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において

第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対す

る処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において
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当該処分の名宛人 となるものに限る。)及び行政指導並

びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は

団体がその固有の資格においてすべきこととされている

ものに限る。)については、この条例の規定は、適用しな

い。

当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並

びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は

団体がその固有の資格においてすべきこととされている

ものに限る。)については、この条例の規定は、適用しな

い。

第2章 申請に対する処分 第2章 申請に対する処分

(不利益処分をしようとする場合の手続) (不利益処分をしようとする場合の手続) 
第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、

次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、

当該不利益処分の名宛人 となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執らなければなら

ない。

第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、

次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、

当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該

各号に定める意見陳述のための手続を執らなければなら

ない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

ア 略 ア 略

イ アに規定するもののほか、名宛人 の資格又は地

位を直接にはく奪する不利益処分をしようとすると

き。

イ アに規定するもののほか、名あて人の資格又は地

位を直接にはく奪する不利益処分をしようとすると

き。

ウ 略 ウ 略 

(2) 略 (2) 略 

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、

適用しない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、

適用しない。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義

務の内容が著しく軽微なものであるため名宛人 とな

るべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないもの

として規則で定める処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義

務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人とな

るべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないもの

として規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示) (不利益処分の理由の提示) 
第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛

人 に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなけ

ればならない。ただし、当該理由を示さないで処分をす

べき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あ

て人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなけ

ればならない。ただし、当該理由を示さないで処分をす

べき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名宛人

の所在が判明しなくなったときその他処分後において

理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後

相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて

人の所在が判明しなくなったときその他処分後において

理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後

相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 略 3 略

第2節 聴聞 第2節 聴聞

(聴聞の通知の方式) (聴聞の通知の方式) 
第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行う

べき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛

人 となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行う

べき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あ

て人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略

2 略 2 略

3 行政庁は、不利益処分の名宛人 となるべき者の所在が

判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、

その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに

当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示

場に掲示することによって行うことができる。この場合

においては、掲示を始めた日から2週間を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したものとみなす。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が

判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、

その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに

当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示

場に掲示することによって行うことができる。この場合

においては、掲示を始めた日から2週間を経過したとき

に、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(続行期日の指定) (続行期日の指定) 
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第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお

聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新た

な期日を定めることができる。

第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお

聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新た

な期日を定めることができる。

2 略 2 略

3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事

者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合において、同条第3項中

「不利益処分の名宛人 となるべき者」とあるのは「当

事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過

したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過

したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通

知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるも

のとする。

3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事

者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合において、同条第3項中

「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当

事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過

したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過

したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通

知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるも

のとする。

(弁明の機会の付与の通知の方式) (弁明の機会の付与の通知の方式) 
第28条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機

会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人 となるべき者に対し、次

に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

第28条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機

会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次

に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略

(行政指導の一般原則) (行政指導の一般原則) 
第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、い

やしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱

してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相

手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるこ

とに留意しなければならない。

第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、い

やしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱

してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相

手方の任意の協力によってのみ実現されるものであるこ

とに留意しなければならない。

2 略 2 略

(行政指導の方式) (行政指導の方式) 
第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当

該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さな

ければならない。

第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当

該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さな

ければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の

機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分を

する権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対

して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から

前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められ

たときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支

障がない限り、これを交付しなければならない。

2 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から

前項 に規定する事項を記載した書面の交付を求められ

たときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支

障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用し

ない。

3 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用し

ない。

(1)～(2) 略 (1)～(2) 略 

(複数の者を対象とする行政指導) (複数の者を対象とする行政指導) 
第34条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当

する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市

の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導

に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政

上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな

い。

第34条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当

する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行

政機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導

に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政

上特別の支障がない限り、これを公表しなければならな

い。

(行政指導の中止等の求め) 
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第34条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導

（その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているも

のに限る。）の相手方は、当該行政指導が当該法律又は

条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当

該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、

当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求め

ることができる。ただし、当該行政指導がその相手方に

ついて弁明その他意見陳述のための手続を経てされたも

のであるときは、この限りでない。 

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出

してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する 

理由

(6) その他参考となる事項

3 当該市の機関は、第1項の規定による申出があったとき

は、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条

例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行

政指導の中止その他必要な措置をとらなければならな

い。 

第4章の2 処分等の求め

第34条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合におい

て、その是正のためにされるべき処分又は行政指導（そ

の根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに

限る。）がされていないと思料するときは、当該処分を

する権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を

有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又

は行政指導をすることを求めることができる。 

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出

してしなければならない。 

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 法令に違反する事実の内容

(3) 当該処分又は行政指導の内容 

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項 

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料す 

る理由 

(6) その他参考となる事項 

3 当該行政庁又は市の機関は、第1項の規定による申出が

あったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必

要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしな

ければならない。 

【附則第2項関係】 三豊市税条例(平成18年三豊市条例第68号) 一部改正 
改正後（案） 現   行

(三豊市行政手続条例の適用除外) (三豊市行政手続条例の適用除外) 
第4条 略 第4条 略

2 三豊市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第4項に定

めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の

2 三豊市行政手続条例第3条、第4条又は第33条第3項に定

めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の
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適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条
第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例

第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条
第8号に規定する行政指導をいう。)については、同条例

第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。
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【議案第 33号関係】

三豊市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成 18 年三豊市条例第 54 号) 一部改正 
新旧対照表(抄) 

【第1条関係】 
改正後（案） 現   行

(支給方法) (支給方法) 
第5条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給
方法は、三豊市職員の給与に関する条例(平成18年三豊市
条例第61号。以下「職員給与条例」という。)及び職員旅
費条例の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例に
よる。この場合において、職員給与条例第26条第2項中
「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「10
0分の137.5」とあるのは「100分の167.5」と、同条第4項
中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「月

額議員報酬額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を
受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの」とあ
るのは「議会議員」と、「合計額」とあるのは「月額議

員報酬額」と、「給料の月額に職の職制上の段階、職務

の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分
の20を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは
「月額議員報酬額に100分の20」と読み替えるものとす
る。

第5条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給
方法は、三豊市職員の給与に関する条例(平成18年三豊市
条例第61号。以下「職員給与条例」という。)及び職員旅
費条例の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例に
よる。この場合において、職員給与条例第26条第2項中
「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「10
0分の137.5」とあるのは「100分の162.5」と、同条第4項
中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「月

額議員報酬額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を
受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの」とあ
るのは「議会議員」と、「合計額」とあるのは「月額議

員報酬額」と、「給料の月額に職の職制上の段階、職務

の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分
の20を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは
「月額議員報酬額に100分の20」と読み替えるものとす
る。

【第2条関係】 
改正後（案） 現   行

(支給方法) (支給方法) 
第5条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給
方法は、三豊市職員の給与に関する条例(平成18年三豊市
条例第61号。以下「職員給与条例」という。)及び職員旅
費条例の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例に
よる。この場合において、職員給与条例第26条第2項中
「100分の122.5」とあるのは「100分の150 」と、

「100分の137.5」とあるのは「100分の165 」と、同

条第4項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるの
は「月額議員報酬額」と、同条第5項中「行政職給料表の
適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるも
の」とあるのは「議会議員」と、「合計額」とあるのは

「月額議員報酬額」と、「給料の月額に職の職制上の段

階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応

じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合」と
あるのは「月額議員報酬額に100分の20」と読み替えるも
のとする。

第5条 議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給
方法は、三豊市職員の給与に関する条例(平成18年三豊市
条例第61号。以下「職員給与条例」という。)及び職員旅
費条例の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例に
よる。この場合において、職員給与条例第26条第2項中
「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、「10
0分の137.5」とあるのは「100分の167.5」と、同条第4項
中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「月

額議員報酬額」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を
受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもの」とあ
るのは「議会議員」と、「合計額」とあるのは「月額議

員報酬額」と、「給料の月額に職の職制上の段階、職務

の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分
の20を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは
「月額議員報酬額に100分の20」と読み替えるものとす
る。
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【議案第 34号関係】

三豊市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例(平成 18 年三豊市条例第 58 号) 一部改正 
新旧対照表(抄) 

【第１条関係】 

改正後（案） 現   行

(期末手当等) (期末手当等) 
第4条 特別職の職員の受ける期末手当の額は、三豊市職員
の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61号)の適用を
受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による(ただし、
三豊市職員の給与に関する条例第27条及び第28条の規定
は、適用しない。)。この場合において、同条例第26条第
2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、
「100分の137.5」とあるのは「100分の167.5」と、同条
第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務
の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適
用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考

慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規

則で定めるもの」とあるのは「特別職の職員」と、「職

の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職

員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定
める割合」とあるのは「100分の20」と読み替えるものと
する。

第4条 特別職の職員の受ける期末手当の額は、三豊市職員
の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61号)の適用を
受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による(ただし、
三豊市職員の給与に関する条例第27条及び第28条の規定
は、適用しない。)。この場合において、同条例第26条第
2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、
「100分の137.5」とあるのは「100分の162.5」と、同条
第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務
の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適
用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考

慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規

則で定めるもの」とあるのは「特別職の職員」と、「職

の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職

員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定
める割合」とあるのは「100分の20」と読み替えるものと
する。

【第2条関係】 
改正後（案） 現   行

(期末手当等) (期末手当等) 
第4条 特別職の職員の受ける期末手当の額は、三豊市職員
の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61号)の適用を
受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による(ただし、
三豊市職員の給与に関する条例第27条及び第28条の規定
は、適用しない。)。この場合において、同条例第26条第
2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の150 」

と、「100分の137.5」とあるのは「100分の165 」

と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員で、
その職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給
料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の

度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表

につき規則で定めるもの」とあるのは「特別職の職員」

と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で

定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で
規則で定める割合」とあるのは「100分の20」と読み替え
るものとする。

第4条 特別職の職員の受ける期末手当の額は、三豊市職員
の給与に関する条例(平成18年三豊市条例第61号)の適用を
受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による(ただし、
三豊市職員の給与に関する条例第27条及び第28条の規定
は、適用しない。)。この場合において、同条例第26条第
2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の147.5」と、
「100分の137.5」とあるのは「100分の167.5」と、同条
第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務
の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適
用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考

慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規

則で定めるもの」とあるのは「特別職の職員」と、「職

の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職

員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定
める割合」とあるのは「100分の20」と読み替えるものと
する。
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【議案第 35 号関係】

三豊市職員の給与に関する条例(平成 18年三豊市条例第 61号) 一部改正 新旧対照表(抄)

【第１条関係】 

改正後（案） 現   行

(初任給調整手当) (初任給調整手当) 
第11条 新たに採用された医療職給料表(一)の適用を受ける
職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認

められる職員には、月額41万3,300円を超えない範囲の額
を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める
期間を経過した日から1年を経過するごとに、その額を減
じて、初任給調整手当として支給する。

第11条 新たに採用された医療職給料表(一)の適用を受ける
職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認

められる職員には、月額41万2,200円を超えない範囲の額
を、採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める
期間を経過した日から1年を経過するごとに、その額を減
じて、初任給調整手当として支給する。

2 略 2 略
(勤勉手当) (勤勉手当) 
第29条 略 第29条 略
2 略  2 略 

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員
の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現

在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっ
ては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第11項第4号において同じ。)におい
て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支
給する場合においては100分の75、12月に支給する場合
においては100分の85を乗じて得た額の総額

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員
の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現

在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっ
ては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第11項第4号において同じ。)におい
て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に

100分の75
を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤
勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分
の35、12月に支給する場合においては100分の40を乗
じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤
勉手当基礎額に、100分の35

を乗

じて得た額の総額

3～5 略  3～5 略 
別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 
行政職給料表 行政職給料表

職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

号給 給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600

職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

号給 給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円 円 円

1 137,600 187,700 223,900 258,300 285,000 315,800 360,100

2 138,700 189,500 225,500 260,400 287,200 318,000 362,700
3 139,900 191,300 227,100 262,300 289,500 320,300 365,200

4 141,000 193,100 228,700 264,400 291,700 322,500 367,800
5 142,100 194,700 230,300 266,300 293,700 324,800 369,900

6 143,200 196,500 232,000 268,300 296,000 326,800 372,400
7 144,300 198,300 233,600 270,400 298,300 329,000 374,800

8 145,400 200,100 235,200 272,500 300,600 331,200 377,300
9 146,500 201,800 236,800 274,600 302,700 333,300 379,800

10 147,900 203,600 238,400 276,600 305,000 335,500 382,500
11 149,200 205,400 240,000 278,700 307,200 337,600 385,100

12 150,500 207,200 241,600 280,800 309,500 339,800 387,800
13 151,800 208,600 243,200 282,800 311,700 341,800 390,200

14 153,300 210,400 244,700 284,900 313,800 343,800 392,500
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15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

15 154,800 212,100 246,200 286,900 316,000 345,900 394,700
16 156,400 213,900 247,700 289,000 318,100 347,900 397,100

17 157,700 215,600 249,200 291,000 320,200 349,800 398,900
18 159,200 217,300 251,100 293,000 322,200 351,800 400,900

19 160,700 219,000 252,900 295,100 324,300 353,700 402,800
20 162,200 220,600 254,700 297,100 326,300 355,600 404,600

21 163,600 222,200 256,400 299,200 328,300 357,600 406,500
22 166,300 223,900 258,300 301,300 330,400 359,500 408,300

23 168,900 225,600 260,200 303,300 332,400 361,500 410,100
24 171,500 227,200 261,900 305,400 334,500 363,400 412,000

25 174,200 228,700 263,900 307,200 336,100 365,400 413,800
26 175,900 230,300 265,800 309,300 338,000 367,300 415,300

27 177,600 231,800 267,600 311,400 340,000 369,300 416,800
28 179,300 233,200 269,500 313,400 341,900 371,300 418,400

29 180,800 234,600 271,200 315,400 343,600 372,800 420,000
30 182,600 235,800 273,100 317,400 345,500 374,600 421,300

31 184,400 237,000 275,000 319,500 347,400 376,400 422,600
32 186,100 238,300 276,800 321,600 349,200 378,000 423,800

33 187,700 239,600 278,500 323,100 351,100 379,800 425,000
34 189,200 241,000 280,400 325,100 352,900 381,200 426,300

35 190,700 242,300 282,200 327,100 354,700 382,700 427,600
36 192,200 243,600 284,100 329,200 356,400 384,300 428,800

37 193,500 244,600 285,800 331,100 357,800 385,700 430,000
38 194,800 246,100 287,500 333,000 359,100 386,900 430,800

39 196,100 247,700 289,300 335,000 360,500 388,100 431,600
40 197,400 249,200 291,100 336,900 361,900 389,200 432,400

41 198,700 250,600 292,800 338,800 363,200 390,300 433,000
42 200,000 252,000 294,500 340,700 364,100 391,500 433,700

43 201,300 253,400 296,200 342,500 365,200 392,700 434,400
44 202,600 254,800 297,800 344,400 366,300 393,800 435,100

45 203,800 256,000 299,500 345,900 367,100 394,500 435,900
46 205,100 257,300 301,200 347,300 368,000 395,200 436,700

47 206,400 258,700 302,800 348,800 368,900 395,900 437,100
48 207,700 260,100 304,500 350,300 369,800 396,600 437,800

49 208,800 261,400 305,700 351,900 370,700 397,200 438,300
50 209,900 262,500 307,200 352,700 371,500 397,800 438,700

51 211,000 263,800 308,800 353,900 372,300 398,300 439,100
52 212,100 265,100 310,400 354,900 373,100 398,700 439,500

53 213,300 266,200 312,000 355,800 373,800 399,100 439,900
54 214,300 267,300 313,600 356,900 374,500 399,400 440,300

55 215,300 268,600 315,200 357,800 375,200 399,700 440,700
56 216,300 269,900 316,700 358,900 375,900 400,000 441,000

57 217,100 271,000 318,200 359,800 376,400 400,300 441,300
58 218,100 272,000 319,400 360,500 377,000 400,600 441,700

59 219,000 273,100 320,600 361,200 377,600 400,900 442,000
60 220,000 274,200 321,800 361,900 378,300 401,200 442,300

61 220,800 275,400 322,500 362,300 378,700 401,500 442,600
62 221,800 276,400 323,400 362,900 379,400 401,800

63 222,800 277,300 324,200 363,600 380,000 402,100
64 223,800 278,300 325,000 364,300 380,600 402,400

65 224,500 279,100 325,900 364,600 381,000 402,700
66 225,500 280,000 326,300 365,300 381,600 403,000

67 226,500 280,800 327,000 366,000 382,200 403,300
68 227,600 281,700 327,800 366,700 382,800 403,600

69 228,400 282,700 328,600 367,000 383,200 403,800
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70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400 380,400
95 294,000 341,900 381,000
96 294,400 342,300 381,600
97 294,600 342,400 382,300
98 294,900 342,900 382,900
99 295,300 343,300 383,500

100 295,700 343,600 384,100
101 295,900 343,900 384,800
102 296,200 344,300 385,400
103 296,600 344,700 386,000
104 296,900 345,100 386,600
105 297,100 345,600 387,300
106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500

117 300,700

118 300,900

119  301,200

120  301,500

121  301,900

122  302,100

123  302,400

124  302,700

70 229,200 283,500 329,300 367,600 383,700 404,100
71 230,000 284,300 330,000 368,300 384,200 404,400

72 230,800 285,100 330,700 368,900 384,800 404,700
73 231,600 285,900 331,200 369,200 385,100 404,900

74 232,300 286,400 331,800 369,800 385,500 405,200
75 233,000 286,800 332,300 370,500 385,900 405,500

76 233,700 287,300 332,900 371,100 386,300 405,700
77 234,400 287,400 333,200 371,500 386,600 405,900

78 235,200 287,800 333,700 372,000 386,900 406,200
79 236,000 288,000 334,100 372,600 387,200 406,500

80 236,800 288,400 334,600 373,100 387,500 406,700
81 237,500 288,600 335,000 373,600 387,700 406,900

82 238,200 288,800 335,500 374,200 388,000 407,200
83 238,900 289,200 336,000 374,700 388,300 407,500

84 239,600 289,500 336,500 375,000 388,500 407,700
85 240,300 289,800 336,800 375,400 388,700 407,900

86 241,000 290,100 337,200 375,900 389,000
87 241,700 290,400 337,700 376,300 389,300

88 242,400 290,800 338,100 376,700 389,500
89 243,100 291,100 338,400 377,100 389,700

90 243,600 291,500 338,800 377,600 390,000
91 244,100 291,800 339,300 378,000 390,300

92 244,600 292,200 339,700 378,400 390,500
93 244,900 292,300 339,900 378,700 390,700

94  292,500 340,300 379,300
95  292,900 340,800 379,900

96  293,300 341,200 380,500
97  293,500 341,300 381,200

98  293,800 341,800 381,800
99  294,200 342,200 382,400

100  294,600 342,500 383,000
101  294,800 342,800 383,700

102  295,100 343,200 384,300
103  295,500 343,600 384,900

104  295,800 344,000 385,500
105  296,000 344,500 386,200

106  296,300 344,900
107  296,700 345,300

108  297,000 345,700
109  297,200 346,200

110  297,600 346,600
111  298,000 346,900

112  298,300 347,200
113  298,400 347,700

114  298,700
115  299,000

116  299,400
117  299,600

118  299,800
119  300,100

120  300,400
121  300,800

122  301,000
123  301,300

124  301,600



145 

125  303,000

再任

用職

員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600

125  301,900
再任

用職

員

185,400 212,900 252,900 272,300 287,400 312,800 354,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職

員に適用する。

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職

員に適用する。

別表第2(第4条関係) 別表第2(第4条関係) 
医療職給料表 医療職給料表

ア 医療職給料表(一) ア 医療職給料表(一) 
職

員

の

区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

円 円 円 円

1 243,300 328,600 394,300 470,100
2 245,800 331,600 397,200 472,400
3 248,300 334,500 400,100 474,600
4 250,800 337,600 403,000 476,900
5 253,100 340,300 405,700 479,200
6 256,900 343,600 408,400 481,400
7 260,700 346,800 411,200 483,600
8 264,500 349,900 414,000 485,800
9 268,100 352,900 416,600 487,800

10 272,100 355,900 419,300 489,900
11 276,100 359,000 422,000 492,000
12 280,100 362,200 424,700 494,100
13 283,900 365,300 427,200 496,200
14 287,900 368,900 429,700 498,300
15 291,800 372,300 432,100 500,400
16 295,700 376,000 434,600 502,500
17 299,500 379,600 436,800 504,600
18 303,100 382,300 439,200 506,600
19 306,600 385,100 441,600 508,600
20 310,200 387,900 444,000 510,600
21 313,800 390,800 446,000 512,400
22 317,500 393,400 448,400 514,200
23 321,000 396,000 450,800 516,100
24 324,700 398,600 453,100 518,000
25 328,200 400,900 455,300 519,700
26 331,000 403,200 457,600 521,500
27 333,700 405,500 459,800 523,300
28 336,300 407,800 462,100 525,100
29 339,100 410,200 464,300 527,000
30 341,400 412,300 466,600 528,800
31 343,600 414,300 468,900 530,600
32 346,000 416,400 471,100 532,400
33 348,400 418,500 473,100 534,000
34 350,800 420,500 457,200 535,800
35 353,100 422,500 477,300 537,500
36 355,600 424,500 479,400 539,300
37 358,000 426,600 481,500 540,900
38 360,400 428,600 483,300 542,500
39 362,800 430,600 485,100 543,900
40 365,200 432,600 486,900 545,500

職

員

の

区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再

任

用

職

員

以

外

の

職

員

円 円 円 円

1 240,100 325,700 392,600 468,600
2 242,600 328,800 395,500 470,900
3 245,100 331,900 398,400 473,200
4 247,600 335,000 401,300 475,500
5 249,900 337,800 404,000 477,800
6 253,700 341,100 406,800 480,000
7 257,500 344,400 409,600 482,200
8 261,300 347,700 412,400 484,400
9 264,900 350,700 415,000 486,500

10 268,900 353,900 417,700 488,600
11 272,900 357,100 420,400 490,700
12 276,900 360,300 423,100 492,800
13 280,700 363,400 425,600 494,900
14 284,700 367,100 428,100 497,000
15 288,700 370,700 430,500 499,100
16 292,700 374,400 433,000 501,200
17 296,500 378,000 435,200 503,300
18 300,100 380,700 437,600 505,300
19 303,700 383,500 440,000 507,300
20 307,300 386,300 442,400 509,300
21 311,000 389,200 444,500 511,100
22 314,800 391,800 446,900 512,900
23 318,500 394,400 449,300 514,800
24 322,200 397,000 451,600 516,700
25 325,800 399,400 453,800 518,400
26 328,600 401,700 456,100 520,200
27 331,400 404,000 458,400 522,000
28 334,200 406,300 460,700 523,800
29 337,000 408,700 462,900 525,700
30 339,400 410,800 465,200 527,500
31 341,800 412,800 467,500 529,300
32 344,200 414,900 469,800 531,100
33 346,600 417,000 471,800 532,700
34 349,100 419,000 473,900 534,500
35 351,500 421,000 476,000 536,200
36 354,000 423,000 478,100 538,000
37 356,400 425,100 480,200 539,600
38 358,800 427,100 482,000 541,200
39 361,200 429,100 483,800 542,600
40 363,600 431,100 485,600 544,200



146 

41 367,500 434,600 488,600 547,000
42 368,900 436,400 490,400 548,400
43 370,400 438,100 492,200 549,800
44 371,900 439,900 494,000 551,100
45 373,400 441,800 495,600 552,300
46 374,800 443,600 497,300 553,300
47 376,300 445,400 499,100 554,300
48 377,800 447,100 500,900 555,300
49 379,100 448,900 502,500 556,300
50 380,100 450,600 503,800 557,200
51 381,100 452,400 505,100 558,100
52 382,100 454,200 506,400 559,000
53 383,100 456,100 507,700 559,800
54 384,000 457,300 509,000 560,700
55 384,900 458,500 510,300 561,600
56 385,800 459,700 511,600 562,500
57 386,800 460,900 512,600 563,400
58 387,700 461,900 513,400 564,300
59 388,500 462,900 514,200 565,200
60 389,300 463,900 515,000 565,900
61 390,100 464,700 515,900 566,800
62 390,600 465,400 516,700 567,700
63 391,000 466,100 517,600 568,600
64 391,500 466,800 518,400 569,500
65 391,800 467,500 519,300 570,400
66  468,200 520,200
67  468,900 520,900
68  469,600 521,800
69  470,100 522,700
70  470,800 523,500
71  471,500 524,400
72  472,200 525,300
73  472,600 526,100
74  473,200 527,000
75  473,900 527,900
76  474,600 528,600
77  475,000 529,400
78  475,600 530,300
79  476,200 531,200
80  476,700 532,100
81  477,300 532,900
82  477,800 533,800
83  478,300 534,700
84  478,800 535,600
85  479,200 536,400
86  479,800 537,300
87  480,200 538,200
88  480,700 539,100
89  481,200 539,900
90  481,800
91  482,400
92  482,800
93  483,300
94  483,900
95  484,500

41 365,900 433,100 487,300 545,700
42 367,400 434,900 489,100 547,100
43 368,900 436,700 490,900 548,500
44 370,400 438,500 492,700 549,800
45 371,900 440,400 494,300 551,000
46 373,300 442,200 496,000 552,000
47 374,800 444,000 497,800 553,000
48 376,300 445,800 499,600 554,000
49 377,600 447,600 501,200 555,000
50 378,600 449,300 502,500 555,900
51 379,600 451,100 503,800 556,800
52 380,600 452,900 505,100 557,700
53 381,600 454,800 506,400 558,500
54 382,500 456,000 507,700 559,400
55 383,400 457,200 509,000 560,300
56 384,300 458,400 510,300 561,200
57 385,300 459,600 511,300 562,100
58 386,200 460,600 512,100 563,000
59 387,000 461,600 512,900 563,900
60 387,900 462,600 513,700 564,600
61 388,700 463,400 514,600 565,500
62 389,200 464,100 515,400 566,400
63 389,700 464,800 516,300 567,300
64 390,200 465,500 517,100 568,200
65 390,500 466,200 518,000 569,100
66  466,900 518,900
67  467,600 519,600
68  468,300 520,500
69  468,800 521,400
70  469,500 522,200
71  470,200 523,100
72  470,900 524,000
73  471,300 524,800
74  471,900 525,700
75  472,600 526,600
76  473,300 527,300
77  473,700 528,100
78  474,300 529,000
79  474,900 529,900
80  475,400 530,800
81  476,000 531,600
82  476,500 532,500
83  477,000 533,400
84  477,500 534,300
85  477,900 535,100
86  478,500 536,000
87  478,900 536,900
88  479,400 537,800
89  479,900 538,600
90  480,500
91  481,100
92  481,500
93  482,000
94  482,600
95  483,200



147 

96  485,100
97  485,600

再

任

用

職

員

295,000 337,400 391,800 464,800

96  483,800
97  484,300

再

任

用

職

員

293,800 336,200 390,600 463,700

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯

科医師で規則で定めるものに適用する。

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯

科医師で規則で定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(二) イ 医療職給料表(二) 
職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円

1 145,000 182,900 218,200 244,400 277,100
2 146,400 184,500 219,800 245,800 279,100
3 147,800 186,100 221,400 247,000 281,300
4 149,200 187,700 223,000 248,400 283,500
5 150,400 189,200 224,400 249,600 285,700
6 152,200 190,800 226,000 250,800 287,800
7 153,900 192,400 227,500 252,000 289,900
8 155,600 193,900 229,100 253,300 292,100
9 157,300 195,500 230,400 254,600 294,100

10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300
11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400
12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600
13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800
14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800
15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900
16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900
17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100
18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100
19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200
20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300
21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200
22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200
23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100
24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100
25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100
26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000
27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000
28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000
29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600
30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400
31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100
32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900
33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600
34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400
35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300
36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100
37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900
38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600
39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200

職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円

1 142,400 180,300 215,500 242,000 275,700
2 143,800 181,900 217,100 243,400 277,800
3 145,200 183,500 218,700 244,700 280,000
4 146,600 185,100 220,300 246,100 282,200
5 147,800 186,600 221,700 247,400 284,400
6 149,600 188,200 223,300 248,700 286,500
7 151,300 189,800 224,800 250,000 288,700
8 153,000 191,300 226,400 251,300 290,900
9 154,700 192,900 227,900 252,700 292,900

10 156,400 194,600 229,400 253,700 295,100
11 158,100 196,200 230,800 254,900 297,200
12 159,900 197,900 232,200 256,100 299,400
13 161,400 199,500 234,000 257,400 301,600
14 163,300 201,100 235,400 259,100 303,600
15 165,300 202,700 236,700 260,700 305,700
16 167,200 204,300 238,100 262,300 307,700
17 169,100 205,800 239,400 263,900 309,900
18 171,000 207,500 240,700 265,800 311,900
19 172,800 209,200 242,000 267,600 314,000
20 174,700 210,900 243,300 269,500 316,100
21 176,600 212,200 244,700 271,300 318,000
22 178,100 213,700 245,800 273,100 320,000
23 179,600 215,100 247,000 275,000 321,900
24 181,100 216,600 248,200 276,800 323,900
25 182,700 218,000 249,400 278,600 325,900
26 184,200 219,400 251,000 280,500 327,800
27 185,700 220,800 252,500 282,400 329,800
28 187,100 222,100 254,000 284,200 331,800
29 188,700 223,600 255,500 286,200 333,400
30 190,000 225,000 257,300 288,100 335,200
31 191,300 226,600 259,100 289,900 336,900
32 192,600 228,000 260,800 291,800 338,700
33 194,000 229,500 262,300 293,600 340,500
34 195,400 230,900 264,100 295,300 342,300
35 196,800 232,100 265,800 297,100 344,200
36 198,200 233,400 267,600 298,900 346,000
37 199,300 234,900 269,100 300,400 347,800
38 200,600 236,200 270,800 302,100 349,500
39 201,900 237,500 272,500 303,800 351,100



148 

40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900
41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100
42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200
43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400
44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600
45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800
46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600
47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800
48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900
49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900
50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900
51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900
52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900
53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700
54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500
55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400
56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300
57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800
58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600
59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400
60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200
61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600
62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300
63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000
64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700
65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100
66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700
67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400
68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000
69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400
70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900
71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400
72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900
73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500
74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000
75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600
76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200
77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700
78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200
79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700
80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200
81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500
82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000
83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400
84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800
85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200
86  288,300 324,200 345,100
87  288,500 324,400 345,400
88  288,700 324,800 345,700
89  289,100 325,200 346,100
90  289,300 325,600 346,400
91  289,500 326,000 346,800
92  289,700 326,400 347,100
93  290,100 326,700 347,500
94  290,300 326,900 347,800

40 203,200 238,900 274,200 305,400 352,800
41 204,400 240,200 275,900 307,200 354,000
42 205,600 241,600 277,500 308,900 355,100
43 206,800 242,900 279,200 310,500 356,300
44 208,000 244,000 280,900 312,200 357,500
45 209,200 245,200 282,500 313,400 358,700
46 210,300 246,700 284,200 314,800 359,500
47 211,400 248,300 285,900 316,300 360,700
48 212,500 249,800 287,500 317,900 361,800
49 213,600 251,400 288,900 319,400 362,800
50 214,600 252,800 290,500 320,700 363,800
51 215,600 254,200 292,000 321,900 364,800
52 216,600 255,600 293,600 323,200 365,800
53 217,400 256,700 295,000 324,300 366,600
54 218,400 258,100 296,500 325,300 367,400
55 219,300 259,500 297,900 326,400 368,300
56 220,300 260,900 299,400 327,400 369,200
57 221,100 261,900 300,700 327,900 369,700
58 222,000 263,200 301,900 328,800 370,500
59 222,900 264,500 303,200 329,600 371,300
60 223,800 265,800 304,600 330,500 372,100
61 224,700 266,800 305,900 331,300 372,500
62 225,700 268,000 307,100 331,600 373,200
63 226,700 269,300 308,400 332,200 373,900
64 227,800 270,600 309,600 332,900 374,600
65 228,500 271,600 311,000 333,500 375,000
66 229,400 272,700 311,800 334,200 375,600
67 230,300 273,800 312,600 334,900 376,300
68 231,200 274,900 313,400 335,600 376,900
69 231,900 276,000 314,000 336,300 377,300
70 232,600 277,000 314,700 336,800 377,800
71 233,300 278,100 315,400 337,400 378,300
72 234,000 279,200 316,000 338,000 378,800
73 234,700 280,100 316,700 338,300 379,400
74 235,500 280,800 316,900 338,900 379,900
75 236,300 281,400 317,500 339,400 380,500
76 237,100 282,200 318,100 340,000 381,100
77 237,700 283,000 318,700 340,500 381,600
78 238,300 283,600 319,200 341,000 382,100
79 238,900 284,200 319,700 341,500 382,600
80 239,500 284,800 320,200 341,900 383,100
81 239,900 285,500 320,800 342,200 383,400
82 240,300 286,000 321,300 342,500 383,900
83 240,700 286,400 321,700 342,900 384,300
84 241,100 286,800 322,200 343,200 384,700
85 241,500 287,000 322,700 343,700 385,100
86  287,200 323,100 344,000
87  287,400 323,300 344,300
88  287,600 323,700 344,600
89  288,000 324,100 345,000
90  288,200 324,500 345,300
91  288,400 324,900 345,700
92  288,600 325,300 346,000
93  289,000 325,600 346,400
94  289,200 325,800 346,700



149 

95  290,500 327,300 348,100
96  290,800 327,600 348,400
97  291,200 327,800 348,700
98  291,500 328,100 349,100
99  291,700 328,400 349,500

100  292,000 328,700 349,900
101  292,300 328,900 350,400
102  292,500 329,200 350,800
103  292,700 329,600 351,200
104  293,000 329,800 315,600
105  293,300 329,900 352,100
106   330,200 352,500
107   330,600 352,900
108   330,800 353,300
109   331,000 353,800
110   331,400 354,200
111   331,800 354,600
112   332,200 355,000
113   322,400 355,500

再任

用職

員

187,500 214,100 242,300 255,700 280,900

95  289,400 326,200 347,000
96  289,700 326,500 347,300
97  290,100 326,700 347,600
98  290,400 327,000 348,000
99  290,600 327,300 348,400

100  290,900 327,600 348,800
101  291,200 327,800 349,300
102  291,400 328,100 349,700
103  291,600 328,500 350,100
104  291,900 328,700 350,500
105  292,200 328,800 351,000
106   329,100 351,400
107   329,500 351,800
108   329,700 352,200
109   329,900 352,700
110   330,300 353,100
111   330,700 353,500
112   331,100 353,900
113   331,300 354,400

再任

用職

員

186,400 213,000 241,200 254,600 279,800

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄

養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する薬剤師、栄

養士その他の職員で規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(三) ウ 医療職給料表(三) 
職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円

1 158,400 185,900 234,300 257,300 283,000
2 159,800 188,000 236,100 258,300 284,800
3 161,300 190,100 237,900 259,200 286,700
4 162,700 192,100 239,700 260,300 288,700
5 164,200 194,200 241,100 261,200 290,500
6 165,700 196,500 242,400 262,200 292,300
7 167,200 198,800 243,600 263,000 294,200
8 168,700 201,100 244,900 264,100 296,100
9 170,000 203,500 246,000 265,200 298,000

10 171,700 204,900 247,100 266,000 299,900
11 173,300 206,300 248,000 267,200 301,700
12 174,900 207,700 249,000 268,400 303,600
13 176,400 209,100 250,300 269,700 305,300
14 178,400 210,600 251,400 271,100 307,000
15 180,400 212,100 252,200 272,300 308,800
16 182,400 213,300 253,200 273,800 310,600
17 184,600 214,700 254,100 275,200 312,500
18 186,700 216,200 255,000 276,600 314,100
19 188,800 217,700 256,000 277,900 315,800
20 190,900 219,200 257,000 279,400 317,500
21 193,000 220,600 257,900 281,000 319,000
22 195,200 222,300 258,900 282,600 320,500
23 197,400 224,000 259,900 284,100 322,100
24 199,600 225,700 260,900 285,600 323,600

職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円

1 155,600 182,900 231,400 254,800 281,500
2 157,000 185,000 233,200 255,800 283,400
3 158,500 187,100 235,000 256,800 285,400
4 159,900 189,200 236,800 257,900 287,400
5 161,300 191,300 238,200 258,900 289,200
6 162,800 193,600 239,600 260,000 291,000
7 164,300 195,900 240,800 260,900 292,900
8 165,800 198,200 242,100 262,000 294,800
9 167,100 200,600 243,300 263,300 296,700

10 168,800 202,000 244,400 264,100 298,600
11 170,400 203,400 245,400 265,400 300,400
12 172,000 204,800 246,500 266,700 302,300
13 173,500 206,200 247,800 268,000 304,000
14 175,500 207,700 248,900 269,500 305,700
15 177,500 209,200 249,900 270,800 307,500
16 179,500 210,500 250,900 272,300 309,300
17 181,700 211,900 251,900 273,700 311,200
18 183,800 213,400 252,900 275,200 312,800
19 185,900 214,900 254,000 276,600 314,500
20 188,000 216,400 255,000 278,100 316,200
21 190,100 217,800 256,000 279,700 317,700
22 192,300 219,500 257,000 281,300 319,300
23 194,500 221,200 258,100 282,800 320,900
24 196,700 222,900 259,200 284,300 322,400
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25 201,600 227,100 262,100 286,900 325,300
26 202,900 228,800 263,500 288,700 326,700
27 204,200 230,500 264,700 290,500 328,200
28 205,500 232,200 266,100 292,200 329,800
29 206,700 233,800 267,400 293,800 331,200
30 207,900 235,200 268,900 295,500 332,700
31 209,200 236,500 270,500 297,100 334,100
32 210,400 237,700 272,000 298,800 335,600
33 211,700 239,000 273,600 300,300 337,200
34 213,000 240,100 275,100 301,800 338,700
35 214,300 241,000 276,400 303,400 340,300
36 215,600 242,100 277,800 305,000 341,800
37 217,000 243,200 279,400 306,500 343,500
38 218,400 244,300 280,800 307,900 345,100
39 219,800 245,200 282,300 309,500 346,600
40 221,200 246,300 283,700 311,100 348,200
41 222,200 247,100 285,300 312,700 349,400
42 223,600 248,000 286,900 314,100 350,900
43 225,000 248,900 288,400 315,500 352,400
44 226,400 249,900 290,000 317,000 353,800
45 227,600 250,800 291,400 318,100 355,400
46 229,000 251,800 292,800 319,500 356,400
47 230,300 252,800 294,300 320,900 357,900
48 231,600 253,800 295,800 322,400 359,200
49 232,700 254,800 297,100 323,500 360,600
50 233,800 256,000 298,400 324,900 362,000
51 234,800 257,200 299,800 326,200 363,300
52 235,900 258,500 301,200 327,500 364,700
53 237,000 259,700 302,700 328,900 366,200
54 238,100 261,200 304,000 330,300 367,400
55 239,100 262,600 305,400 331,700 368,500
56 240,100 264,100 306,800 333,000 369,700
57 241,100 265,700 307,900 333,900 370,800
58 242,100 267,300 309,100 335,200 371,700
59 242,900 268,800 310,300 336,400 372,700
60 243,900 270,400 311,700 337,700 373,700
61 244,900 271,800 312,800 338,800 374,300
62 245,900 273,300 314,100 339,700 375,100
63 246,800 274,800 315,400 340,900 375,900
64 247,800 276,200 316,600 342,200 376,700
65 248,700 277,800 317,900 343,300 377,400
66 249,700 279,300 319,200 344,500 378,100
67 250,800 280,800 320,500 345,700 378,900
68 251,800 282,300 321,800 346,800 379,600
69 252,700 283,500 322,500 347,800 380,200
70 253,800 285,000 323,600 348,800 380,800
71 255,000 286,500 324,700 349,900 381,500
72 256,200 287,900 325,600 351,000 382,100
73 257,600 289,100 326,900 351,800 382,800
74 258,900 290,500 327,600 352,900 383,300
75 260,200 291,900 328,700 354,000 383,900
76 261,500 293,200 329,900 355,100 384,400
77 262,500 294,700 331,000 355,800 384,800
78 263,600 296,000 332,200 356,600 385,400
79 264,900 297,200 333,300 357,400 385,900

25 198,800 224,300 260,400 285,600 324,100
26 200,100 226,000 261,900 287,400 325,500
27 201,400 227,700 263,200 289,200 327,000
28 202,700 229,400 264,600 290,900 328,600
29 203,900 231,000 266,000 292,500 330,000
30 205,100 232,400 267,600 294,200 331,500
31 206,400 233,700 269,200 295,800 332,900
32 207,600 234,900 270,700 297,500 334,400
33 208,900 236,300 272,300 299,000 336,100
34 210,200 237,400 273,800 300,500 337,600
35 211,500 238,400 275,200 302,100 339,200
36 212,800 239,600 276,600 303,700 340,700
37 214,200 240,800 278,200 305,200 342,400
38 215,600 241,900 279,600 306,700 344,000
39 217,000 242,900 281,100 308,300 345,500
40 218,400 244,000 282,500 309,900 347,100
41 219,500 244,900 284,100 311,500 348,300
42 220,900 245,900 285,700 312,900 349,800
43 222,300 246,900 287,200 314,300 351,300
44 223,700 247,900 288,800 315,800 352,700
45 224,900 248,900 290,200 316,900 354,300
46 226,300 249,900 291,600 318,300 355,300
47 227,600 251,000 293,100 319,700 356,800
48 228,900 252,100 294,600 321,200 358,100
49 230,000 253,100 295,900 322,400 359,500
50 231,100 254,500 297,200 323,800 360,900
51 232,300 255,700 298,600 325,100 362,200
52 233,400 257,000 300,000 326,400 363,600
53 234,600 258,300 301,500 327,800 365,100
54 235,700 259,900 302,800 329,200 366,300
55 236,800 261,400 304,200 330,600 367,400
56 237,800 262,900 305,600 331,900 368,600
57 238,900 264,500 306,700 332,800 369,700
58 240,000 266,100 307,900 334,100 370,600
59 240,900 267,600 309,200 335,300 371,600
60 241,900 269,200 310,600 336,600 372,600
61 243,000 270,600 311,700 337,700 373,200
62 244,000 272,100 313,000 338,600 374,000
63 245,000 273,600 314,300 339,800 374,800
64 246,100 275,000 315,500 341,100 375,600
65 247,000 276,600 316,800 342,200 376,300
66 248,200 278,100 318,100 343,400 377,000
67 249,400 279,600 319,400 344,600 377,800
68 250,400 281,100 320,700 345,700 378,500
69 251,300 282,300 321,400 346,700 379,100
70 252,500 283,800 322,500 347,700 379,700
71 253,800 285,300 323,600 348,800 380,400
72 255,000 286,700 324,500 349,900 381,000
73 256,400 287,900 325,800 350,700 381,700
74 257,700 289,300 326,500 351,800 382,200
75 259,000 290,700 327,600 352,900 382,800
76 260,300 292,000 328,800 354,000 383,300
77 261,300 293,500 329,900 354,700 383,700
78 262,400 294,800 331,100 355,500 384,300
79 263,700 296,000 332,200 356,300 384,800
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80 266,200 298,500 334,500 358,100 386,200
81 267,300 299,300 335,600 358,700 386,500
82 268,300 300,500 336,700 359,200 387,000
83 269,400 301,600 337,700 359,800 387,400
84 270,500 302,800 338,800 360,300 387,700
85 271,400 303,900 339,700 360,900 388,000
86 272,300 305,100 340,700 361,400 388,500
87 273,400 306,300 341,600 362,000 389,000
88 274,500 307,400 342,600 362,500 389,400
89 275,500 308,700 343,600 362,900 389,700
90 276,400 309,900 344,400 363,300 390,100
91 277,400 311,100 345,200 363,900 390,600
92 278,400 312,300 346,000 364,400 391,000
93 279,400 313,100 346,600 364,700 391,400
94 280,400 313,800 347,200 365,200
95 281,300 314,500 347,900 365,600
96 282,300 315,100 348,500 365,900
97 283,200 315,800 348,900 366,500
98 284,000 316,100 349,300 367,000
99 284,600 316,700 349,800 367,500

100 285,500 317,400 350,200 368,000
101 286,300 317,800 350,700 368,600
102 287,100 318,400 351,100 369,100
103 287,900 319,000 351,600 369,600
104 288,700 319,600 352,000 370,000
105 289,400 320,000 352,300 370,600
106 289,900 320,500 352,800 371,100
107 290,400 321,000 353,200 371,600
108 290,900 321,500 353,500 372,100
109 291,100 321,900 354,000 372,700
110 291,400 322,300 354,500 373,100
111 291,600 322,600 355,000 373,600
112 292,000 322,900 355,500 374,100
113 292,300 323,300 356,000 374,700
114 292,500 323,700 356,500
115 292,900 324,100 357,000
116 293,200 324,400 357,400
117 293,500 324,600 357,800
118 293,800 324,900 358,200
119 294,100 325,300 358,700
120 294,500 325,500 359,200
121 294,800 325,700 359,600
122 295,200 326,000 360,100
123 295,500 326,300 360,600
124 295,900 326,600 361,100
125 296,100 326,800 361,400
126 296,300 327,100
127 296,600 327,500
128 297,000 327,700
129 297,200 327,800
130 297,500 328,100
131 297,900 328,500
132 298,300 328,700
133 298,500 329,000
134 298,800 329,400

80 265,000 297,300 333,400 357,000 385,100
81 266,100 298,100 334,500 357,600 385,400
82 267,100 299,300 335,600 358,100 385,900
83 268,200 300,500 336,600 358,700 386,300
84 269,300 301,700 337,700 359,200 386,600
85 270,200 302,800 338,600 359,800 386,900
86 271,100 304,000 339,600 360,300 387,400
87 272,200 305,200 340,500 360,900 387,900
88 273,300 306,300 341,500 361,400 388,300
89 274,300 307,600 342,500 361,800 388,600
90 275,200 308,800 343,300 362,200 389,000
91 276,200 310,000 344,100 362,800 389,500
92 277,200 311,200 344,900 363,300 389,900
93 278,200 312,000 345,500 363,600 390,300
94 279,200 312,700 346,100 364,100
95 280,100 313,400 346,800 364,500
96 281,100 314,000 347,400 364,800
97 282,000 314,700 347,800 365,400
98 282,800 315,000 348,200 365,900
99 283,500 315,600 348,700 366,400

100 284,400 316,300 349,100 366,900
101 285,200 316,700 349,600 367,500
102 286,000 317,300 350,000 368,000
103 286,800 317,900 350,500 368,500
104 287,600 318,500 350,900 368,900
105 288,300 318,900 351,200 369,500
106 288,800 319,400 351,700 370,000
107 289,300 319,900 352,100 370,500
108 289,800 320,400 352,400 371,000
109 290,000 320,800 352,900 371,600
110 290,300 321,200 353,400 372,000
111 290,500 321,500 353,900 372,500
112 290,900 321,800 354,400 373,000
113 291,200 322,200 354,900 373,600
114 291,400 322,600 355,400
115 291,800 323,000 355,900
116 292,100 323,300 356,300
117 292,400 323,500 356,700
118 292,700 323,800 357,100
119 293,000 324,200 357,600
120 293,400 324,400 358,100
121 293,700 324,600 358,500
122 294,100 324,900 359,000
123 294,400 325,200 359,500
124 294,800 325,500 360,000
125 295,000 325,700 360,300
126 295,200 326,000
127 295,500 326,400
128 295,900 326,600
129 296,100 326,700
130 296,400 327,000
131 296,800 327,400
132 297,200 327,600
133 297,400 327,900
134 297,700 328,300
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135 299,200 329,800
136 299,500 330,200
137 299,700 330,500
138 300,000 330,900
139 300,400 331,300
140 300,700 331,700
141 300,900 332,000
142 301,300 332,400
143 301,700 332,700
144 302,000 333,100
145 302,100 333,400
146 302,400 333,800
147 302,700 334,200
148 303,100 334,600
149 303,300 334,900
150 303,500 335,300
151 303,800 335,700
152 304,100 336,100
153 304,500 336,400
154 304,700
155 304,900
156 305,200
157 305,500
158 305,800
159 306,100
160 306,400
161 306,800
162 307,100
163 307,400
164 307,700
165 308,100
166 308,400
167 308,700
168 309,000
169 309,400

再任

用職

員

233,900 254,200 261,400 271,600 287,900

135 298,100 328,700
136 298,400 329,100
137 298,600 329,400
138 298,900 329,800
139 299,300 330,200
140 299,600 330,600
141 299,800 330,900
142 300,200 331,300
143 300,600 331,600
144 300,900 332,000
145 301,000 332,300
146 301,300 332,700
147 301,600 333,100
148 302,000 333,500
149 302,200 333,800
150 302,400 334,200
151 302,700 334,600
152 303,000 335,000
153 303,400 335,300
154 303,600
155 303,800
156 304,100
157 304,400
158 304,700
159 305,000
160 305,300
161 305,700
162 306,000
163 306,300
164 306,600
165 307,000
166 307,300
167 307,600
168 307,900
169 308,300

再任

用職

員

232,700 253,100 260,300 270,500 286,800

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する看護師、准

看護師その他の職員で規則で定めるものに適用す

る。

備考 この表は、病院、診療所等に勤務する看護師、准

看護師その他の職員で規則で定めるものに適用す

る。

【第2条関係】 
改正後（案） 現   行

(地域手当) (地域手当) 
第12条 地域手当は、次項に規定する地域に在勤する職員

に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月

額の合計額に、高松市に在勤する職員については、100分
の6の割合を乗じて得た額とする。ただし、他の地方公共

団体等に派遣され、その勤務場所が市外である職員の地

域手当を算出する割合は、100分の3から100分の20まで

の範囲で市長が定める割合とする。

第12条の2 医療職給料表(一)の適用を受ける 第12条  地域手当は、医療職給料表(一)の適用を受ける
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職員には前条の規定によりこの条の規定による地域手当

の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される

場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給

料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の

16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

職員には

、当分の間 、給

料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、100分の

16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(単身赴任手当)
第16条の2 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所

の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則

で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者

と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所

の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の

直後に在勤する勤務場所に通勤することが通勤距離等を

考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認め

られるもののうち、単身で生活することを常況とする職

員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住

居から在勤する勤務場所に通勤することが、通勤距離等

を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認

められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は､3万円を超えない範囲内で規則で

定める額(規則で定めるところにより算定した職員の住居

と配偶者の住居との間の交通距離(以下｢交通距離｣とい

う｡)が規則で定める距離以上である職員にあっては､その

額に､7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて

規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、職員以外の地方公務員その他の規則で定め

る者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員

となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他

の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた

配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前

の住居から当該適用の直後に在勤する勤務場所に通勤す

ることが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照ら

して困難であると認められるもののうち、単身で生活す

ることを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で

定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任

手当を支給される職員との権衡上必要があると認められ

るものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じ

て、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調

整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な

事項は、規則で定める。

(勤勉手当) (勤勉手当) 
第29条 略 第29条 略

2 略 2 略

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現

在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第11項第4号において同じ。)におい

て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の80

を乗じて得た額の総額

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現

在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっ

ては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現

在。次項及び附則第11項第4号において同じ。)におい

て受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支

給する場合においては100分の75、12月に支給する場

合においては100分の85を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤

勉手当基礎額に100分の37.5
を乗じ

て得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤

勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分
の35、12月に支給する場合においては100分の40を乗じ

て得た額の総額



154 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 
行政職給料表 行政職給料表

職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

号給 給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300 406,900

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900 409,300

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400 411,800

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000 414,200

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100 416,100

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600 418,400

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900 420,500

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400 422,700

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900 424,700

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600 426,800

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200 428,900

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900 431,000

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300 432,700

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600 434,500

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800 436,500

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200 438,500

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000 440,400

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000 442,200

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900 444,000

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700 445,700

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600 447,500

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400 449,000

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200 450,400

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100 451,900

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900 453,300

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400 454,600

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900 455,900

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500 457,100

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100 458,100

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400 458,800

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700 459,600

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900 460,300

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100 461,000

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400 461,800

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700 462,500

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900 463,100

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100 463,600

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900 464,200

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700 464,800

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500 465,400

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100 465,900

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800 466,400

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500 466,800

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200 467,100

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000 467,400

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800

職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

号給 給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

給料

月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円 円 円

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 361,300

2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 363,900

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 366,400

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 369,000

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 371,100

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 373,600

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 375,900

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 378,400

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 380,900

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 383,600

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 386,200

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 388,900

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 391,300

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 393,600

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 395,800

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 398,200

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 400,000

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 402,000

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 403,900

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 405,700

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 407,600

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 409,400

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 411,200

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 413,100

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 414,900

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 416,400

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 417,900

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 419,500

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 421,100

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 422,400

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 423,700

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 424,900

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 426,100

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 427,400

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 428,700

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 429,900

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 431,100

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 431,900

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 432,700

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 433,500

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 434,100

42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 434,800

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 435,500

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 436,200

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 437,000

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 437,800
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47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400 380,400

95 294,000 341,900 381,000

96 294,400 342,300 381,600

97 294,600 342,400 382,300

98 294,900 342,900 382,900

99 295,300 343,300 383,500

100 295,700 343,600 384,100

101 295,900 343,900 384,800

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 438,200

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 438,900

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 439,400

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 439,800

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 440,200

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 440,600

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 441,000

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 441,400

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 441,800

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 442,100

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 442,400

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 442,800

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 443,100

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 443,400

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 443,700

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 407,300

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 407,600

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 407,800

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 408,000

82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 408,300

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 408,600

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 408,800

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 409,000

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800

94 293,600 341,400 380,400
95 294,000 341,900 381,000
96 294,400 342,300 381,600
97 294,600 342,400 382,300
98 294,900 342,900 382,900
99 295,300 343,300 383,500

100 295,700 343,600 384,100
101 295,900 343,900 384,800
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102 296,200 344,300 385,400

103 296,600 344,700 386,000

104 296,900 345,100 386,600

105 297,100 345,600 387,300

106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500

117 300,700

118 300,900

119 301,200

120 301,500

121 301,900

122 302,100

123 302,400

124 302,700

125 303,000

再任

用職

員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600 388,700

 備考 略

別表第2(第4条関係) 
 医療職給料表

 ア 医療職給料表(一) 略

 イ 医療職給料表(二) 
職員の

区分

職務

の級
1級 2級 3級 4級 5級 6級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用

職員以

外の職

員

円 円 円 円 円 円

1 145,000 182,900 218,200 244,400 277,100 324,900
2 146,400 184,500 219,800 245,800 279,100 326,900
3 147,800 186,100 221,400 247,000 281,300 329,100
4 149,200 187,700 223,000 248,400 283,500 331,300
5 150,400 189,200 224,400 249,600 285,700 333,300
6 152,200 190,800 226,000 250,800 287,800 335,500
7 153,900 192,400 227,500 252,000 289,900 337,600
8 155,600 193,900 229,100 253,300 292,100 339,800
9 157,300 195,500 230,400 254,600 294,100 341,800

10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300 343,900
11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400 346,100
12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600 348,200
13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800 349,900
14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800 351,900
15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900 353,800
16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900 355,800
17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100 357,700
18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100 359,700
19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200 361,700
20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300 363,700
21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200 365,500
22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200 367,500
23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100 369,600

102 296,200 344,300 385,400
103 296,600 344,700 386,000
104 296,900 345,100 386,600
105 297,100 345,600 387,300
106 297,400 346,000

107 297,800 346,400

108 298,100 346,800

109 298,300 347,300

110 298,700 347,700

111 299,100 348,000

112 299,400 348,300

113 299,500 348,800

114 299,800

115 300,100

116 300,500

117 300,700

118 300,900

119  301,200

120  301,500

121  301,900

122  302,100

123  302,400

124  302,700

125  303,000

再任

用職

員

186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 355,600

 備考 略

別表第2(第4条関係) 
 医療職給料表

 ア 医療職給料表(一) 略

 イ 医療職給料表(二) 
職員の

区分

職務

の級
1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用

職員以

外の職

員

円 円 円 円 円

1 145,000 182,900 218,200 244,400 277,100
2 146,400 184,500 219,800 245,800 279,100
3 147,800 186,100 221,400 247,000 281,300
4 149,200 187,700 223,000 248,400 283,500
5 150,400 189,200 224,400 249,600 285,700
6 152,200 190,800 226,000 250,800 287,800
7 153,900 192,400 227,500 252,000 289,900
8 155,600 193,900 229,100 253,300 292,100
9 157,300 195,500 230,400 254,600 294,100
10 159,000 197,200 231,900 255,600 296,300
11 160,700 198,800 233,300 256,700 298,400
12 162,500 200,500 234,600 257,700 300,600
13 164,000 202,100 236,300 259,000 302,800
14 165,900 203,700 237,700 260,600 304,800
15 167,900 205,300 238,900 262,200 306,900
16 169,800 206,900 240,300 263,700 308,900
17 171,700 208,400 241,500 265,300 311,100
18 173,600 210,000 242,700 267,100 313,100
19 175,400 211,700 243,900 268,900 315,200
20 177,300 213,400 245,200 270,800 317,300
21 179,200 214,700 246,600 272,600 319,200
22 180,700 216,200 247,600 274,400 321,200
23 182,200 217,600 248,700 276,200 323,100
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24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100 371,700
25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100 373,100
26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000 374,900
27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000 376,700
28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000 378,400
29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600 380,200
30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400 381,700
31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100 383,300
32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900 385,000
33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600 386,300
34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400 387,600
35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300 388,900
36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100 390,100
37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900 391,200
38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600 392,400
39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200 393,500
40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900 394,600
41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100 395,400
42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200 396,200
43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400 397,000
44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600 397,800
45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800 398,200
46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600 398,800
47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800 399,300
48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900 399,700
49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900 400,100
50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900 400,400
51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900 400,700
52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900 401,000
53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700 401,300
54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500 401,600
55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400 401,900
56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300 402,200
57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800 402,500
58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600 402,800
59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400 403,100
60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200 403,500
61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600 403,700
62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300 404,000
63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000 404,300
64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700 404,600
65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100 404,800
66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700 405,100
67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400 405,400
68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000 405,700
69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400 405,900
70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900
71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400
72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900
73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500
74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000
75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600
76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200
77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700
78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200
79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700
80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200
81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500
82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000
83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400
84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800
85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200
86  288,300 324,200 345,100 
87  288,500 324,400 345,400 
88  288,700 324,800 345,700 

24 183,700 219,100 249,800 278,000 325,100
25 185,300 220,500 251,000 279,800 327,100
26 186,800 221,900 252,500 281,700 329,000
27 188,300 223,200 253,900 283,600 331,000
28 189,700 224,500 255,400 285,400 333,000
29 191,200 225,900 256,900 287,400 334,600
30 192,500 227,300 258,600 289,300 336,400
31 193,800 228,800 260,300 291,100 338,100
32 195,100 230,200 262,000 293,000 339,900
33 196,500 231,600 263,500 294,800 341,600
34 197,900 232,900 265,300 296,500 343,400
35 199,300 234,000 267,000 298,300 345,300
36 200,700 235,300 268,800 300,100 347,100
37 201,800 236,700 270,300 301,600 348,900
38 203,100 238,000 272,000 303,300 350,600
39 204,400 239,200 273,700 305,000 352,200
40 205,700 240,500 275,400 306,600 353,900
41 206,900 241,800 277,100 308,400 355,100
42 208,100 243,100 278,700 310,100 356,200
43 209,300 244,300 280,400 311,700 357,400
44 210,500 245,400 282,100 313,400 358,600
45 211,700 246,600 283,700 314,600 359,800
46 212,800 248,000 285,400 316,000 360,600
47 213,800 249,500 287,100 317,500 361,800
48 214,900 251,000 288,700 319,100 362,900
49 215,900 252,600 290,100 320,500 363,900
50 216,900 254,000 291,700 321,800 364,900
51 217,800 255,400 293,200 323,000 365,900
52 218,800 256,800 294,800 324,300 366,900
53 219,500 257,900 296,200 325,400 367,700
54 220,400 259,300 297,700 326,400 368,500
55 221,200 260,700 299,100 327,500 369,400
56 222,200 262,100 300,600 328,500 370,300
57 222,900 263,100 301,900 329,000 370,800
58 223,800 264,400 303,100 329,900 371,600
59 224,600 265,700 304,300 330,700 372,400
60 225,400 267,000 305,700 331,600 373,200
61 226,300 268,000 307,000 332,400 373,600
62 227,200 269,200 308,200 332,700 374,300
63 228,100 270,500 309,500 333,300 375,000
64 229,200 271,800 310,700 334,000 375,700
65 229,900 272,800 312,100 334,600 376,100
66 230,700 273,900 312,900 335,300 376,700
67 231,500 275,000 313,700 336,000 377,400
68 232,400 276,100 314,500 336,700 378,000
69 233,100 277,200 315,100 337,400 378,400
70 233,800 278,200 315,800 337,900 378,900
71 234,500 279,300 316,500 338,500 379,400
72 235,200 280,400 317,100 339,100 379,900
73 235,900 281,300 317,800 339,400 380,500
74 236,700 282,000 318,000 340,000 381,000
75 237,500 282,500 318,600 340,500 381,600
76 238,300 283,300 319,200 341,100 382,200
77 238,900 284,100 319,800 341,600 382,700
78 239,500 284,700 320,300 342,100 383,200
79 240,100 285,300 320,800 342,600 383,700
80 240,700 285,900 321,300 343,000 384,200
81 241,100 286,600 321,900 343,300 384,500
82 241,500 287,100 322,400 343,600 385,000
83 241,900 287,500 322,800 344,000 385,400
84 242,300 287,900 323,300 344,300 385,800
85 242,700 288,100 323,800 344,800 386,200
86  288,300 324,200 345,100 
87  288,500 324,400 345,400 
88  288,700 324,800 345,700 
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89  289,100 325,200 346,100 
90  289,300 325,600 346,400 
91  289,500 326,000 346,800 
92  289,700 326,400 347,100 
93  290,100 326,700 347,500 
94  290,300 326,900 347,800 
95  290,500 327,300 348,100 
96  290,800 327,600 348,400 
97  291,200 327,800 348,700 
98  291,500 328,100 349,100 
99  291,700 328,400 349,500 
100  292,000 328,700 349,900 
101  292,300 328,900 350,400 
102  292,500 329,200 350,800 
103  292,700 329,600 351,200 
104  293,000 329,800 315,600 
105  293,300 329,900 352,100 
106   330,200 352,500 
107   330,600 352,900 
108   330,800 353,300 
109   331,000 353,800 
110   331,400 354,200 
111   331,800 354,600 
112   332,200 355,000 
113   322,400 355,500 

再任

用職

員

187,500 214,100 242,300 255,700 280,900 321,600

 備考 略

 ウ 医療職給料表(三) 
職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級 6級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円 円

1 158,400 185,900 234,300 257,300 283,000 328,200
2 159,800 188,000 236,100 258,300 284,800 330,300
3 161,300 190,100 237,900 259,200 286,700 332,400
4 162,700 192,100 239,700 260,300 288,700 334,600
5 164,200 194,200 241,100 261,200 290,500 336,800
6 165,700 196,500 242,400 262,200 292,300 338,900
7 167,200 198,800 243,600 263,000 294,200 341,100
8 168,700 201,100 244,900 264,100 296,100 343,200
9 170,000 203,500 246,000 265,200 298,000 344,900
10 171,700 204,900 247,100 266,000 299,900 346,900
11 173,300 206,300 248,000 267,200 301,700 348,800
12 174,900 207,700 249,000 268,400 303,600 350,800
13 176,400 209,100 250,300 269,700 305,300 352,800
14 178,400 210,600 251,400 271,100 307,000 354,900
15 180,400 212,100 252,200 272,300 308,800 357,000
16 182,400 213,300 253,200 273,800 310,600 359,000
17 184,600 214,700 254,100 275,200 312,500 361,000
18 186,700 216,200 255,000 276,600 314,100 363,000
19 188,800 217,700 256,000 277,900 315,800 365,100
20 190,900 219,200 257,000 279,400 317,500 367,200
21 193,000 220,600 257,900 281,000 319,000 368,900
22 195,200 222,300 258,900 282,600 320,500 371,000

89  289,100 325,200 346,100 
90  289,300 325,600 346,400 
91  289,500 326,000 346,800 
92  289,700 326,400 347,100 
93  290,100 326,700 347,500 
94  290,300 326,900 347,800 
95  290,500 327,300 348,100 
96  290,800 327,600 348,400 
97  291,200 327,800 348,700 
98  291,500 328,100 349,100 
99  291,700 328,400 349,500 
100  292,000 328,700 349,900 
101  292,300 328,900 350,400 
102  292,500 329,200 350,800
103  292,700 329,600 351,200
104  293,000 329,800 315,600
105  293,300 329,900 352,100
106   330,200 352,500
107   330,600 352,900
108   330,800 353,300
109   331,000 353,800
110   331,400 354,200
111   331,800 354,600
112   332,200 355,000
113   322,400 355,500

再任

用職

員

187,500 214,100 242,300 255,700 280,900

 備考 略

 ウ 医療職給料表(三) 
職員

の区

分

職

務

の

級

1級 2級 3級 4級 5級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任

用職

員以

外の

職員

円 円 円 円 円

1 158,400 185,900 234,300 257,300 283,000
2 159,800 188,000 236,100 258,300 284,800
3 161,300 190,100 237,900 259,200 286,700
4 162,700 192,100 239,700 260,300 288,700
5 164,200 194,200 241,100 261,200 290,500
6 165,700 196,500 242,400 262,200 292,300
7 167,200 198,800 243,600 263,000 294,200
8 168,700 201,100 244,900 264,100 296,100
9 170,000 203,500 246,000 265,200 298,000

10 171,700 204,900 247,100 266,000 299,900
11 173,300 206,300 248,000 267,200 301,700
12 174,900 207,700 249,000 268,400 303,600
13 176,400 209,100 250,300 269,700 305,300
14 178,400 210,600 251,400 271,100 307,000
15 180,400 212,100 252,200 272,300 308,800
16 182,400 213,300 253,200 273,800 310,600
17 184,600 214,700 254,100 275,200 312,500
18 186,700 216,200 255,000 276,600 314,100
19 188,800 217,700 256,000 277,900 315,800
20 190,900 219,200 257,000 279,400 317,500
21 193,000 220,600 257,900 281,000 319,000
22 195,200 222,300 258,900 282,600 320,500
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23 197,400 224,000 259,900 284,100 322,100 373,100
24 199,600 225,700 260,900 285,600 323,600 375,100
25 201,600 227,100 262,100 286,900 325,300 377,100
26 202,900 228,800 263,500 288,700 326,700 378,700
27 204,200 230,500 264,700 290,500 328,200 380,600
28 205,500 232,200 266,100 292,200 329,800 382,500
29 206,700 233,800 267,400 293,800 331,200 384,300
30 207,900 235,200 268,900 295,500 332,700 386,000
31 209,200 236,500 270,500 297,100 334,100 387,900
32 210,400 237,700 272,000 298,800 335,600 389,700
33 211,700 239,000 273,600 300,300 337,200 391,400
34 213,000 240,100 275,100 301,800 338,700 393,100
35 214,300 241,000 276,400 303,400 340,300 394,900
36 215,600 242,100 277,800 305,000 341,800 396,600
37 217,000 243,200 279,400 306,500 343,500 398,200
38 218,400 244,300 280,800 307,900 345,100 399,900
39 219,800 245,200 282,300 309,500 346,600 401,700
40 221,200 246,300 283,700 311,100 348,200 403,500
41 222,200 247,100 285,300 312,700 349,400 405,000
42 223,600 248,000 286,900 314,100 350,900 406,500
43 225,000 248,900 288,400 315,500 352,400 408,000
44 226,400 249,900 290,000 317,000 353,800 409,300
45 227,600 250,800 291,400 318,100 355,400 410,400
46 229,000 251,800 292,800 319,500 356,400 411,500
47 230,300 252,800 294,300 320,900 357,900 412,600
48 231,600 253,800 295,800 322,400 359,200 413,800
49 232,700 254,800 297,100 323,500 360,600 415,100
50 233,800 256,000 298,400 324,900 362,000 416,200
51 234,800 257,200 299,800 326,200 363,300 417,400
52 235,900 258,500 301,200 327,500 364,700 418,500
53 237,000 259,700 302,700 328,900 366,200 419,700
54 238,100 261,200 304,000 330,300 367,400 420,700
55 239,100 262,600 305,400 331,700 368,500 421,800
56 240,100 264,100 306,800 333,000 369,700 422,900
57 241,100 265,700 307,900 333,900 370,800 424,000
58 242,100 267,300 309,100 335,200 371,700 424,500
59 242,900 268,800 310,300 336,400 372,700 425,100
60 243,900 270,400 311,700 337,700 373,700 425,500
61 244,900 271,800 312,800 338,800 374,300 426,100
62 245,900 273,300 314,100 339,700 375,100 426,600
63 246,800 274,800 315,400 340,900 375,900 427,000
64 247,800 276,200 316,600 342,200 376,700 427,500
65 248,700 277,800 317,900 343,300 377,400 428,100
66 249,700 279,300 319,200 344,500 378,100 428,500
67 250,800 280,800 320,500 345,700 378,900 428,800
68 251,800 282,300 321,800 346,800 379,600 429,100
69 252,700 283,500 322,500 347,800 380,200 429,500
70 253,800 285,000 323,600 348,800 380,800 429,900
71 255,000 286,500 324,700 349,900 381,500 430,200
72 256,200 287,900 325,600 351,000 382,100 430,500
73 257,600 289,100 326,900 351,800 382,800 430,900
74 258,900 290,500 327,600 352,900 383,300
75 260,200 291,900 328,700 354,000 383,900
76 261,500 293,200 329,900 355,100 384,400
77 262,500 294,700 331,000 355,800 384,800

23 197,400 224,000 259,900 284,100 322,100
24 199,600 225,700 260,900 285,600 323,600
25 201,600 227,100 262,100 286,900 325,300
26 202,900 228,800 263,500 288,700 326,700
27 204,200 230,500 264,700 290,500 328,200
28 205,500 232,200 266,100 292,200 329,800
29 206,700 233,800 267,400 293,800 331,200
30 207,900 235,200 268,900 295,500 332,700
31 209,200 236,500 270,500 297,100 334,100
32 210,400 237,700 272,000 298,800 335,600
33 211,700 239,000 273,600 300,300 337,200
34 213,000 240,100 275,100 301,800 338,700
35 214,300 241,000 276,400 303,400 340,300
36 215,600 242,100 277,800 305,000 341,800
37 217,000 243,200 279,400 306,500 343,500
38 218,400 244,300 280,800 307,900 345,100
39 219,800 245,200 282,300 309,500 346,600
40 221,200 246,300 283,700 311,100 348,200
41 222,200 247,100 285,300 312,700 349,400
42 223,600 248,000 286,900 314,100 350,900
43 225,000 248,900 288,400 315,500 352,400
44 226,400 249,900 290,000 317,000 353,800
45 227,600 250,800 291,400 318,100 355,400
46 229,000 251,800 292,800 319,500 356,400
47 230,300 252,800 294,300 320,900 357,900
48 231,600 253,800 295,800 322,400 359,200
49 232,700 254,800 297,100 323,500 360,600
50 233,800 256,000 298,400 324,900 362,000
51 234,800 257,200 299,800 326,200 363,300
52 235,900 258,500 301,200 327,500 364,700
53 237,000 259,700 302,700 328,900 366,200
54 238,100 261,200 304,000 330,300 367,400
55 239,100 262,600 305,400 331,700 368,500
56 240,100 264,100 306,800 333,000 369,700
57 241,100 265,700 307,900 333,900 370,800
58 242,100 267,300 309,100 335,200 371,700
59 242,900 268,800 310,300 336,400 372,700
60 243,900 270,400 311,700 337,700 373,700
61 244,900 271,800 312,800 338,800 374,300
62 245,900 273,300 314,100 339,700 375,100
63 246,800 274,800 315,400 340,900 375,900
64 247,800 276,200 316,600 342,200 376,700
65 248,700 277,800 317,900 343,300 377,400
66 249,700 279,300 319,200 344,500 378,100
67 250,800 280,800 320,500 345,700 378,900
68 251,800 282,300 321,800 346,800 379,600
69 252,700 283,500 322,500 347,800 380,200
70 253,800 285,000 323,600 348,800 380,800
71 255,000 286,500 324,700 349,900 381,500
72 256,200 287,900 325,600 351,000 382,100
73 257,600 289,100 326,900 351,800 382,800
74 258,900 290,500 327,600 352,900 383,300
75 260,200 291,900 328,700 354,000 383,900
76 261,500 293,200 329,900 355,100 384,400
77 262,500 294,700 331,000 355,800 384,800
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78 263,600 296,000 332,200 356,600 385,400
79 264,900 297,200 333,300 357,400 385,900
80 266,200 298,500 334,500 358,100 386,200
81 267,300 299,300 335,600 358,700 386,500
82 268,300 300,500 336,700 359,200 387,000
83 269,400 301,600 337,700 359,800 387,400
84 270,500 302,800 338,800 360,300 387,700
85 271,400 303,900 339,700 360,900 388,000
86 272,300 305,100 340,700 361,400 388,500
87 273,400 306,300 341,600 362,000 389,000
88 274,500 307,400 342,600 362,500 389,400
89 275,500 308,700 343,600 362,900 389,700
90 276,400 309,900 344,400 363,300 390,100
91 277,400 311,100 345,200 363,900 390,600
92 278,400 312,300 346,000 364,400 391,000
93 279,400 313,100 346,600 364,700 391,400
94 280,400 313,800 347,200 365,200
95 281,300 314,500 347,900 365,600
96 282,300 315,100 348,500 365,900
97 283,200 315,800 348,900 366,500
98 284,000 316,100 349,300 367,000
99 284,600 316,700 349,800 367,500

100 285,500 317,400 350,200 368,000
101 286,300 317,800 350,700 368,600
102 287,100 318,400 351,100 369,100
103 287,900 319,000 351,600 369,600
104 288,700 319,600 352,000 370,000
105 289,400 320,000 352,300 370,600
106 289,900 320,500 352,800 371,100
107 290,400 321,000 353,200 371,600
108 290,900 321,500 353,500 372,100
109 291,100 321,900 354,000 372,700
110 291,400 322,300 354,500 373,100
111 291,600 322,600 355,000 373,600
112 292,000 322,900 355,500 374,100
113 292,300 323,300 356,000 374,700
114 292,500 323,700 356,500
115 292,900 324,100 357,000
116 293,200 324,400 357,400
117 293,500 324,600 357,800
118 293,800 324,900 358,200
119 294,100 325,300 358,700
120 294,500 325,500 359,200
121 294,800 325,700 359,600
122 295,200 326,000 360,100
123 295,500 326,300 360,600
124 295,900 326,600 361,100
125 296,100 326,800 361,400
126 296,300 327,100
127 296,600 327,500
128 297,000 327,700
129 297,200 327,800
130 297,500 328,100
131 297,900 328,500
132 298,300 328,700

78 263,600 296,000 332,200 356,600 385,400
79 264,900 297,200 333,300 357,400 385,900
80 266,200 298,500 334,500 358,100 386,200
81 267,300 299,300 335,600 358,700 386,500
82 268,300 300,500 336,700 359,200 387,000
83 269,400 301,600 337,700 359,800 387,400
84 270,500 302,800 338,800 360,300 387,700
85 271,400 303,900 339,700 360,900 388,000
86 272,300 305,100 340,700 361,400 388,500
87 273,400 306,300 341,600 362,000 389,000
88 274,500 307,400 342,600 362,500 389,400
89 275,500 308,700 343,600 362,900 389,700
90 276,400 309,900 344,400 363,300 390,100
91 277,400 311,100 345,200 363,900 390,600
92 278,400 312,300 346,000 364,400 391,000
93 279,400 313,100 346,600 364,700 391,400
94 280,400 313,800 347,200 365,200
95 281,300 314,500 347,900 365,600
96 282,300 315,100 348,500 365,900
97 283,200 315,800 348,900 366,500
98 284,000 316,100 349,300 367,000
99 284,600 316,700 349,800 367,500

100 285,500 317,400 350,200 368,000
101 286,300 317,800 350,700 368,600
102 287,100 318,400 351,100 369,100
103 287,900 319,000 351,600 369,600
104 288,700 319,600 352,000 370,000
105 289,400 320,000 352,300 370,600
106 289,900 320,500 352,800 371,100
107 290,400 321,000 353,200 371,600
108 290,900 321,500 353,500 372,100
109 291,100 321,900 354,000 372,700
110 291,400 322,300 354,500 373,100
111 291,600 322,600 355,000 373,600
112 292,000 322,900 355,500 374,100
113 292,300 323,300 356,000 374,700
114 292,500 323,700 356,500
115 292,900 324,100 357,000
116 293,200 324,400 357,400
117 293,500 324,600 357,800
118 293,800 324,900 358,200
119 294,100 325,300 358,700
120 294,500 325,500 359,200
121 294,800 325,700 359,600
122 295,200 326,000 360,100
123 295,500 326,300 360,600
124 295,900 326,600 361,100
125 296,100 326,800 361,400
126 296,300 327,100  
127 296,600 327,500  
128 297,000 327,700  
129 297,200 327,800  
130 297,500 328,100  
131 297,900 328,500  
132 298,300 328,700  
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133 298,500 329,000
134 298,800 329,400
135 299,200 329,800
136 299,500 330,200
137 299,700 330,500
138 300,000 330,900
139 300,400 331,300
140 300,700 331,700
141 300,900 332,000
142 301,300 332,400
143 301,700 332,700
144 302,000 333,100
145 302,100 333,400
146 302,400 333,800
147 302,700 334,200
148 303,100 334,600
149 303,300 334,900
150 303,500 335,300
151 303,800 335,700
152 304,100 336,100
153 304,500 336,400
154 304,700
155 304,900
156 305,200
157 305,500
158 305,800
159 306,100
160 306,400
161 306,800
162 307,100
163 307,400
164 307,700
165 308,100
166 308,400
167 308,700
168 309,000
169 309,400

再任

用職

員

233,900 254,200 261,400 271,600 287,900 325,000

備考 略

133 298,500 329,000  
134 298,800 329,400  
135 299,200 329,800  
136 299,500 330,200  
137 299,700 330,500  
138 300,000 330,900  
139 300,400 331,300  
140 300,700 331,700  
141 300,900 332,000  
142 301,300 332,400  
143 301,700 332,700  
144 302,000 333,100  
145 302,100 333,400  
146 302,400 333,800  
147 302,700 334,200  
148 303,100 334,600  
149 303,300 334,900  
150 303,500 335,300  
151 303,800 335,700  
152 304,100 336,100  
153 304,500 336,400  
154 304,700
155 304,900
156 305,200
157 305,500
158 305,800
159 306,100
160 306,400
161 306,800
162 307,100
163 307,400
164 307,700
165 308,100
166 308,400
167 308,700
168 309,000
169 309,400

再任

用職

員

233,900 254,200 261,400 271,600 287,900

備考 略
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【議案第 36号関係】

三豊市職員等の旅費に関する条例(平成 18年三豊市条例第 64号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

(旅費の種類) (旅費の種類) 
第6条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊

料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅

費雑費とする。

第6条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊

料、食卓料 及び旅

費雑費とする。

2～9 略  2～9 略 

10 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、

路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

11 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転につい

て、実費額又は定額により支給する。

12 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転につい

て、支給する。

(移転料)
第19条の2 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地か

ら新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規

定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた

日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定

する額に相当する額（赴任の後扶養親族を移転するま

での間に更に赴任があった場合には、各赴任について

支給することのできる前号に規定する額に相当する額

の合計額）

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際にお

ける移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と

異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際にお

ける移転料の定額を基礎として計算する。

3 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を

延長することができる。

(着後手当) 
第19条の3 着後手当の額は、赴任後直ちに自ら居所するた

めの住宅（貸間を含む。）に入居できない場合その他の

特別の事情がある場合には、当該特別の事情がある期間

に係る日当及び宿泊料に相当する額とする。ただし、1回
の赴任につき別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い

住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた

宿泊料定額の5夜分を超えることができない。

(扶養親族移転料) 
第19条の4 扶養親族移転料の額は、次に規定する額によ

る。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴

する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1
人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規

定する額の合計額

ア 12歳以上の者については、その移転の際における

職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並

びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当（前条に規

定する場合に限る。以下この条において同じ。）の3
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分の2に相当する額

イ 12歳未満6歳以上の者については、アに相当する額

の2分の1に相当する額

ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職

員相当の航空賃の2分の1に相当する額（3歳以上の者

が航空旅行により移転する場合に限る。）並びに日

当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当す

る額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するとき

は、2人を超える者ごとにその移転の際における職員

相当の鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する金

額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条の2第
1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親

族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の

規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により

支給することができる額に相当する額（赴任の後扶養

親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合に

は、各赴任について前号の規定により支給することが

できる額に相当する額の合計額）を超えることができ

ない。

2 前項第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食

卓料及び着後手当の額を計算する場合において、1円未満

の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をそ

の赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の

額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日にお

ける扶養親族とみなす。

別表第1(第15条―第18条関係) 別表  (第15条―第18条関係) 
 略  略

別表第2（第19条の2関係）

移転料

（単位：円）

鉄道

50キ
ロメ

ート

ル未

満

鉄道

50キ
ロメ

ート

ル以

上

100
キロ

メー

トル

未満

鉄道

100
キロ

メー

トル

以上

300
キロ

メー

トル

未満

鉄道

300
キロ

メー

トル

以上

500
キロ

メー

トル

未満

鉄道

500
キロ

メー

トル

以上

1,00
0キ
ロメ

ート

ル未

満

鉄道

1,00
0キ
ロメ

ート

ル以

上

1,50
0キ
ロメ

ート

ル未

満

鉄道

1,50
0キ
ロメ

ート

ル以

上

2,00
0キ
ロメ

ート

ル未

満

鉄道

2,00
0キ
ロメ

ート

ル以

上

126,
000 

144,
000 

178,
000 

220,
000 

292,
000 

306,
000 

328,
000 

381,
000 

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロ

メートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみな

す。 
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【議案第 37 号関係】 

三豊市詫間町箱浦ビジターハウス条例(平成 18年三豊市条例第 182号) 一部改正 新旧対照表(抄)
改正後（案） 現   行

別表(第8条関係) 別表(第8条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

利用時

間

室名

午前 午後 夜間 午前・

午後

午後・

夜間

全日

9：00～
12：00

13：00
～17：

00

18：00
～22：

00

9：00
～17：

00

13：00
～22：

00

9：00
～22：

00
うらし

ま

2,200 2,940 4,410 5,140 7,350 9,550

おとひ

め

2,200 2,940 4,410 5,140 7,350 9,550

会議室

(洋) 
840 1,120 1,680 1,960 2,800 3,640

調理実

習室

1,800 2,400 3,600 4,200 6,000 7,800

利用時

間

室名

午前 午後 夜間 午前・

午後

午後・

夜間

全日

9：00～
12：00

13：00
～17：

00

18：00
～22：

00

9：00
～17：

00

13：00
～22：

00

9：00
～22：

00
うらし

ま

2,200 2,940 4,410 5,140 7,350 9,550

おとひ

め

2,200 2,940 4,410 5,140 7,350 9,550
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【議案第 38号関係】

三豊市人権擁護条例(平成 18年三豊市条例第 131号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

(定義) (定義) 
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、障害者
差別  、女性差別等をいう。

第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障
害者差別、女性差別等をいう。

(審議会) (審議会) 
第6条 市は、第4条に規定する施策の推進についての重要
事項を審議するため、三豊市人権擁護審議会(以下「審議
会」という。)を置く。

第6条 市は、第4条に規定する施策の推進についての重要
事項を審議するため、三豊市人権擁護審議会(以下「審議
会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営については、 規則で定める。 2 審議会の組織及び運営については、別に規則で定める。
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【議案第 39号関係】

   三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委員会設置条例(平成26年三豊市条例第29号) 一部
改正 新旧対照表(抄) 

改正後（案） 現   行

○三豊市特定教育・保育施設等の利用に関する選考

委員会設置条例

○三豊市特定教育・保育施設の利用に関する選考委

員会設置条例 

(設置) (設置) 
第1条 市の区域内の特定教育・保育施設及び特定地域型保
育事業（以下「特定教育・保育施設等」という。）の利

用者の選考を厳正公平に行うため、三豊市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例(平成26年三豊市条例第21号)第6条第2項、第3 
項及び第39条第2項の規定に基づき、三豊市特定教育・保
育施設等の利用に関する選考委員会(以下「選考委員会」
という。)を設置する。

第1条 三豊市内 の特定教育・保育施設
の利

用者の選考を厳正公平に行うため、三豊市特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例(平成26年三豊市条例第21号)第6条第2項及び第3
項       の規定に基づき、三豊市特定教育・保

育施設の利用に関する選考委員会 (以下「選考委員会」
という。)を設置する。

(所掌事務) (所掌事務) 
第2条 選考委員会は、特定教育・保育施設等の利用者の選
考に関する事務を処理するものとする。

第2条 選考委員会は、特定教育・保育施設 の利用者の選
考に関する事務を処理するものとする。

【附則第2項関係】 三豊市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成18年三豊
市条例第55号） 一部改正 
改正後（案） 現   行

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 
(単位：円) (単位：円) 

区分 報酬額

略

三豊市特定教育・保育施設等の利用に関

する選考委員会
日額 8,000 

略

区分 報酬額

略

三豊市特定教育・保育施設の利用に関す

る選考委員会 
日額 8,000 

略

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た
ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬

日額の半額とする。

備考 別表中報酬額を日額で定める委員が、4時間に満た
ない委員会等に出席した場合の報酬額は、当該報酬

日額の半額とする。
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【議案第 40号関係】

三豊市産地形成促進施設条例(平成 18年三豊市条例第 157号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

(利用の許可の基準) (利用の許可の基準) 
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、産地形成促進施設の利用を許可しないものとする。

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき
は、産地形成促進施設の利用を許可しないものとする。

(1) 略 (1) 略
(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又
はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又
はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 略 (3) 略
(行為の制限等) (行為の制限等) 
第11条 産地形成促進施設においては、次に掲げる行為を
してはならない。

第11条 産地形成促進施設においては、次に掲げる行為を
してはならない。

(1) 略 (1) 略
(2) 施設、設備、器具等を毀損し、若しくは滅失し、又
はそのおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又
はそのおそれがある行為

(3)～(6) 略 (3)～(6) 略
2 略 2 略

(賠償) (賠償) 
第13条 産地形成促進施設の施設、備品等を毀損し、汚損
し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその

損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむ

を得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、

又は免除することができる。

第13条 産地形成促進施設の施設、備品等をき損し、汚損
し、又は滅失した者は、市長が定めるところによりその

損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむ

を得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、

又は免除することができる。

2 略 2 略
別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 

名称 位置

三豊市高瀬町産地形成促進施

設

三豊市高瀬町上高瀬769番地2

三豊市山本町産地直売所 三豊市山本町神田3549番地1 
(削除)

たからだの里「物産館」 三豊市財田町財田上180番地6

名称 位置

三豊市高瀬町産地形成促進施

設

三豊市高瀬町上高瀬769番地2

三豊市山本町産地直売所 三豊市山本町神田3549番地1 
三豊市三野ふれあい産直市 三豊市三野町下高瀬1944番地

8 
たからだの里「物産館」 三豊市財田町財田上180番地6

別表第2(第7条関係) 
1～2 略

別表第2(第7条関係) 
1～2 略

(削除) 3 三豊市三野ふれあい産直市

室名 利用料金

農産物直売所 売上金額の20％以内
3 略 4 略
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【議案第 41号関係】

三豊市市営住宅設置及び管理条例(平成 18年三豊市条例第 202号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

別表(第3条関係) 別表(第3条関係) 
1 公営住宅 1 公営住宅
高瀬地区 略 高瀬地区 略

山本地区 略 山本地区 略

三野地区 略 三野地区 略

豊中地区 豊中地区

名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考

(削除) 

莚打団

地

昭和50年
度

豊中町岡本1750番
地1 

簡易耐火

構造平屋

建

6 

略

名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考

片山団

地

昭和48年
度

豊中町上高野2575
番地2 

簡易耐火

構造平屋

建

4 

莚打団

地

昭和50年
度

豊中町岡本1750番
地1 

簡易耐火

構造平屋

建

6 

略

詫間地区 詫間地区

名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考

中郷団

地

昭和36年
度

詫間町詫間1213番
地2 

木造平屋

建

5 

的場団

地

昭和36年
度

詫間町詫間339番
地

木造平屋

建

9 

(削除) 

松崎東

団地

昭和39年
度

詫間町松崎165番
地1 

木造平屋

建

12 

略

名称 建設年度 位置 構造 戸数 備考

中郷団

地

昭和36年
度

詫間町詫間1213番
地2 

木造平屋

建

5 

的場団

地

昭和36年
度

詫間町詫間339番
地

木造平屋

建

9 

城下団

地

昭和37年
度

詫間町詫間3823番
地1 

木造平屋

建

2 

松崎東

団地

昭和39年
度

詫間町松崎165番
地1 

木造平屋

建

12 

略

仁尾地区 略 仁尾地区 略

財田地区 略 財田地区 略

2 改良住宅 略 2 改良住宅 略
3 特定公共賃貸住宅 略 3 特定公共賃貸住宅 略
4 更新住宅 略 4 更新住宅 略
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【議案第 42号関係】

三豊市公民館条例(平成 18年三豊市条例第 212号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

別表第1(第2条関係) 別表第1(第2条関係) 
(1) 公民館 (1) 公民館

名称 位置

略

三豊市仁尾町公民館 三豊市仁尾町仁尾辛34番地2
略

名称 位置

略

三豊市仁尾町公民館 三豊市仁尾町仁尾丁296番地1
略

(2) 略 (2)  略
別表第2(第11条関係) 別表第2(第11条関係) 
(1) 略 (1) 略
(削除) (2) 三豊市仁尾町公民館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前9時から午後5
時まで

午後5時から午後
10時まで

会議室 200円 280円

(2) 三豊市財田町公民館使用料 略 (3) 三豊市財田町公民館使用料 略
(3) 三豊市高瀬町公民館上高瀬分館使用料 略 (4) 三豊市高瀬町公民館上高瀬分館使用料 略
(4) 三豊市高瀬町公民館勝間分館使用料 略 (5) 三豊市高瀬町公民館勝間分館使用料 略
(5) 三豊市高瀬町公民館比地二分館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から午
後5時まで

午後5時から午後
10時まで

第１会議室 250円 350円
第２会議室 600 840 
第３会議室 350 490 
第５会議室 200 280 
栄養指導実習室 500 700 

(6) 略 (6) 略
(7) 三豊市三野町公民館大見分館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から
午後5時まで

午後5時から午後
10時まで

大会議室 1,400円 1,960円
料理実習室 350 490
講座室（和

室）
350 490

講座室（洋

室）
350 490

(7) 三豊市三野町公民館大見分館使用料
(単位：1時間当たり) 

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から午
後5時まで

午後5時から午後
10時まで

会議室 200円 280円

(8) 三豊市三野町公民館吉津分館使用料

(単位：1時間当たり) 

(8) 三豊市豊中町公民館桑山分館、比地大分館、笠田分
館、上高野分館及び本山分館使用料

(単位：1時間当たり) 
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時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から午

後5時まで

午後5時から午後

10時まで

集会室 1,200円 1,680円
教養娯楽室 600 840 
生活相談室 200 280 
健康相談室 150 210 
機能回復訓練室 250 350 
母子講習室1 250 350 
母子講習室2 300 420 
母子家族計画指

導室

250 350 

母子栄養指導室 200 280 
母子保健指導相

談室

200 280 

時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から午後

10時まで

各分館 400円 560円

(9) 三豊市豊中町公民館桑山分館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から午後

10時まで

会議室 600円 840円
ミーティングルー

ム

300 420 

小会議室1 350 490 
小会議室2 350 490 

(10) 三豊市豊中町公民館比地大分館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から午後

10時まで

大会議室 600円 840円
小会議室1 300 420 
小会議室2 300 420 
和室 300 420 
調理室 100 140 

(11) 三豊市豊中町公民館笠田分館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から午後

10時まで

大会議室 600円 840円
小会議室1 350 490 
小会議室2 350 490 
小会議室3 350 490 

(12) 三豊市豊中町公民館本山分館使用料

(単位：1時間当たり) 
時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から

午後5時まで

午後5時から午後

10時まで

大会議室 700円 980円
談話室 350 490 
会議室1 350 490 
会議室2 350 490 

(13) 三豊市詫間町公民館第3分館使用料

(単位：1時間当たり) 
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時間区分

施設区分

昼間 夜間

午前8時30分から午

後5時まで

午後5時から午後

10時まで

第1会議室 250円 350円
大会議室 900 1,260 
第1学習室 300 420 
第2学習室 300 420 
木彫室 300 420 

備考 略 備考 略
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【議案第 43号関係】

三豊市豊中町芙蓉文化の里館条例(平成 18年三豊市条例第 216号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

(呼称) (呼称) 
第3条 この条例において三豊市豊中町芙蓉文化の里館(以下

「文化会館」という。)とは、音楽室 及

び図書館を総称するものとする。ただし、図書館の設置

及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

第3条 この条例において三豊市豊中町芙蓉文化の里館(以下

「文化会館」という。)とは、音楽室、工作室、陶芸室及

び図書館を総称するものとする。ただし、図書館の設置

及び管理に関し必要な事項は、別に定める。

(使用料) (使用料) 
第12条 文化会館の使用料は、別表       に定め

るとおりとし、利用前に納付しなければならない。ただ

し、教育委員会において特別の理由があると認めたとき

は、使用料を後納することができる。

第12条 文化会館の使用料は、別表第1及び別表第2に定め

るとおりとし、利用前に納付しなければならない。ただ

し、教育委員会において特別の理由があると認めたとき

は、使用料を後納することができる。

別表(第12条関係) 別表第1(第12条関係) 
三豊市豊中町芙蓉文化の里館使用料

(単位:円) (単位:1時間当たり)
時間区分

施設区分

午前9時から午後10時ま

で(1時間当たり) 
全日(午前9時から午

後10時まで) 

音楽室 400 5,000

時間区分

施設区分

午前

午前9時か

ら正午まで

午後

午後1時か

ら午後5時
まで

夜間

午後6時か

ら午後10時
まで

全日

午前9時か

ら午後10時
まで

音楽室 400 400 400 5,000
工作室 500 500 500 6,000
陶芸室 500 500 500 6,000

備考

1 市外在住者及び営利を目的として利用する場合は、

使用料の2倍の額とする。

2 冷房又は暖房を利用したときは、使用料の40パーセ

ントを加えた額とする。

(備考) 
1 全日の使用料は、午前9時から午後10時まで引き続き使

用した場合に適用する。

2 市外在住者及び営利を目的として利用する場合は、使用

料の2倍の額とする。

3 冷房又は暖房を利用したときは、使用料の40パーセント

を加えた額とする。

(削除) 別表第2(第12条関係) 
特別設備器具等使用料

時間区分

設備機具区分

時間又は1回当た

り

金額

ガス窯 1回につき 実費

電気窯 1回につき 実費

楽焼窯 1回につき 実費

その他の設備備品 1時間当たり 1,000円
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【議案第 44号関係】

三豊市武道館条例(平成 18年三豊市条例第 237号) 一部改正 新旧対照表(抄) 
改正後（案） 現   行

(名称及び位置) (名称及び位置) 
第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(削除) 

(1) 名称 三豊市武道館 

(2) 位置 三豊市詫間町詫間3560番地39

名称 位置

三豊市高瀬町武道館 三豊市高瀬町下勝間2691番地

1 
三豊市詫間町武道館 三豊市詫間町詫間3560番地39
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【議案第 47号関係】

   香川県広域水道事業体設立準備協議会規約(平成27年5月29日総務省届出) 一部変更 新旧対照表
(抄) 

改正後（案） 現   行

(協議会を設ける団体) 
第 3 条 この協議会は、香川県、高松市、丸亀市、坂出市、

善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、

土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平

町、多度津町及びまんのう町(以下「関係団体」という。)
が、これを設ける。

(組織) 
第 6 条 協議会は、次の人員をもって組織する。

(1)･(2) 略

(3) 委 員 15 名

(協議会を設ける団体) 
第3条 この協議会は、香川県、高松市、丸亀市

、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、

土庄町、小豆島町、三木町、宇多津町、綾川町、琴平

町、多度津町及びまんのう町(以下「関係団体」という。)
が、これを設ける。

(組織) 
第6条 協議会は、次の人員をもって組織する。

(1)･(2) 略

(3) 委 員 13名


